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本　学　の　目　的

■　公立大学法人北九州市立大学定款	

　公立大学法人北九州市立大学は、大学を設置し、及び管理することにより、産業技術の蓄積、ア
ジアとの交流の歴史及び環境問題への取組といった北九州地域の特性を活かし、豊かな未来に向
けた開拓精神に溢れる人材の育成及び地域に立脚した高度で国際的な学術研究拠点の形成を図り、
もって地域の産業、文化及び社会の発展並びに魅力の創出に寄与するとともに、アジアをはじめと
する世界の人類及び社会の発展に貢献することを目的とする。（第 1条）

■　北九州市立大学学則	

　北九州市立大学は、時代を切り拓く知を創造し、人間性豊かで有能な人材を育成することによっ
て、地域の産業、文化及び社会の発展並びにアジアをはじめとする国際社会の発展に貢献すること
を目的とする。（第 1条）

■　北九州市立大学大学院学則	

　北九州市立大学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門
性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを
目的とする。（第 1条）

　 　北九州市立大学 ダイバーシティ宣言

　北九州市立大学は、地域の教育・研究・地域活動の拠点として、
学生、教職員、地域住民をはじめとする、大学にかかわるすべての
人々の多様性や個性を尊重し、ダイバーシティの推進に取り組む 
ことを宣言します。

2022 年 1 月 6 日
北九州市立大学　学長
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自分の能力を高め、
充実した学生生活を

学長　 柳井  雅人

　新入生の皆さん、御入学おめでとうございます。

　高校時代に取組むべきことを見事果たし、北九州市立大学の学生として、希望に満ちた

生活をスタートすることに胸を躍らせていることと思います。現在の日本の内外状況は、

世界各地での争い、円安や物価高などに加え、真実やフェイクニュースと呼ばれる根拠

のない情報が入り乱れ、個人や大学を取り巻く環境も決して良い状況とはなっておりませ

ん。このような中でも、皆さんが大学生活をより良いものにできるよう、そしてまた将来

の夢を実現できるよう、大学として大きなサポートをしていきたいと思います。

　これからの時代に求められ、卒業するまでに大学生として身につけるべき「学力の３要

素」とは「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働

して学ぶ態度」です。これらは専門的な学問を学び、知識を修得するだけでなく、サーク

ル等の課外活動やボランティア活動、アルバイトなどを通じて人と交わることで得られる

ものでもあります。大学時代は、これらの要素を修得しつつ、これから先の自分の人生の

方向性を見つける貴重な時間でもあります。将来をじっくりと考えながら、人と関わるこ

とで自分自身を磨き、ご自分の人間力を高めていいただきたいと思います。

　皆さんには、自ら目標を見据えて行動する「自律性」、今までの自分を変え自分のやり

たいことを行動に移す「実行力」、自分で学び、何か新しいものを考え、作り出す「創造

力」などを思う存分伸ばすために、大いにチャレンジしていただきたいと思います。

　皆さんが素晴らしい夢を見つけ、明るい将来を築けるように、大学も全力で支援をして

いきたいと思います。
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 北九州市立大学組織

学
部
・
学
群

外 国 語 学 部
英 米 学 科
中 国 学 科
国 際 関 係 学 科

経 済 学 部 経 済 学 科
経 営 情 報 学 科

文 学 部 比 較 文 化 学 科
人 間 関 係 学 科

法 学 部 法 律 学 科
政 策 科 学 科

国 際 環 境 工 学 部

環 境 化 学 工 学 科
機 械 シ ス テ ム 工 学 科
情 報 シ ス テ ム 工 学 科
建 築 デ ザ イ ン 学 科
生 命 工 学 科

地 域 創 生 学 群 地 域 創 生 学 類

大

学

院

修 士 課 程 法 学 研 究 科 法 律 学 専 攻

博 士 前 期 課 程

社会システム研究科
現 代 経 済 専 攻
地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 専 攻
文 化 ・ 言 語 専 攻

国際環境工学研究科
環 境 工 学 専 攻
情 報 工 学 専 攻
環 境 シ ス テ ム 専 攻

博 士 後 期 課 程

社会システム研究科 地 域 社 会 シ ス テ ム 専 攻

国際環境工学研究科
環 境 工 学 専 攻
情 報 工 学 専 攻
環 境 シ ス テ ム 専 攻

専 門 職 学 位 課 程 マネジメント研究科 マ ネ ジ メ ン ト 専 攻

付
属
施
設

地 域 戦 略 研 究 所
国 際 教 育 交 流 セ ン タ ー
図 書 館
基 盤 教 育 セ ン タ ー
入 試 セ ン タ ー
キ ャ リ ア セ ン タ ー
地 域 貢 献 室
地 域 共 生 教 育 セ ン タ ー
情 報 総 合 セ ン タ ー
環 境 技 術 研 究 所
広 報 セ ン タ ー
中 華 ビ ジ ネ ス 研 究 セ ン タ ー

事
務
局

北 方 キ ャ ン パ ス

企 画 戦 略 課
新 学 部 設 置 準 備 課
総 務 課
国 際 課
地 域 貢 献 課
入 試 ・ 研 究 支 援 課
情 報 化 推 進 課
学 術 振 興 課
学 生 支 援 課

ひびきのキャンパス 企 画 管 理 課
学 務 課



4

沿　　　　革　

1946（昭和21年）７月 小倉外事専門学校創立
1950（昭和25年）４月 北九州外国語大学（外国語学部）へ昇格
1951（昭和26年）４月 北九州外国語大学短期大学部併設
1953（昭和28年）４月 北九州大学に改称

商学部商学科（経済学部）開設
1954（昭和29年）６月 小倉外事専門学校廃止
1957（昭和32年）４月 外国語学部第２部開設
1959（昭和34年）４月 北九州産業社会研究所付置
1960（昭和35年）６月 北九州大学短期大学部廃止
1963（昭和38年）２月 五市合併により設置者変更（旧小倉市から北九州市へ）
1965（昭和40年）４月 商学部経営学科開設
1966（昭和41年）４月 商学部経済学科開設（商学科昭和 41 年度から募集停止）

文学部国文学科・英文学科開設
1973（昭和48年）４月 法学部法律学科・政治学科開設
1981（昭和56年）４月 大学院経営学研究科（経営学専攻）開設
1983（昭和58年）４月 大学院外国語学研究科（英米言語文化専攻・中国言語文化専攻）開設
1984（昭和59年）４月 大学院法学研究科（法律学専攻）開設
1985（昭和60年）４月 外国語学部米英学科を英米学科に改称
1988（昭和63年）４月 法学部第２部開設
1989（平成元年）４月 大学院経済学研究科（経済学専攻）開設
1990（平成２年）４月 日本語教育センター開設
1993（平成５年）４月 商学部を経済学部に改称

外国語学部第１部に外国語学科英語専攻・外国語学科中国語専攻・国際
関係学科を開設（英米学科・中国学科平成５年度から募集停止）
経済学部に経営情報学科を開設（経営学科平成５年度から募集停止）
文学部に比較文化学科・人間関係学科を開設（国文学科・英文学科平成
５年度から募集停止）
法学部第１部に行政学科を開設（政治学科平成５年度から募集停止）
法学部第２部に行政学科を開設（政治学科平成５年度から募集停止）

1995（平成７年）４月 本館開館
1996（平成８年）４月 情報処理教育センター開設
2000（平成12年）４月 昼夜開講制を実施

大学院人間文化研究科（人間文化専攻）開設
法学部行政学科を政策科学科に改組

2001（平成13年）４月 北九州市立大学に改称
国際環境工学部環境化学プロセス工学科・環境機械システム工学科・情
報メディア工学科・環境空間デザイン学科開設
国際教育交流センター開設（日本語教育センター廃止）

2002（平成14年）４月 大学院社会システム研究科（地域社会システム専攻）開設
2003（平成15年）４月 大学院国際環境工学研究科（環境工学専攻・情報工学専攻）開設
2004（平成16年）４月 学術情報総合センター開設（付属図書館・情報処理教育センターを統合）
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平成17年（2005）４月 北九州市から公立大学法人北九州市立大学へ設置者変更
平成18年（2006）４月 基盤教育センター、入試センター、キャリアセンター、地域貢献室及び

評価室開設
都市政策研究所の創設

平成19年（2007）４月 大学院マネジメント研究科開設（大学院経営学研究科は平成 19 年度から
募集停止）
外国語学部に英米学科・中国学科を開設（外国語学科は平成 19 年度から
募集停止）

平成20年（2008）４月 大学院社会システム研究科（現代経済専攻、地域コミュニティ専攻、文化・
言語専攻、東アジア専攻）開設（大学院外国語学研究科、経済学研究科、
人間文化研究科は平成 20 年度から募集停止）
国際環境工学部にエネルギー循環化学科・環境生命工学科を開設（環境
化学プロセス工学科は第３年次編入学を除き平成 20 年度から募集停止）
国際環境工学部環境機械システム工学科を機械システム工学科に、環境
空間デザイン学科を建築デザイン学科に改称
大学院国際環境工学研究科に環境システム専攻を開設
基盤教育センターにひびきの分室を開設

平成20年（2008）６月 アジア文化社会研究センター設置
平成21年（2009）４月 地域創生学群開設（外国語学部、経済学部、文学部、法学部の夜間主コー

スは平成 21 年度から募集停止）
入試センターを入試広報センターに改組

平成22年（2010）４月 地域共生教育センター設置
平成24年（2012）１月 学術情報総合センターを図書館・情報総合センターに改組
平成24年（2012）３月 環境技術研究所設置
平成24年（2012）４月 副専攻Global Education Program開設
平成25年（2013）４月 副専攻環境ESDプログラム開設

Kitakyushu Global Pioneers 開設
平成27年（2015）11月 都市政策研究所を地域戦略研究所に改組
平成28年（2016）４月 図書館本館開館
平成29年（2017）４月 環境技術研究所新施設 IEST Lab. 開館
平成31年（2019）４月 国際環境工学部情報メディア工学科を情報システム工学科に改称

「i-Design コミュニティカレッジ」開設
「enPiT-everi 社会人リカレント教育プログラム」開設（令和 4（2022）年度で終了）

令和２年（2020）１月 メルディア高機能木材研究所開館
令和５年（2023）４月 入試広報センターを入試センター及び広報センターに改組
令和６年（2024）４月 国際環境工学部エネルギー循環化学科を環境化学工学科に改称
令和７年（2025）４月 国際環境工学部環境生命工学科を生命工学科に改称
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学生に関する窓口業務一覧
　皆さんの学生生活や学業にとって日々関係してくる窓口業務を紹介します。
　窓口開設時間は、時期によって変更することがありますので、各課の掲示に注意してください。

【北方キャンパス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０２６年４月１日現在）
関　連　業　務 窓口・連絡先 開設時間 参考

北

方

キ

ャ

ン

パ

ス

〈学生生活に関すること〉
・奨学金・授業料減免の手続
・在学証明書、通学証明書の交付
・住所・氏名等の変更手続
・学生向け教室・備品の貸出
・学生証再発行
・欠席届の確認
・事件・事故対応
・正課中等の傷害保険の手続
・後援会助成申請
・卒業後の在籍期間証明書の受付および交付

学術振興課学生係
TEL	（093）964-4012
FAX	（093）964-4176
E-mail：
ggakusei@kitakyu-u.ac.jp

月～金 8:30～17:15
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.27
～

学生異動（休・退学等）、対人関係、生活、心理
（意欲・気力）、障害のある学生の修学支援など
の相談

学生相談室
TEL	（093）964-4016
FAX	（093）964-4222
E-mail：
soudan@kitakyu-u.ac.jp

月～金 9:00～17:00
※土日・祝日、休業
期間を除く。 P.45

～

病気、ケガの応急処置、体の不調、病院の紹介、
栄養・生活指導、健康相談など

保健室
TEL	（093）964-4023

月～金 9:00～17:00
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.48

・交換・派遣留学・海外語学研修に関する情報提
供等
・Kitakyushu Global Education Programに関する
情報提供

・海外協定校からの留学生の生活相談
・留学生との交流イベント

国際教育交流センター・
国際課
国際化支援担当係
TEL	（093）964-4318
E-mail：
k-g-p@kitakyu-u.ac.jp

国際交流係
TEL	（093）964-4202
E-mail：
kkouryu@kitakyu-u.ac.jp

月～金 8:30～17:15
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.57
～

証明書（証明書自動発行機で発行可能なもの）
・学校学生生徒旅客運賃割引証【学割証】 
・在学証明書（和英）……（学術振興課学生係）
・卒業見込証明書（和英）
・修了見込証明書（和英）
・学業成績及び単位修得証明書（和文）

……（学術振興課）　
・健康診断証明書（和文）……（学生相談室）

《利用方法》
学籍番号とポータルパスワードを入力した後、証
明書発行機の画面に表示される指示に従い操作を
行ってください。（学生証を発行機にタッチする
ことで、学籍番号の入力は省略できます。）

《設置場所》
・本館１階
　　（学生プラザ前）
・本館地下１階
　　（生協ショップ前）

※なお、左の一覧にない
証明書、英文での証明書
など、自動発行機で証明
書が発行できない場合
は、各担当窓口にご相談
ください。（P.28参照）

月～土 8:30～21:30
※日・祝日、休業期
間を除く。

P.27
～
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関　連　業　務 窓口・連絡先 開設時間 参考
〈就職に関すること〉
就職等進路の相談、各種ガイダンスの開催等
就職等進路の情報提供、キャリアカウンセリ
ング、就職支援講座の開催、進路の報告　等

キャリアセンター・学生
支援課就職係
TEL	（093）964-4014
E-mail：
careercenter1@

kitakyu-u.ac.jp

月～金 9:00～17:00
※土日・祝日、休業
期間を除く。 P.69

～

〈履修に関すること〉

北

方

キ

ャ

ン

パ

ス

・外国語学部
・経済学部
・文学部
・法学部
・法学研究科
・地域創生学群
各学部等の履修に関する相談、各学部等にお
ける資格取得（教員免許、社会福祉士等）に
関する相談、定期試験・追試験に関する問い
合わせ、卒業後の卒業証明・成績証明の受付
および交付　等

学術振興課
教務第一係・教務第二係
TEL	（093）964-4036
FAX	（093）964-4176
E-mail:
外国語学部担当
gaikokugogakubu@
　　　　kitakyu-u.ac.jp

経済学部担当
keizaigakubu@
　　　　kitakyu-u.ac.jp

文学部担当
bungakubu@kitakyu-u.ac.jp

法学部・法学研究科担当
hougakubu@kitakyu-u.ac.jp

地域創生学群担当
gakugun@kitakyu-u.ac.jp

月～金 8:30～17:15
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.49

・基盤教育
基盤教育科目（教養教育科目、外国語教育科目）
の履修に関する相談　等

学術振興課教務第二係
基盤教育センター担当
TEL	（093）964-4036
FAX	（093）964-4176
E-mail:
kiban@kitakyu-u.ac.jp

※基盤教育センター
についてはP.89参照

・社会システム研究科
社会システム研究科の履修に関する相談、受講
申告の受付、修了後の修了証明・成績証明の受
付および交付　等

学術振興課教務第三係
社会システム研究科担当
TEL	（093）964-4021
FAX	（093）964-4176
E-mail：
daigakuin@kitakyu-u.ac.jp
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関　連　業　務 窓口・連絡先 開設時間 参考
・マネジメント研究科（ビジネススクール）
マネジメント研究科の履修に関する相談、長期履
修の申請、修了後の修了証明・成績証明の受付お
よび交付　等

学術振興課教務第三係
マネジメント研究科担当
TEL	（093）964-4208
FAX	（093）964-4176
E-mail：
k2bs@kitakyu-u.ac.jp

月～金 8:30～17:15
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.49

北

方

キ

ャ

ン

パ

ス

〈学費に関すること〉
・口座振替の手続（口座確認・変更）
・払込取扱票による授業料の納入
・授業料に関する連絡先の変更　等

総務課庶務係
TEL	（093）964-4005
E-mail：
shomu@kitakyu-u.ac.jp

月～金 8:30～17:15
（12:15～13:15を除く）
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.37
～

〈入試に関すること〉
入学願書の交付および受付、入試成績開示の受付  
等

入試・研究支援課
入学試験係
TEL	（093）964-4022
FAX	（093）964-4145

月～金 8:30～17:15
（12:15～13:15を除く）
※土日・祝日、休業
期間を除く。

〈利用できる施設等、後援会〉
図書の閲覧・貸出、他大学資料の取寄、グループ
学習室利用、協同学習エリアの利用、無線LAN
の利用、展示室の利用　等

図書館
TEL	（093）964-4403
E-mail：
lib-2@kitakyu-u.ac.jp

P.77
～

パソコン自習室、北九州市立大学ポータルシステ
ム、学習支援システムMoodle、無線LAN等の利
用に関する問合せ

情報総合センター
学生窓口
TEL	（093）964-4039

月～金 9:00～21:00
土 9:00～17:00
4月、10月は21:00まで
※日・祝日、休業期
間を除く。

P.83
～

資料室内の図書・資料の貸出・閲覧　等 地域戦略研究所
TEL	（093）964-4302
E-mail：
chiikiken@kitakyu-u.ac.jp

月～金10:00～16:15
※土日・祝日、年末
年始を除く。

P.87

・地域活動を行う学生の相談
・副専攻に関する履修指導・学修相談　等

地域共生教育センター
TEL	（093）964-4092
E-mail：
info421@kitakyu-u.ac.jp

月～金10:00～18:00
※土日・祝日、年末
年始を除く。

P.91
～

サークル活動やゼミの援助金の交付　等 後援会
TEL	（093）962-6488
E-mail：
kouenkai2@kitakyu-u.ac.jp

P.
199
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【ひびきのキャンパス】
関　連　業　務 窓口・連絡先 開設時間 参考

ひ
び
き
の
キ
ャ
ン
パ
ス

〈学生生活に関すること〉
・奨学金・授業料減免の手続
・学生異動（休学・退学等）
・在学証明書、通学証明書の交付
・住所・氏名等の変更手続
・学生向け教室、施設予約
・備品の貸出（授業の関係を除く）
・学生証再発行
・欠席届の確認
・事件・事故対応
・学生の自主活動支援
・正課中等の傷害保険の手続
・後援会助成申請
・卒業後の在籍期間証明書の受付および交付
・忘れ物・落とし物の預かり
・生活相談

学務課学生係
TEL	（093）695-3350
E-mail：
h-gakusei@kitakyu-u.ac.jp

月～金 8:30～17:15
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.27
～

国際環境工学部・国際環境工学研究科の留学生に
関する一般相談　等

留学生支援センター
TEL	（093）695-3252
E-mail：
ryugakusei-s@kitakyu-u.ac.jp

月～金 8:30～17:15
※土日・祝日、休業
期間を除く。

対人関係、生活、心理（意欲・気力）、修学、進
路などの相談

学生相談室
TEL	（093）695-3267
E-mail：
counselor@kitakyu-u.ac.jp

月～金のうち週３日
10:30～16:30
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.45
～

病気、ケガの応急処置、体の不調の相談、病院の
紹介、健康相談　等

保健室
TEL	（093）695-3267
hoken@kitakyu-u.ac.jp

月～金 8:30～17:15
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.48

証明書（現課程分のみ証明書自動発行機で発行可
能）
・学校学生生徒旅客運賃割引証【学割証】 
・在学証明書（和英）
・健康診断証明書
　　　　　　　　　　 … ………（学務課学生係）
・卒業見込証明書（和英）
・修了見込証明書（和英）
・学業成績及び単位修得証明書（和文）
　　　　　　　　　　 … ………（学務課教務係）

※卒業した課程分は有料発行になります。
（例：卒業した学部課程の卒業証明書や学業成績
及び単位修得証明書）

学務課学生係
TEL	（093）695-3350
E-mail：
h-gakusei@kitakyu-u.ac.jp

学務課教務係
TEL	（093）695-3330
E-mail：
kyomu@kitakyu-u.ac.jp

※なお、左の一覧にない
証明書、英文での証明書
など、自動発行機で証明
書が発行できない場合
は、各担当窓口にご相談
ください。（P.28参照）

月～金 8:30～17:15
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.27
～

〈就職に関すること〉
就職についての相談、各種ガイダンスの開催　等 学務課学生係

TEL	（093）695-3350
E-mail：
h-gakusei@kitakyu-u.ac.jp

月～金 8:30～17:15
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.69
～

〈履修に関すること〉
国際環境工学部・国際環境工学研究科の履修に関
する相談、定期試験・追試験に関する問い合わせ
等

学務課教務係
TEL	（093）695-3330
E-mail：
kyomu@kitakyu-u.ac.jp

月～金 8:30～17:15
※土日・祝日、休業
期間を除く。
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関　連　業　務 窓口・連絡先 開設時間 参考
〈学費に関すること〉
・振替口座の確認
・払込取扱票による授業料の納入

企画管理課庶務係
TEL	（093）695-3310
E-mail：
admin-sec@kitakyu-u.ac.jp

月～金 8:30～17:15
※土日・祝日、休業
期間を除く。

P.37
～

【北九州学術研究都市】
関　連　業　務 窓口・連絡先 開設時間 参考

北
九
州
学
術
研
究
都
市

〈北九州学術研究都市・利用できる施設等〉
図書の貸出、図書館の利用に関するお尋ね　等 北九州産業学術推進機構

学術情報担当
TEL	（093）695-3151

学術研究都市内の施設利用に関するお尋ね　等 北九州産業学術推進機構
総務企画部
TEL	（093）695-3003

体育館・グラウンド利用状況確認、当日利用申請 
等

体育館管理室
TEL	（093）695-3130
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施　設　概　要
【北方キャンパス】

施設の名称 施　設　の　お　も　な　内　容

本

館

Ａ　　棟 特大教室（地階～１階）、屋外学生ホール（２階以上）

Ｂ　　棟
学生プラザ（１階）【キャリアセンター・学生支援課就職係・学生相
談室・保健室、企画戦略課広報係、広報センター】、中演習室（２階
以上）

Ｃ　　棟 多目的ホール（地階）、教室（２階以上）

Ｄ　　棟
ニシメタパーラー・学生ホール（地階）、入試・研究支援課、入試セ
ンター、国際教育交流センター・国際課（１階）、小教室（２階以
上）

Ｅ　　棟

売店・ＡＴＭ（地階）、学術振興課、講師控室（１階）、学長室・事
務局長室・企画戦略課・新学部設置準備課・総務課（２階）、理事長室・
理事控室、副学長室・小演習室（３階）、学科資料室・研究室・会議
室（４階以上）、情報化推進課・情報総合センター・情報処理教室・
パソコン自習室、データサイエンス教育センター活動支援室（６階）

１・２・４号館
基盤教育センター資料室、パソコン自習室（１号館）、教室（ＬＬ・Ｃ
ＡＬＬ・演習室・実験実習室）、研究室、地域貢献課、地域共生教育
センター（２号館）

３ 号 館 地域戦略研究所、研究室、演習室、大学院生自習室、アントレプレ
ナーシップ教育プログラム活動支援室

図 書 館 ラーニングコモンズスペース、グループ学習室、ギャラリー、閲覧ス
ペース、書庫棟

体 育 館 兼 講 堂 バスケット、バドミントン、バレー、卓球、ランニングコース、
ウェイトトレーニング室

学生交流スペース 多目的交流スペース、展示スペース、知るカフェ

厚 生 会 館 ニシメタ食堂（１階）、
フランキー・ウー アジア国際交流ホール（２階）

武 道 館 空手道、少林寺拳法、剣道、柔道、ボクシング、合気道

弓 道 場 弓道

第１サークル会館
第２サークル会館 各サークル部室、会議室、多目的室

第一グラウンド
（日の出グラウンド）

場　　所　北九州市小倉南区日の出町二丁目３番
面　　積　約３４,９７３㎡
競技施設（1）フィールド　：野球
　　　　（2）テニスコート：６面

第二グラウンド
（青嵐グラウンド）

場　　所　北九州市小倉南区蒲生三丁目４番
面　　積　約２８,７１５㎡
競技施設（1）走　　路　：全天候舗装
　　　　　　　　　　　　 ４００ｍ×８コース
　　　　（2）跳　　躍　：走幅跳・三段跳・走高跳・棒高跳
　　　　（3）投 て き　：砲丸投・ハンマー投・円盤投・槍投
　　　　（4）フィールド：サッカー・ラグビー
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施　設　概　要
【ひびきのキャンパス】

施設の名称 階数 施　設　の　お　も　な　内　容

本
　
　
　
館

事務棟

２階
学務課事務室（学生係、入学試験係（留学生支援センター含む）、
教務係）、保健室、学生相談室、第３会議室、就職情報室、守衛室、
非常勤講師控室、教材倉庫

３階
企画管理課事務室（庶務係、企画・研究支援係、施設係）、副学長室、
学部長室、特別応接室、プレゼンテーション室、印刷室、産学連携・
研究支援室

４階 第１会議室、第２会議室、作業室、理事室、企画管理課打合せ室

北　棟
（教育研究棟）

１階 演習室、講義室、大講義室

２階 ゼミ室・資料室、教員室、会議室、応接室、学内情報ギャラリー、
物理実験室１・２、コンピュータ関連機器室、研究室

３階 ゼミ室・資料室、教員室、会議室、英語学習支援室、留学生交流室、
基盤教育教材準備室・ＥＡ室

４階 ゼミ室・資料室、教員室、会議室、応接室、研究員室、情報システ
ム演習室、ひびきのコワーキングスペース

屋外 学生交流室、環境情報ギャラリー

南　棟
（実験棟）

１階 教員室、実験室、化学実験室１～４、試薬管理庫、研究室、EA室、
会議室、学習室

２階 教員室、実験室、演習室、研究室、EA室

３階
教員室、実験室、音環境実験室、アトリエ１・２、環境工学実験室、
ＣＡＤ製図室１・２、実験講義室１・２、特殊実験室、PC演習室、
研究室

４階 実験室、情報システム演習室１・２、システム制御室、ゼミ室
ＶＬＳＩ設計室、回路測定実験室、研究室、計算機管理室

計測・分析センター

１階 事務室、準備室１、ＥＰＭＡ室、顕微鏡室、ＴＥＭ室、ＳＥＭ室、
ＮＭＲ室、ＭＳ室、応接室

２階
クロマトグラフ分析室、無機元素分析室、複合表面分析室、分光分
析室１・２、Ｘ線分析室１・２、準備室２、計測準備室、熱分析室、
有機元素分析室

特殊実験棟

機
械
系

１階 機械工学実験室、内燃機関性能実験室、材料試験室、高速流動実験室、
加工センター、技術員室

２階 高温高圧実験室、計測室、操作監視室、空気圧縮機室、電気室

建
築
系

１階
建築環境実験室１、モルタル・コンクリート恒温・恒湿養生室
モルタル・コンクリート水中養生室、コンクリート施工実験室
建築材料実験室、建築構造実験室、材料分析室

２階 建築環境実験室２、保全施工実験室、材料実験・展示室
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施設の名称 階数 施　設　の　お　も　な　内　容

環境技術研究所
１階 研究室A、実験室A、一般実験室、会議室、ラウンジ

２階 研究室B、実験室B、実験室C、共通機器室、培養室A、培養室B、
リフレッシュスペース

留学生会館

１階 集会室、食堂、学習室、厨房、店舗

２階 居室（単身者用）、洗濯室

３階 居室（単身者用）、居室（夫婦用）、洗濯室

４階 居室（単身者用）、居室（夫婦用）、洗濯室















授

業

料

就
職
・
進
路

新
入
生
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

地
域
戦
略

研

究

所
基
盤
教
育

セ
ン
タ
ー

学
生
支
援

図
書
館
利
用
方
法

（
北
方
キ
ャン
パ
ス
）

海
外
留
学

そ
の
他
の
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム

課
外
活
動

国
際
教
育

交
流
セ
ン
タ
ー

地
域
共
生
教
育

セ
ン
タ
ー

学
生
相
談

パ
ソ
コ
ン

利
用
方
法

グ
ロ
ー
バ
ル
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム

例

規

等

キ
ャ
ン
パ
ス

ル

ー

ル

27

キャンパスルール

　大学は、豊かな教養と専門的知識を備え
た人材を育て、学術の中心として研究を行
うところです。
　また、教室や校庭など学内は、皆さんが
勉学や課外活動を行う生活の場でもありま
す。皆さんが人生の中で最も活動的な時間
を持つ場所といっても過言ではないでしょ
う。そうした大切な時間を過ごす場所です
から、皆さん一人ひとりが気持ち良く過ご
せるように、お互いに協力し、環境づくり
に努める必要があります。
　快適な勉学環境を維持し、有意義な学生
生活を過ごすためには、皆さん一人ひとり
が学内ルールを守ることが大切です。
　この章では、大学での生活に必要な学内
ルールを説明しています。よく読んで、充
実した学生生活を送ってください。
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この章で説明する手続き窓口一覧

項　　　目
受　付　窓　口

備　　　考
北方キャンパス生 ひびきのキャンパス生

学 生 証 再 発 行

学術振興課

学 生 係
学 務 課

学 生 係

住所・電話番号等の変更

保 証 人 の 変 更

氏 名 の 変 更 戸籍抄本が必要です。

旧 姓 使 用 戸籍抄本が必要です。

欠 席 届 欠席日の前後２週間以
内に申請が必要です。

学内施設使用許可願 使用１週間前までに
申請が必要です。

ス ポ ー ツ 用 具 等
備品類貸出し申請書

使用１週間前までに
申請が必要です。

通 学 証 明 書

通 称 名 使 用 届 学生相談室 性別不合を理由とする
場合に限ります。

出 席 扱 い 確 認 書 保 健 室
欠席する前に出席停止
の指示を受け、後日手
続きが必要です。

在 学 証 明 書
証明書自動発行機
（学術振興課学生係） 証明書自動発行機

（学務課学生係）
学校学生生徒旅客運賃割引証

（学割証）

健 康 診 断 証 明 書 証明書自動発行機
（保健室）

卒業（修了）見込証明書
学業成績及び単位修得証明書

証明書自動発行機
（学術振興課）

証明書自動発行機
（学務課教務係）

教 員 免 許 状 取 得
見 込 証 明 書

学術振興課

発行までに１週間程
度を要します。

（英文）学業成績及び…
単 位 修 得 証 明 書

学 務 課
教 務 係

忘 れ 物・ 落 と し 物 防災センター 学 務 課
学 生 係

　※各種手続きを行う場合は、学生証の提示が必要です。学生証は必ず携帯しましょう。
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１　大学からの連絡について（学内掲示板等）
　大学からの連絡は、電子掲示板・Live Campus U（LCU）のお知らせ・大学の E メール・
大学ホームページ・学内掲示板を通じて行います。状況に合わせ随時更新されていますので、必
ずこまめに確認してください。また、一度連絡・案内されたものは学生の皆さんが知り得たも
のとみなされ、「見なかった」「知らなかった」という理由で異議を申し立てることはできません。
十分に注意してください。

【学内掲示板】
北 方 キ ャ ン パ ス：本館１階（学術振興課前・国際課前・学生プラザ前）、本館地下１階（多

目的ホール前）、１号館１階（１－１０１教室前）、３号館２階エレベー
ター横（大学院生用）、本館スロープ下

ひびきのキャンパス： 北棟２階ウッドデッキ

　履修・奨学金に関する掲示は、電子掲示板でお知らせします。よく確認してください。

２　学生証
　　学生証を忘れると各学期末試験は受験できません！

　学生証は北九州市立大学の学生であることを証明する大切なものです。常に携帯し、請求が
あった際は提示しなければなりません。また、学生証は、図書館の利用、各学期末試験、定期
券の購入などでも必要なものです。丁寧に取り扱い、破損や紛失のないよう注意しましょう。
有効期限が過ぎた場合や万一紛失した場合は学生証の再発行手続きが必要です。速やかに届け
出てください。
　また、ひびきのキャンパス生にとっては、学生証としてだけでなく、北九州学術研究都市キャ
ンパスカードとしての機能を有しており、校舎を入退室するとき、学術情報センター内の図書
館を利用するときなどにも必要になりますので、破損、紛失等には十分気をつけてください。

窓　　　口 対　象　学　生 必　要　書　類　等

学 術 振 興 課
学 生 係 北方キャンパス生

IC カード学生証再発行願（交換・期限切れ
のとき）
※顔写真は必要ありません。
※紛失・盗難・破損時等の再発行は実費
（北方キャンパス：1,500円、ひびきのキャ
ンパス：1,100円）が必要になります。
※発行までに 1週間程度を要します。

学 務 課
学 生 係 ひびきのキャンパス生

※　学生証は、学籍を離れた場合（卒業・退学・除籍）または無効となった時は直ちに学術
振興課学生係（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）に返納し
てください。

３　授業時の撮影・録音等
　承諾なく授業時に撮影・録音したりすることは、他人の権利の侵害になる場合がありますの
で、下記のことを必ず守ってください。

（１）授業の担当教員から指示がある場合には、それに従うこと。
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（２）特段の指示がない場合には、撮影・録音等を実施する前に必ず担当教員の承諾を得ること。
承諾がない限り、実施しないこと。

（３）担当教員から許可を得た場合でも、他の学生の容姿・姿態の撮影及び音声の録音にならない
ようにすること。

（４）自己の授業の復習等の個人的利用の範囲を超えて、使用しないこと。

４　学生に対する懲戒
　学生の皆さんが本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反した場合等、大学として教
育的指導の観点から、本学学則に基づき、懲戒処分が科せられます。
　162 ページに懲戒の標準例を掲げていますので、どのようなことが懲戒にあたるのか確認し、
日頃から節度ある行動を心がけてください。

５　試験の不正行為
　各学期末試験はもちろんのことその他の試験で不正行為、いわゆるカンニングをしない、手
助けしない、ということは当然のことです。本学では、不正行為を防止することを目的に、「北
九州市立大学不正行為取扱規程」（167 ページ参照）を定めています。規程では、不正行為に該
当する項目を 11 項目あげていますが、なかでも「紙片（カンニングペーパー）の所持」は実際
に見なくても所持しているだけで不正行為となることがあるので、試験を受ける際は疑惑を招
くような行為は決してしないでください。また、情報通信機能を備えた電子機器等を使用する
ことも不正行為となることがあります。
　もし、不正行為を行うと、北方キャンパスの学生は当該学期のすべての受講申告科目の成績
評価が不可となり、ひびきのキャンパスの学生は当該学期の受講申告科目のうち学部長が別に
定める実験、実習科目を除くすべての科目の成績評価が不可となるため、進級や卒業に大きく
影響します。

６　忘れ物・落とし物
　忘れ物・落とし物は、皆さんの心がけで防ぐことができます。貴重品は常に身に付ける等、
持ち物の管理には十分注意を払ってください。忘れ物・落とし物をしたときは、防災センター（北
方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）へお尋ねください。

７　施設利用のルール
（１）たばこ
　健康増進法改正に伴い、本学の敷地内は全面禁煙となっています。
　※ 52 ページの「３　喫煙について」を一読してください。

（２）施設利用
　施設利用については「公立大学法人北九州市立大学施設管理要綱」（169 ページ参照）を定
めています。次のような行為は禁止です。①スケートボードやキャッチボールなど他人の迷惑
となるようなスポーツ。②許可を受けていない火気の使用。③その他授業や通行及び付近の住
人の方々の迷惑になるような一切の行為。故意又は過失により施設や設備を破損した場合は、
損害に応じて弁償していただきます。
　施設を利用するときは、時間や場所をわきまえ、他人の迷惑にならないようにお互い注意し
ましょう。
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（３）貸出教室利用
　チャイムが鳴っても講義が終了するまでは、授業時間です。「休み時間」といえども教員が
講義を続けている間の入退室は厳禁です。本来教室は授業を行うためにあるもので、学生への
教室貸出は授業の合間に学生が利用できる制度です。そのことを念頭において教室を利用しま
しょう。（教室の貸出手続きについては 34 ページ「学内施設使用許可願」を参照）

（４）駐車場・駐輪場利用
　通学は公共交通機関が基本であり、学内への自動車の乗り入れは原則禁止です。許可を受け
ることなく学内に駐車した車両には、文書で警告するとともに、厳重な措置を講じます。
　北方キャンパスについては、自動車の学内駐車許可申請を、年 1回、4月上旬に受け付けてい
ます。詳細については、掲示に十分注意してください。許可については条件がありますので、不
明な点等があれば、総務課施設係にお問合わせください。
　バイクや自転車については、許可は不要ですが学内の所定の場所に駐輪してください。（バイ
ク置き場は書庫北側にあります。直近の通用門を利用してください。）所定の場所以外に駐輪し
ている場合は、施錠・移動させることがあります。また、キャンパス内をバイクで走行するこ
とは危険ですのでやめてください。（※ 11ページの「北方キャンパス施設案内」参照）
　大学周辺の駐車場に学生が勝手に駐車し、近隣の住民から苦情が寄せられることが多くなって
います。さらに、バイクや自転車の所定外の駐輪や路上駐車により、通行の妨害となり他人に多
大な迷惑をかけている学生がいます。そのような行為を行った学生には、厳重な措置を講じます。
　ひびきのキャンパスについては、やむを得ない場合のみ、自家用車での通学及び北九州学術
研究都市の学生駐車場の契約・利用を許可しています。利用を希望する場合、学務課学生係の
窓口に来て申請書等を提出してください。その際、添付書類として免許証のコピー、車検証、自
賠責保険の加入証等が必要です。なお、通学距離により追加で書類の提出をお願いする場合が
あります。
　また、バイクや自転車については、許可は不要ですがキャンパスエリア内の所定の場所に駐
輪してください。近隣住民の迷惑となる路上駐車などに対しては厳重な措置を講じます。

８　国民年金
　国民年金は、日本国内に住む 20 歳以上 60 歳未満のすべての人が加入し、自分の将来（老後）
の生活を安定させるための制度です。学生であっても 20 歳になったら国民年金に加入して、保
険料を納付しなければなりません。
　ただし、学生本人の所得が一定基準以下の場合、申請により保険料の納付が猶予され、卒業
後に追納することができる学生納付特例制度があります。（大学院の学生も対象となります。）
学生納付特例制度の申請は年度単位となっていますので、在学期間中、継続してこの制度を利
用する場合は毎年度申請が必要です。手続き、問い合わせは、住民票のある市区町村の国民年
金窓口にて行ってください。
　詳しくは、205 ページの「国民年金からのお知らせ」をご覧ください。

９　学生教育研究災害傷害保険（学研災）・学研災付帯賠償責任保険（学研賠）
　大学の正課中や課外活動中などに傷害事故が発生した場合、本人や家族の精神的な打撃に加
え、多額の治療費などの経済的負担を強いられる場合があります。こうした場合に備え、本学
では入学手続時に「学生教育研究災害傷害保険（学研災）」及び「学研災付帯賠償責任保険（学
研賠）」に全学生が加入することとしています。
　なお、疾病等、保険金が支払われない場合がありますので、ご注意ください。
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学生教育研究災害傷害保険（学研災）

（１）保険金が支払われる場合
　本学の教育研究活動中や通学中の急激かつ偶然な外来の事故によって、身体に傷害を被った
ときに支払いの対象となります。
　なお、教育研究活動中とは、①正課中　②学校行事中　③学校施設内にいる間　④学校施設
外で大学に届け出た課外活動を行っている間をいいます。また、通学中とは、大学の授業また
は課外活動等への参加のために、合理的な経路及び方法（大学が禁じた方法を除く）により、
住居と学校施設等との間を往復する間をいいます。

（２）保険金が支払われない主な場合
　故意の事故、闘争行為、犯罪行為、疾病、地震、噴火、津波、戦争、暴動、放射線・放射能
による傷害、無資格運転・酒酔運転、危険を伴う課外活動などによる事故などがあります。

（３）保険期間と保険料　　　　　　　　　　　　　　 （2026 年 4 月 1 日現在）

保険期間
保　険　料

右記以外の学生 マネジメント研究科の学生

１年間 1,000 円 450 円
２年間 1,750 円 750 円
３年間 2,600 円
４年間 3,300 円

（４）申込方法
　新入生に対しては、入学手続時に標準在学年数（２～４年）分の保険料を一括納入していた
だいています。
　留年及び休学などで卒業が延期となる場合は、入学時に申し込んだ保険期間を超過するので、
改めて学術振興課学生係（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）
で加入申し込みの手続きをしてください。

（５）事故報告
　保険の対象となる活動中に傷害事故が発生した場合は、事故発生から 30 日以内に学術振興
課学生係（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）へ申し出てくだ
さい。

（６）保険金請求
　治療終了後、保険金の請求が必要ですので、学術振興課学生係（北方キャンパス生）または
学務課学生係（ひびきのキャンパス生）へ申し出てください。

学研災付帯賠償責任保険（学研賠）

　正課・学校行事中・大学が認めたインターンシップ・教育実習等（往復を含む）で、他人にケガ
をさせたり、他人の財物を損壊したりしたときの法律上の損害賠償責任を負担することによって被
る損害について保険金を支払います。
　学生教育研究災害傷害保険（学研災）の付帯保険で、本学では全学生が加入することとしていま
す。この保険は、教育実習やインターンシップに参加する際に必要な保険となっています。
　新入生に対しては、入学手続時に標準在学年数（２～４年）分の保険料を一括納入していただい
ています。
　学研災付帯賠償責任保険の詳細については、学術振興課学生係（北方キャンパス生）または学務
課学生係（ひびきのキャンパス生）にお問い合わせください。
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　・保険期間と保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2026 年 4 月 1 日現在）

保険期間 保険料 対象となる活動

１年間 340 円
正課、学校行事、大学が認めたインターン
シップ・介護体験活動・教育実習・保育実習・
ボランティア活動およびその往復

２年間 680 円

３年間 1,020 円

４年間 1,360 円

10　各種届出・申請・証明書等の手続き
（１）住所・電話番号等の変更
　学生本人や保証人などの住所や電話番号（自宅・携帯電話）が変わったときは、速やかに学
術振興課学生係（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）へ届け出
てください。
　この届出を怠ると、大学から緊急の連絡が取れず、皆さんが不利益をこうむることがあります。

（２）保証人の変更
　何らかの事情で保証人が変わったときは、速やかに学術振興課学生係（北方キャンパス生）
または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）へ届け出てください。

（３）氏名の変更
　改姓や改名で氏名が変わったときは、本人の戸籍抄本を添えて、速やかに学術振興課学生係
（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）へ届け出てください。

（４）旧姓使用
　婚姻等で、戸籍上の氏を改めた後も大学で旧姓を引き続き使用したいときは、学術振興課学
生係（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）へご相談ください。

（５）通称名使用
　性別不合を理由として、通称名を使用したいときは、学生相談室（北方キャンパス生）また
は学務課学生係（ひびきのキャンパス生）へご相談ください。

（６）欠席届
　忌引き、教育実習、博物館実習、相談援助実習、正課として認められた介護等体験、課外活動
で各種大会に出場する理由で講義に出席できない場合、その理由を証明するものです。
　欠席届に必要事項を記入の上、欠席日の前後２週間以内に学術振興課学生係（北方キャンパ
ス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）へ届け出てください。
　欠席届は、欠席の理由を証明するもので、出席扱いにするかどうかは担当教員の判断により
ます。ただし、忌引きについては、「学生の忌引きについての取扱い基準」に基づいて所定の
期間が出席扱いとなります。
　病気、就職活動（面接、インターンシップ、内定式等）、アルバイト等の個人的理由につい
ては、欠席届は受け付けません。
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学生の忌引きについての取扱い基準（抜粋）

親　　等 期　間

配偶者および一親等内の親族（父母、子） ７日以内

二親等内の親族（祖父母、兄弟姉妹） ３日以内

三親等内の親族（曽祖父母、伯叔父母、甥、姪） １日以内

※日数は祝日等を含めたものとする。

添付書類：忌引きの場合は、会葬礼状や案内状など死亡者が特定できるものを添付すること。

（７）出席扱い確認書
　本学では学校保健安全法に基づき、感染症の集団感染を予防するため、第二種感染症の診断
を受けた学生には、出席停止の指示を行います。感染症のうち、以下の疾患は診断時に大学に
報告をすることで、本学が定める期間の授業の「出席扱い確認書」を発行します。

【第二種感染症】新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺
炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱

　感染症の診断を受けた場合は、速やかに保健室（北方キャンパス生）に電話で、または学務
課学生係（ひびきのキャンパス生）に電話やメールで報告するとともに、欠席する授業の担当
教員へ授業前までにメールで連絡してください。
　保健室（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）から出席停止の
指示、出席扱い確認書の発行手順、必要書類等の説明を行いますので、出席停止期間終了後、
「出席扱い確認書」の申請を行ってください。
　「出席扱い」は、大学への連絡時以降の取り扱いとなります。
　また、大学への報告及び教員への連絡がない場合は「出席扱い確認書」の発行は出来ません
ので、ご注意ください。
※第二種感染症の連絡をした場合でも、教育実習等の実務を行うことを目的としたものや、集
中講義は出席扱いになりません。

（８）学内施設使用許可願
　課外活動などで、教室・グラウンド・体育館等を使用したいときは、使用日の１週間前まで
に学術振興課学生係（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）へ申
し出てください。使用当日の申し込み・貸出は出来ません。なお、許可の対象は、本学学生が
主体となって活動している団体に限ります。
　施設の利用は、授業などの学校行事を優先するため、事前に許可を受けていても、利用でき
なくなる場合もありますので、注意してください。

（９）スポーツ用具等備品類貸出し申請書
　学校行事などで用具を使用したいときは、使用日の１週間前までに北方キャンパスについて
は体育館や防災センターに確認のうえ、「スポーツ用具等備品類貸出し申請書」を学術振興課
学生係へ提出してください。ひびきのキャンパスについては「学生貸出用具借用願」を学務課
学生係へ提出してください。

　（注意）	 用具類の管理は適切に行い、汚れた物はきれいに掃除して返却してください。
	 紛失・破損・汚損・故障等については、弁償していただきます。
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（10）在学証明書
　在学証明書は、所得税の扶養控除、遠隔地健康保険被保険者証の発行などの手続きに必要と
なります。在学証明書は、原則として証明書自動発行機での交付となります。

（11）通学定期券購入申込書（通学証明書）
　通学証明書は、通学のために公共交通機関の通学定期券を購入するときに必要です。
　利用する公共交通機関の定期券購入申込書に必要事項を記入し、学生証を添えて学術振興課
学生係（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス生）へ提出してくださ
い。ＪＲ九州・北九州モノレールの通学定期券購入申込書は、北方キャンパス学術振興課学生
係窓口・ひびきのキャンパス学務課学生係窓口に置いています。それ以外の申込書は各自で用
意して証明を受けて下さい。

通学定期券は、就職活動・クラブ活動・アルバイト等では使用出来ません！

　通学定期券購入申込書に事実と異なる住所・通学区間を記載したり、通学以外の目的で通学
定期券を購入・使用したりすることは、不正購入・不正使用となりますので絶対に行わないで
ください。
　通学定期券などの不正利用は、鉄道会社等から追徴金の処分を受けるだけでなく、大学から
も懲戒等の処分の対象になります。
　不正利用は個人の問題だけではありません。
　発覚すると、大学の全学生に対して通学定期券及び学割証の販売・使用停止という措置がな
されることもあります。通学定期券は、正しく利用しましょう。

（12）学校学生生徒旅客運賃割引証【学割証】
　ＪＲを利用して片道100㎞以上の移動をするときに、旅客運賃の割引が受けられます。学
割証は証明書自動発行機での交付となります。（有効期限：発行日から３ヶ月以内）
　有効期限が切れている学割証は使用することが出来ません。必要以上に交付を受けないでく
ださい。

（13）健康診断証明書
　就職活動で企業などから健康診断書の提出を求められます。健康診断証明書は、毎年の定期
健康診断を受診していなければ発行できませんので、毎年必ず受診してください。健康診断証
明書は証明書自動発行機での交付となります。
　※健康診断証明書の発行は、その年度に、必要な検査を全て受診した在籍生のみの対象とな

ります。

（14）卒業（修了）見込証明書
　企業面接を受けたり公務員試験、教員試験を受験したりするとき、大学院へ入学願書を提出
するときなどに必要になります。交付を受けられるのは、最終年次になって、それぞれの学
部・研究科で定められている発行要件（「履修ガイド」参照）を満たした場合です。卒業（修
了）見込証明書は、原則として証明書自動発行機での交付となります。
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（15）学業成績及び単位修得証明書
　卒業（修了）見込証明書と同様に就職や大学院進学に必要です。また、奨学金の応募や、国
家試験などの資格取得、海外の大学などで研修を受ける場合にも必要となることがあります。
各証明書は、原則として証明書自動発行機での交付となります。
　なお、英文による成績証明書については、学術振興課（各学部（群）・研究科窓口）（北方
キャンパス生）または学務課教務係（ひびきのキャンパス生）へ申し出てください。

（16）教員免許状取得見込証明書
　最終年次になって、教員採用試験を受験するときなどに必要になります。教員免許状取得見
込証明書の交付を受けたいときは、学術振興課（各学部・研究科窓口）（北方キャンパス生）
へ申し出てください。ただし、発行までに１週間程度を要しますのでご注意ください。

11　学生用の掲示板利用
　課外活動で学生を対象に掲示を行う場合は、学生専用の掲示板を利用してください。期限の
過ぎたものは責任を持って取り外し、長期間放置することのないよう注意してください。学生
専用の掲示板以外に掲示しているものは撤去します。
　なお、学生用の掲示板は、北方キャンパスにおいては、本館地下１階多目的ホール前通路と
１号館各階ホールにあります。ひびきのキャンパスにおいては、北棟２階学内情報ギャラリー
前にあります。
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授　業　料

　皆さんが大学で学ぶためには、授業料を

納入することが前提となります。授業料の

納入期限は、年２回に分けられています。

　また、本学には、授業料の納入が困難な

場合に、授業料の減免や各種奨学金の制度

があります。

　この章では、授業料の納入方法と授業料

の減免制度について説明します。
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○授 業 料
区　　　　分 金　　額 納 入 期 限

学
生

学 部 、 学 群 年額	 535,800 円 下記「納入期限」
のとおり大 学 院 年額	 535,800 円

研 修 員
実験を要する部門 月額	 37,100 円 ３ヶ月分に相当す

る額を３ヶ月ごと
にその当初の月の
末日

実験を要しない部門 月額	 18,500 円

研 究 生 月額	 29,700 円

コミュニティ・コース受講生

総合コース 年額	 189,600 円 年額を受講許可の
日から 10 日以内
又は年額の２分の
１に相当する額を
６ヶ月ごとにその
当初の月の末日入門コース 年額	 94,800 円

科 目 等 履 修 生 １単位	 14,800 円
（但し、本学マネジメ
ント研究科修了生が
マネジメント研究科
の科目を履修する場
合は 1単位 7,400 円）

履修許可の日から
10 日以内特別科目等履修学生

委 託 生

※在学中に授業料の改定および納入方法等の改定が行われた場合には、改定時から適用される
こととなります。

○納入期限
　　　　　　　　　　　納入期限
区　分　　　　　　　　　　　　

第１期 第２期
年　額

4月 30 日 10 月 31 日

学 部 、 学 群 267,900 円 267,900 円 535,800 円

大 学 院 267,900 円 267,900 円 535,800 円

※納入期限が金融機関休業日の場合は、翌営業日までです。
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1　授業料納入方法
　納入期限日（当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日）に口座振替により、納入していた
だきます。

２　口座振替取扱金融機関
　福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫、郵便局（ゆうちょ銀行）

３　口座振替できなかった場合の授業料納入方法
　後日、督促状とともに送付する大学指定の払込取扱票を使用して、上記「口座振替取扱金融
機関」の窓口で入金するか、各キャンパスの授業料徴収窓口に現金をお持ちください。なお、
金融機関で入金する場合の手数料は本人（納入者）負担となります。
　（注　意）
（１）督促状と払込取扱票は、授業料の連絡先として指定された宛先に送付します。
（２）督促状に記載の納入指定期日を過ぎた場合は、除籍されます。

　　　（問い合わせ先）
　　　　　〒802-8577　　北九州市小倉南区北方四丁目２番１号
　　　　　　　　　　　　公立大学法人　北九州市立大学　総務課
　　　　　　　　　　　　TEL　093-964-4005　　FAX　093-964-4000

４　授業料の減免
　皆さんが大学で学ぶためには、授業料を納入することが前提です。しかしながら、家庭の経
済的事情や天災地変等の不慮の災害により、授業料の納入が困難となった場合に授業料を減免
する制度があります。
　この制度の適用を受けるためには、定められた期間内に申請する必要があります。詳細につ
いては、学術振興課学生係（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパス
生）へ、直接相談に来てください。

授業料減免の関連法令 本書参照ページ

公立大学法人北九州市立大学授業料等に関する規則　第４条 148ページ

公立大学法人北九州市立大学授業料等減免及び徴収猶予規程 154ページ
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学　生　支　援

　北九州市立大学のキャンパスは、授業はも
ちろん、サークル活動などを通じて学生や教
員との交流を図る場であり、皆さんの人生の
中で最も活動的で楽しく有意義な時間を過ご
す絶好の場所です。
　皆さんが有意義な学生生活を過ごすために
は、しっかりした経済的基盤をもって、健康
で文化的な日常生活を築く努力が必要です。
　本学では、皆さんのこうした日常生活を援
助するため、奨学金の募集案内、アルバイト
の紹介、定期健康診断などを行っています。
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１　奨学金
　奨学金には、日本学生支援機構、地方公共団体および民間団体等によるものがあります。な
お、奨学金の種類には給付型と貸与型がありますが、貸与型は貸与終了後に返還（返済）の義
務が生じます。家計の状況や、自分自身の人生・生活設計などを十分に考慮し申込んでくださ
い。
　また、奨学金に関する情報は電子掲示板でお知らせしますので定期的に確認してください。
なお、奨学金交付開始後の各種手続き等を、電子掲示板と併せてＥメール等でもお知らせする
ことがあります。大事なお知らせを見落すと、不利益となることがありますので休学中・留学
中を含め十分注意してください。
　詳しくは、学術振興課学生係（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびきのキャンパ
ス生）へお問い合わせください。

２　アルバイト『アルバイトは必要最小限にとどめ、できる限り学業に専念を！』
　アルバイトは、学資の不足を補う場合や人格形成あるいは職業選択のための自己の適性を知
る機会になる場合もあります。
　しかしながら、アルバイトは学業不振・事故・生活の乱れなどの弊害を伴うことがありま
す。深夜、長時間のアルバイトにより、朝起きることができず、大学の講義を欠席しがちにな
り、授業についていけなくなるケースも少なくありません。学業に支障のないよう、必要最小
限に留めましょう。なお、本学入学後、生活のリズムが落ち着くまではアルバイトを控えるよ
うにしましょう。
　本学では、インターネットを利用して、アルバイトの求人情報を掲示するシステムを導入し
ています。
［アルバイトをする前に知っておきたい７つのポイント］
（１）アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう。
（２）バイト代は、毎月、決められた日に、全額支払いが原則。
（３）アルバイトでも、残業手当があります。
（４）アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます。
（５）アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます。
（６）アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません。
（７）困ったときは、総合労働相談コーナー（厚生労働省）に相談を。
［一般アルバイト紹介方法］
（１）アルバイト情報は、北九州市立大学学生アルバイト紹介システム（https://baitonet.jp/

kitakyu-u/）で閲覧し、希望するアルバイトの求人先に申し込んでください。（閲覧には、
大学が交付するEメールアドレスが必要です。）

（２）求人先に申し込んだ後に辞退する場合は必ず求人先に連絡してください。
 ［注　意］
（１）本学が求人企業などを直接調査しているわけではないので、希望者は慎重に判断してア

ルバイトを選択し、自らの責任において一切の処理をしてください。
（２）就労にあたっては、北九州市立大学生として責任ある態度で臨み、無断で辞めたり、欠

勤や遅刻をしたりすることがないように注意してください。
（３）掲載された労働条件が実際と違う、賃金の不払いなど、就労に関してのトラブルが生じ

た場合は、遠慮なく学術振興課学生係（北方キャンパス生）または学務課学生係（ひびき
のキャンパス生）へ相談に来てください。
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３　定期健康診断
　学校保健安全法第十三条第一項で定められた健康診断で、インターンシップ等参加の必須条
件です。自覚症状のない重大な疾患が判明したケースもありますので、毎年必ず受診してくだ
さい。就職活動や教育実習・介護実習は健康診断証明書が必要です。毎年の定期健康診断を受
診していなければ、健康診断証明書を発行できませんので注意してください。
　定期健康診断の詳細は、大学HP・Live Campus U（LCU）・学内掲示板等でお知らせしま
す。
　やむを得ず大学で受診できない場合には医療機関で受診し、健診結果を保健室に提出してく
ださい。
　なお、医療機関での受診には費用がかかりますので、できる限り大学で受診してください。
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学　生　相　談

『大学に入ってはみたものの、さて何をしたものか。』
『大学受験でおもいっきり疲れが溜まってしまった。』
『何となくやる気がなくなった。』
『え～と、どんな科目を履修すれば良いのかなあ。』
『あと何単位取れば卒業できるのかなあ。』
『友達もできないし、一人ぼっちで寂しいなあ。』
『勉強したくても、授業料が払えないよう。』
『就職すべきか？　進学すべきか？』
『休学すべきか？　退学すべきか？』
『親に相談しても理解してもらえない。』
『サークル活動でトラブル発生！さあ、どうしよう。』

そんな皆さんの悩みを一気に解決する術がこの章でわかります。
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１　学生相談室
（１）　カウンセリング

　「対人関係」「生活」「心理（意欲・気力）」「修学」「健康」などの相談に専門のカウ
ンセラーが応じます。
　プライバシーは完全に保護されますから、安心して相談に来てください。

【北方キャンパス】
●開室状況	 10：00　～　16：00（月～金）
●予約方法	 右記QRコードから希望の日時をご予約ください。また、

学生相談室や保健室でも予約や変更を受け付けていま
す。

●相談場所	 本館Ｂ棟１階　カウンセリングルーム
	 電話　　　（０９３）９６４－４０１６

【ひびきのキャンパス】
●開室状況	 10：30　～　16：30（週３日 ※年度により曜日が変わります。）
●予約方法	 電話やＥメールで受け付けています。
	 Ｅメールアドレス：counselor@kitakyu-u.ac.jp
●相談場所	 事務棟２階　学生相談室
	 電話　　　（０９３）６９５－３２６７

（２）　学生異動
　学生相談室（ひびきのキャンパスは学務課学生係）では学生異動（休・退学等）の相談に
ついても受け付けています。学生異動の種類について説明します。

①　休　学
　大学に在籍したまま長期間休むことです。
　疾病、私費留学その他やむを得ない理由により３ヶ月以上修学することができない場合、本人
及び保証人の申し出により教授会または研究科委員会の審議を経て、学長が可否を決定します。
　休学許可期間中の授業料は、徴収しません。ただし、学期の途中で休学する場合は、休学
する日の属する学期の授業料を納めなければなりません。
　休学許可期間の単位は、年度または学期です。学期の途中で休学する場合、その学期は休
学したものとみなされます。
　休学期間は、在学期間に算入しませんので、原則として卒業が遅れます。
　休学期間には、上限があります。学部生は４年、修士課程、博士前期課程及び専門職学位
課程は２年、博士後期課程は３年が上限です。
　休学許可期間が終了すると、復学となります。休学の延長または退学を希望する場合は、
休学許可期間が終了する前に、再度申し出る必要があります。

②　復　学　
　休学していた者が、休学を終了し再び在学することです。
　休学許可期間が終了し、復学を希望する場合は、申し出の必要はありません。年度休学を
許可されていた者で、第１学期の間に休学理由が消滅し、第２学期より復学を希望する場合
は、事前に本人及び保証人が申し出る必要があります。いずれの場合も、教授会または研究
科委員会の審議を経て、学長が可否を決定します。
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　復学の日は、４月１日または１０月１日で、学期の途中から復学することはできません。

③　退　学　
　ここでは、在籍中に、自発的に大学を辞めることを指します。
　退学しようとする者は、本人及び保証人の申し出により教授会または研究科委員会の審議
を経て、学長が可否を決定します。
　休学している者が退学する場合を除き、退学する日の属する学期の授業料を納めなければ
なりません。

　休学、復学及び退学は、申し出の日を遡ってすることはできません。手続きに時間を要す
ることもありますので、休学等を考えている場合は、学生証を持って、早めに学生相談室（北
方キャンパス）または学務課学生係（ひびきのキャンパス）に相談に来てください。
　休学許可期間終了により復学する場合は、手続きの必要はありません。受講申告等を忘れ
ないよう、注意してください。

④　除　籍　
　各期の授業料について、督促を受け、指定期日までに納入しない場合及び在学期間、休学
期間を超過した場合は除籍されます。

⑤　再 入 学　
　退学した者又は授業料未納により除籍された者で再入学を志願する者は、一定要件のも
と、教授会の審議を経て、学長が許可します。
　なお、在学期間超過又は休学期間超過により除籍された場合は再入学することはできません。

２　ハラスメント相談
　本学においては、ハラスメントを防止し、健全で快適な教育・研究環境及び労働環境をつく
るために「北九州市立大学におけるハラスメントの防止及び対策についての指針」を定めてい
ます。さらにこの指針に基づき、「北九州市立大学におけるハラスメントの防止に関する規程」
を定め、ハラスメントの防止に関し必要な事項を規定しています。（本書 173 ～ 175 ページ参照）

ハラスメントとは次に掲げる行為をいいます。
１　セクシュアル・ハラスメント
（1）相手方の意に反する性的な言動を行い、それに対する対応によって、就学、就労、教育
または研究を行う上で、一定の利益または不利益を与えること、もしくは与えようとする
こと。

（2）相手方の意に反する性的な言動を行うことにより、就学、就労、教育または研究を行う
環境を著しく損なうこと。

　
２　アカデミック・ハラスメント
（1）教育研究上の権限または優越的地位を不当に利用して、これに抗し難い地位にある者に
対して、教育研究または職務上の著しい不利益を与えること、もしくは与えようとするこ
と。

（2）教育研究上の権限または優越的地位を背景にした不適切な言動または差別的な取扱いに
より、就学、就労、教育または研究を行う環境を著しく損なうこと。
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３　その他上記に類する行為
　正当な理由なく、誹謗、中傷、嫌がらせ、差別的な言動、相手の意に反する行為の強要な
どをすることにより、就学、就労、教育または研究を行う環境を著しく損なうなど一定の不
利益を与えること。

　このようなハラスメントの被害にあったら、ひとりで悩んだりせずにすぐに人権・ハラスメ
ント相談員に相談しましょう。電話やEメールでの相談も受け付けています。相談者の名誉やプ
ライバシーを絶対に守りますので、安心して相談してください。
　また、ハラスメントかどうか判断できない場合であっても、あなたが相手方の不適切な言動
を「不快だ。」と感じたら、相手に対して言葉と態度ではっきりと「自分は望んでいない。」
こと、「不快である。」ことを伝えるよう心がけてください。
　人権・ハラスメント相談員は、各学部・学群、大学院等の教員や事務局職員が担当していま
すので、相談員の誰にでも自由に相談してください。
　「話したことがない教員にいきなり相談はしづらい」という場合は、あなた
が話しやすい教職員からつないでもらってもよいでしょう。
　人権・ハラスメント相談員の名簿や連絡先は、
大学のホームページや、右記ＱＲコードから確認することができます。

３　保健室
　学内でのケガや急な病気にかかった場合に、応急処置や病院の紹介などをしています。
　また、健康に関する相談にも応じており、アルコールパッチテストや身体計測等も随時行っ
ています。
　なお、学校医（内科医・精神科医）が月に一度来学し、学生の健康相談に応じています。
　（学校医相談の日程については学生相談室でお尋ねください。）

【北方キャンパス】
●開室時間	 月～金　  9：00　～　17：00
●相談場所	 本館Ｂ棟　　1階　保健室
	 電話　　　（０９３）９６４－４０２３

【ひびきのキャンパス】
●開室時間	 月～金　  8：30　～　17：15
●相談場所	 事務棟2階　保健室
	 電話　　　（０９３）６９５－３２６７

４　その他の相談窓口
　上記以外にも、それぞれの悩みに応じて相談を受け付けています。

　　　
【北方キャンパス】
（１）　学術振興課学生係

　奨学金制度、授業料減免、学生教育研究災害傷害保険に関すること等について相談に応じ
ています。
　Eメールでも相談を受け付けています。大学メールアドレスからお問合せください。
　Eメールアドレス：ggakusei＠kitakyu-u.ac.jp
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（２）　キャリアセンター
　キャリアセンターでは、学生の進路・就職相談に応じています。また、進路・就職に関す
る情報提供ならびに各種ガイダンス・就職支援講座を開催しています。

　　　　　　　　　　
（３）　学術振興課

　卒業・修了や進級に必要な単位や科目について、また、集中講義、時間割、履修の仕方な
どの相談や質問を受け付けています。
　特に、「履修ガイド」と「シラバス」はよく読んでください。また、学術振興課の電子掲
示板は、必ず見ておきましょう。

学生相談室では、その他、大学生活を送るうえで生じる様々な問題の相談に応じるために「学
生相談窓口」を開設しています。どこに相談に行けばよいかわからないという皆さんに、内
容に応じて適切な学内外の相談機関や専門の担当者を紹介するなど、迅速に解決できるよう
に努めています。いつでも気軽に利用してください。
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新入生へのメッセージ
～楽しいキャンパスライフを送るために～

　大学生活は、これまでの高校生活などと
大きく違う点がいくつもあります。
　入学を機にひとり暮しを始める人も多い
と思いますが、皆さんの周りには様々な情
報が溢れています。これらの情報の中か
ら、自分に必要なもの、害がないものなど
を自分で選んでいかなければなりません。
自己管理および自己責任が要求されます。
　この章では、皆さんが楽しい大学生活を
送るための注意事項を説明していますの
で、よく読んで今後の大学生活に活かして
ください。
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気をつけよう！！

１　人権について
　大学生として、人権に関する必要な知識を身につけましょう。自分に権利があるということは、
周囲の人にも権利があるということです。人の権利を尊重せず、自分の権利のみを主張するこ
とは単なるわがままであり、それは人権を否定することにもつながります。楽しいキャンパス
ライフを送るうえで、人間関係を豊かで明るいものにするため、自他の人格を互いに尊重しあ
うことを心がけましょう。
　また、ハラスメント（いやがらせ）は、皆さんが思う以上に身近な問題です。自分が何気なく言っ
たこと、行動したことが相手を不愉快にし、傷つけてしまう場合があります。いかなる言動が
ハラスメントに該当するのかをよく理解し、相手の人権を侵害することのないよう気をつけま
しょう。

２　飲酒について
　大学生活や、サークル活動などで、飲酒の機会があります。先輩や友人を囲んでの飲酒は楽
しい一方で、飲酒のマナーが守られないと危険を伴う場合があります。飲酒の際は、以下のこ
とに十分注意しましょう。
（１）２０歳になるまではお酒を飲んではいけません。法律で禁じられています。先輩から強引
に勧められても、きちんと断りましょう。

（２）２０歳未満の者がお酒を飲んでいたら、やめさせましょう。また、２０歳未満の者にお酒
を勧めるのは絶対にやめましょう。

（３）イッキ飲みは急性アルコール中毒に陥る危険性をはらんでいます。他人に勧めないのはも
ちろん、他人から勧められてもきちんと断りましょう。

（４）飲酒運転はもちろん、お酒を飲んでいる人の車に同乗したり、車を運転する可能性のある
人にお酒を提供するだけでも罰せられます。自分さえ飲んでいなければよいというわけでは
ないので注意しましょう。

（５）飲酒運転が禁止されているのは自動車やオートバイだけではありません。自転車も禁止さ
れています。自転車だから大丈夫だろう、家まで近いから大丈夫だろうなどと安易に考えな
いようにしましょう。

　これまで多くの悲惨な事故があったにもかかわらず、未だに飲酒事故のニュースが絶えない
のは、やはり飲酒運転を安易に考えているからではないでしょうか。安易な考えが人の命を奪
うかもしれないということを、しっかりと認識してください。

３　喫煙について
　本学では健康増進法に基づく受動喫煙防止の観点から、敷地内全面禁煙を実施しています。
大学生活においては、喫煙することもあれば、喫煙者と接する機会も多々あります。近年の社
会情勢では、禁煙や受動喫煙防止のマナー向上がうたわれています。以下のことに十分注意し、
法律やマナーをしっかり守ってください。
（１）２０歳になるまではたばこを吸ってはいけません。法律で禁じられています。先輩から勧
められても、きっぱりと断りましょう。

（２）２０歳未満の者がたばこを吸っていたら、やめさせましょう。また、２０歳未満の者にた
ばこを勧めるのは絶対にやめましょう。

（３）たばこを吸うことで、健康に対する悪影響が出たり、がんや循環器疾患などの生活習慣病
にかかるリスクが増加します。若い頃からの喫煙は依存度が強くなりやすく、一度、習慣化
してしまうと、やめることが難しくなるといわれています。たばこは有害であることを自覚
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し、吸わない覚悟も必要です。
（４）たばこを吸わない人が、知らず知らずのうちにたばこの煙を吸っていることを受動喫煙と
いいます。喫煙者が直接吸う煙よりも周囲に広がる煙（副流煙）の方が有害物質を多く含ん
でいます。吸わない人にとって煙（副流煙）は非常に迷惑です。望まない受動喫煙の防止に
努めてください。大学周辺での路上喫煙は迷惑行為です。絶対にやめてください。

（５）歩きたばこや、吸い殻のポイ捨ては絶対にしないでください。たばこの火が他の人に当たっ
てヤケドをさせてしまったり、ポイ捨てされた吸い殻が原因の火災等も起きています。扱い
を誤ると凶器となる可能性があるということを自覚してください。

　喫煙するかしないかは基本的に自身の責任ですが、喫煙することによって、自身のみならず
周りの人や社会にも多くの影響を与えることを十分に認識し行動してください。

４　防犯について
　一般的に、大学周辺は、他の地域と比較して痴漢などの犯罪が多く発生しています。本学では、
事件に巻き込まれることを防ぐために、防犯に関する授業や講習会を実施しています。
　このような犯罪を自分自身にも起こりうる身近な問題としてとらえ、人気（ひとけ）の少な
い場所や暗い場所にはくれぐれも近づかない、深夜の外出は控える、携帯電話などを操作しな
がら歩かない、露出度の高い服装は控える、自宅の玄関や窓の施錠をこまめに行なうなど、自
分自身の防犯意識を高め、行動しましょう。

５　薬物乱用防止について
　近年、大麻・覚せい剤などの不法な薬物、危険ドラッグの所持、使用、あるいは栽培などにより、
学生が逮捕され、処分される事件が多数発生しています。大学生活を送る上で、以下の点に十
分注意しましょう。
（１）「一度くらいなら大丈夫」「飲んだら痩せる」といった、ちょっとした好奇心や安易な気持
ちから不法な薬物などに手を出さないようにしましょう。

（２）知り合いなどから不法な薬物などを勧められてもはっきりと断りましょう。
（３）海外では、日本と比較すると不法な薬物などが手に入りやすい環境にありますが、留学・
語学研修や旅行などで海外に行った場合でも不法な薬物などには手を出さないようにしま
しょう。

（４）不法な薬物などは使用するだけでなく、所持や栽培することも含めて、犯罪になるという
ことをしっかりと認識しましょう。

（５）不法な薬物などの噂などがある店や場所には近づかないようにしましょう。
　一度、薬物に手を出すと常習化してしまう可能性が非常に高く、結果として一生を棒に振る
ことになってしまうということを十分に認識し、不法な薬物などには絶対に手を出さない、関
わらないという強い意志を持ちましょう。

６　消費生活上のトラブルなどについて
　学内外で学生を狙った様々なトラブルが増えています。キャッチセールス（注１）やマルチ
商法（注２）、高額セミナー（英会話教材、自己啓発など）、資格商法などの悪質商法によって、
言葉巧みに勧誘され、断りづらい状況となり、考えてもいなかった商品を購入する契約を迫られ
てしまうことがあります。知らない人や初めて会ったばかりの人に、うかつに連絡先などの個
人情報を教えると、執拗な勧誘を受けることにもなりますので、十分注意をしてください。また、
これらの行為がアルバイト先や大学のサークルを装って行なわれる場合もあります。
　いわゆる「うまい話」「あまい言葉」は、まず疑い、「自分だけは大丈夫」と思わずに、おか
しいと思った勧誘は、はっきりと断りましょう。
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○　消費生活上のトラブルなどの相談先
　万一、消費生活上のトラブルに巻き込まれてしまった場合には、クーリングオフ（無条件解約）
など、消費者を守るための制度がありますので、学生相談室をはじめ、以下の相談窓口に相談
しましょう。
　※詳細は北九州市のホームページで確認してください。

・北九州市立消費生活センター相談窓口（ウェルとばた７階）　TEL 093-861-0999
　　相談受付時間：9：00 ～ 16：45 月曜日～土曜日
　　　　　　　　　（第 3土曜日は 9：00 ～ 13：00、祝日・年末年始除く）
・北九州市内各区役所内相談窓口　
　　相談受付時間：9：00 ～ 16：45 月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）
　・小倉南相談窓口　TEL 093-951-3610　　・小倉北相談窓口 TEL 093-582-4500
　・八幡西相談窓口　TEL 093-641-9782

※門司区、若松区、八幡東区における面談での相談は、事前予約が必要です。
　予約は消費生活センター（093-861-0999）へ。
・消費者ホットライン（最寄りの相談窓口につながります）　TEL 188

（注１）キャッチセールス：	路上や街頭などで「アンケートに答えて下さい」、「健康的に痩せま
すよ」などと呼び止め、営業所や雑居ビルなどに同行させて勧誘を
行うこと。執拗な勧誘（軟禁、監禁、強要といってもよい場合もある）
で法外な高額商品を契約させる悪質商法の一種で、キャッチ商法と
もいいます。

（注２）マ ル チ 商 法：	商品やサービスを契約して組織に加入した上で、次は自分が友人な
どを誘い、新たな加入者を見つけることにより報酬が支払われる仕
組みの商法のことをいいます。

７　SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）について
　SNS は、気軽に情報発信できる便利なツールである反面、情報が拡散されやすい仕組みになっ
ています。インターネット上で拡散された情報を完全に消去することは困難です。使い方を間
違ってしまうと、今後の人生に悪影響を与える可能性があること、家族や友人などに大きな迷
惑をかけてしまう可能性があります。また、安易に発信したことでプライバシーの侵害や誹謗
中傷などの犯罪となるケースもあります。
　利用にあたっては、『親しい友人だけでなく、不特定多数の人が発信した内容を目にすること』、

『一度発信した内容は完全には削除できないこと』などをしっかりと意識しておきましょう。

８　地域の一員としての自覚について
　実家を離れて一人暮らしを始める人も多いと思います。これまでは家族に任せきりにしてい
たことも全て自分でやっていかなくてはなりません。また、大学は孤立した場所ではありません。
地域の一員としての自覚を持ち、路上喫煙、ゴミ出し、騒音を出さない（特に夜中）、通行中や
街中での携帯電話、飲酒、駐車、駐輪などルール、マナーをしっかりと守りましょう。
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何かあったら！！
○　学生相談について
　勉学に、スポーツに、大学生活を有意義に過ごすためには、何よりも心身ともに健康でなけ
ればなりません。本学では、学生が充実した大学生活を送れるようサポートする「学生相談室」
を設けています。北方キャンパスでは、本館１階の学生プラザに、ひびきのキャンパスでは事
務棟２階にあります（詳細については、「学生相談」のページをご覧ください）。
　大学生活で生じる様々な問題・悩みについて相談を受け、解決の手助けをする「学生相談窓口」
や、健康に関する様々な相談を受け付ける「保健室」があります。気軽に立ち寄ってください。
また、カウンセラーや専門医に相談することもできるので、ちょっとした悩みや問題であって
も遠慮せずに、一人で抱え込むことなく、まず相談しましょう。

○　ハラスメント相談について
　本学では、「北九州市立大学におけるハラスメントの防止に関するガイドライン」を策定し、
ハラスメントの防止と対策に取り組んでいます。セクシュアル・ハラスメントやアカデミック・
ハラスメントなどと思われるような経験をしたり、そのような言動を目撃した場合には、各学
部、学群、研究科、大学事務局に、人権・ハラスメント相談員がいますので相談しましょう（詳
細については、「学生相談」のページおよび本学ホームページに掲載しているハラスメント防止
のためのパンフレットなどをご確認ください）。

○　代表的なハラスメント
	 セクシュアル・ハラスメント：
・	 相手方の意に反する性的な言動を行い、それに対する対応によって、就学、就労、教育また
は研究を行う上で、一定の利益または不利益を与えること、もしくは与えようとすること。

・	 相手方の意に反する性的な言動を行うことにより、就学、就労、教育または研究を行う環境
を著しく損なうこと。

　アカデミック・ハラスメント：
・	 教育研究上の権限または優越的地位を不当に利用して、これに抗し難い地位にある者に対し
て、教育研究または職務上の著しい不利益を与えること、もしくは与えようとすること。

・	 教育研究上の権限または優越的地位を背景にした不適切な言動または差別的な取扱いにより、
就学、就労、教育または研究を行う環境を著しく損なうこと。

　パワー・ハラスメント：
・	 教職員や上級生、職務関係上で優越的地位にある者が、優位な地位を背景に圧力を加え、権利、
名誉や人格を著しく傷つけるような言動を行うこと。

　アルコール・ハラスメント：
・	 飲酒やイッキ飲みの強要、意図的な酔いつぶし、飲めない人への配慮を欠くことおよび酔っ
たうえでの各種迷惑行為といったアルコール飲料に絡んだ嫌がらせを行うこと。

…
その他のハラスメント：

・	 年齢、国籍、信条、個人的能力、身体的機能その他についての差別的発言や嫌がらせなど。
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○　事故遭遇時について
　事故に遭遇したときは、以下の流れで対応しましょう。また、相手の情報や目撃者、事故の
発生場所等については、必ずメモをとるようにしましょう。
（１）警察・救急に連絡（警察：局番なし110、救急：局番なし119）
（２）相手の確認
　　　●車・バイク等の特徴（ナンバー、色、車種 等）
　　　●相手方（氏名、住所、電話番号、勤務先 等）
（３）目撃者の確認
（４）事故の発生場所、時刻
（５）示談（その場では絶対にしないこと）
（６）大学への報告

○　自然災害時の対応について
　大地震等の自然災害が発生すると、インターネット等が使用できなくなる可能性があります。
以下の緊急連絡先は携帯電話や手帳などに控え、常時携行しましょう。

【北方キャンパス】 【ひびきのキャンパス】
総務課（庶務係・人事係） 093－964－4004 企画管理課（庶務係） 093－695－3310

学術振興課（教務関係） 093－964－4036 学務課（教務係） 093－695－3330

学術振興課（学生係） 093－964－4012 学務課（学生係） 093－695－3350

学生支援課（保健相談係） 093－964－4016 守衛室 093－695－3363

防災センター 093－964－4110

～“もしも”に備えて「安全・安心ハンドブック」をブックマークしておこう～

本学では、大学生活中に考えられる危機に対して、対処方法
や注意事項などをまとめた冊子「安心・安全ハンドブック」
を大学ホームページに掲載しています。自然災害発生時や、
海外渡航（公私問わず）、事故等に遭遇した時は、冊子を確
認して適切に対応しましょう。

（QRコード）
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国際教育交流センター

「世界」がここから始まります。

留学生と友達になりたい皆さん、

留学したい皆さん、一度のぞいてみてください！

留学生と交流するための談話室や
留学へ向けての英語教材等があります。

国際教育交流センター

●北方キャンパス本館１階
●月曜日～金曜日（8：30 ～ 17：15）
●休業日 ･･･ 土日・祝日、年末年始
●ＴＥＬ ･･･（093）964－4202 ／ＦＡＸ ･･･（093）964－4028
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国際教育交流センター

施設案内

　談話室では学生同士の交流を含め、下記のようなこともできます。
　　・自習室としての利用
　　・語学参考書（IELTS、TOEIC、TOEFL など）の貸出（貸出冊数・期間などの制限あり）
　　・海外留学についての相談
　　・留学生との交流

次ページは、♪ワンポイントアドバイス～留学生と友達になりたいあなたへ

国際教育交流センターってどんなところ？

　国際教育交流センターの談話室では、留学生が自習をしたり、くつろいだり、日本人学
生と交流したりしています。
　また、学期ごとに International Café を開催しています。このカフェでは、外国人留学
生がコーディネーターを務め、その国の言葉で色々なトピックを話し、昼休みのリラック
スした雰囲気の中で異文化交流を行っています。
　さらに、以下の行事も実施しています。興味のある人は、ぜひ参加してください。
　あなたも談話室で“国際交流”の第一歩を踏み出してみませんか？　あなたの世界がきっ
と広がりますよ。

■主な年間行事	 ■ International Café（２０２５年度実績）

	 留学生歓迎会（学期ごと）		  ❖ English Café
	 留学生送別会（学期ごと）		  ❖ Korean Café
	 日本文化研修バスツアー（学期ごと）		  ❖ Chinese Café
	 留学生学習成果発表会（１月）		  ❖ Chinese & Thai Café

■チューター制度

来日したばかりの留学生が日本語などの学習
や日本での生活に困らないように、学部生等
が 1対 1でサポートします。

※行事や International Café は、本学の学生であれば誰でも参加することができます。詳
しい情報はMoodle や学内の国際教育交流センター掲示板でお知らせします。
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♪ワンポイントアドバイス ～留学生と友達になりたいあなたへ

Ｑ１．北九大に留学生は何人いるの？
　280名です（北方キャンパス：74名・ひびきのキャンパス：206名）。
　※2025年5月1日現在

Ｑ２．留学生はどこの国・地域から来ているの？
　中国、韓国、台湾、その他アメリカ、イギリス、インドネシア、オーストラリア、カン
ボジア、タイ、ドイツ、ベトナム、モンゴル等から来ています。
　※2025年10月1日現在

Ｑ３．留学生には何語で話しかければいいの？
　日本語です。日本語を学びに来た留学生もいるので、日本語で声をかけて下さい。

Ｑ４．留学生と何を話せばいいの？
　まずは、相手の国のことを聞いてみましょう。自分の国に興味を持ってもらうのは、誰
だってうれしいので、恥ずかしがらずに声をかけてみましょう。留学生も日本人学生との
交流を楽しみにしています。

Ｑ５．日本人と留学生が友達になるのは難しい？
・まずは挨拶から･･･「声をかけたら迷惑だろうか」「言葉は通じるだろうか」「話が続か

なかったらどうしよう」と考えるかもしれませんが、これは日本人学生も留学生も
同じです。不安に思う前に、まずは挨拶から始めてみましょう。

・トラブルも含めて楽しみましょう･･･異文化との出会いにはトラブルは必然です。もし、
トラブルが起こったら、それを一緒に考えてみましょう。そうしたことを重ねるう
ちに、留学生の事を理解できると同時に、自分たち日本人の考え方・価値観を学ぶ
こともできるのです。

・センター談話室で･･･談話室では、留学生や日本人学生が集まって歓談や一緒に勉強をし
ています。談話室から友達の輪が広がります。昼休みには、留学生をコーディネー
ターとして気軽に外国語（英語・中国語・朝鮮語など）での会話を楽しめるイン
ターナショナルカフェも開催されていますのでぜひ活用してください。

Ｑ６．留学生に何かしてあげたいけど、どうしたらいい？
・友達になる･･･留学生に限らず、誰でも友達が増えるのはうれしいものです。特に、留学

生にとって日本人の友達は、友達が増えてうれしいだけでなく、日本語や生の日本
を知るチャンスなのです。

・チューター制度･･･チューターとは、留学生に対する家庭教師のようなもの。週に1回程度
留学生と活動の時間を設け、日本語、授業や生活面の質問に答え留学生の自立をサ
ポートします。チューター希望の方は、国際教育交流センター事務室にお尋ねくだ
さい。

※このページは「留学生超入門」（九州大学留学生センター発行）を参考に作成しました。
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海外語学研修
派遣留学
交換留学

　北九州市立大学では、幅広い教育環境を提
供するため、春期・夏期休業期間を利用した
「海外語学研修」、交流協定を締結した海
外の大学へ休学せずに留学できる「派遣留
学」、「交換留学」を実施しています。
　この章では、海外語学研修・派遣留学・交換
留学の概要について説明します。

国際交流に関する情報は、国際教育交流センターホームページに
掲載しています。
http://international.kitakyu-u.ac.jp/

☆ここで紹介している留学制度等の詳細は下記へお問い合わせください。
北方キャンパス　国際教育交流センター/国際課（本館１階）
　＊TEL：093－964－4202
　＊E-mail：kkouryu@kitakyu-u.ac.jp　
※ひびきのキャンパスの学生は、企画管理課企画・研究支援係（ひびきのキャンパス事務
棟３階）でも相談できます。

（QRコード）



　国際教育交流センターでは、本学と海外の協定校との協定に基づき、様々な留学プログラムを実
施しており、留学に関する情報を提供し、留学前から帰国後までトータルサポートを行います。大
学の留学プログラムには、交換留学による留学先授業料の免除や、各種奨学金、留学先で修得した
単位の本学単位への認定など、様々なメリットがあります。留学に関心がある方は、ぜひ国際教育
交流センターへ相談に来てください。

留学プログラムの種類

プログラム 国・地域名 留学先 期間

交換留学

アメリカ
フォート・ルイス大学 約1年間
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 約半年または1年間

カナダ セルカーク・カレッジ 約半年または1年間

アイルランド
ゴールウェイ大学 約1年間
サウスイースト工科大学 約半年または1年間

イギリス
カーディフ大学 約1年間
オックスフォード・ブルックス大学 約1年間

ドイツ ブレーマーハーフェン大学 約半年または1年間

オーストラリア
タスマニア大学 約半年間
ニューカッスル大学 約1年間

カンボジア 王立プノンペン大学 約1年間
タイ タマサート大学 約1年間

マレーシア サラワク大学 約1年間

台湾
文藻外語大学 約1年間
中原大学 約半年間

中国 大連外国語大学 約1年間
マカオ

（中国特別行政区） マカオ大学 約1年間

韓国
仁川大学校 約1年間
韓国海洋大学校 約1年間
済州大学校 約半年または1年間

派遣留学

アメリカ

タコマ・コミュニティカレッジ 約半年間
フォート・ルイス大学 約半年または1年間
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 約半年または1年間
ハワイ大学カピオラニ・コミュニティカレッジ 約半年間

カナダ
バンクーバーアイランド大学 約半年間
セルカーク・カレッジ 約半年または1年間

オーストラリア
クイーンズランド大学 約半年または1年間
ニューカッスル大学 約半年または1年間

中国
北京語言大学 約半年または1年間
同済大学 約半年または1年間
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プログラム 国・地域名 留学先 期間

語学研修

アメリカ
オールド・ドミニオン大学 約4週間
ポートランド州立大学 約3週間

カナダ セルカーク・カレッジ 約3週間

オーストラリア
タスマニア大学 約4週間
ニューカッスル大学 約4週間

タイ キングモンクット大学トンブリ校 約2週間
台湾 中原大学 約4週間

中国
大連外国語大学 約4週間
北京語言大学 約4週間

韓国
仁川大学校 約2週間
韓国海洋大学校 約4週間

留学への応募

１　募集要項等の配布
　募集時期に、電子掲示板Moodleの「国際教育交流センター」に掲載します。

２　応募方法
　Microsoft Formsによるオンライン出願

３　留学までのスケジュール
募集要項…
配布時期

募集期間・…
1次書類選考

2次面接・…
合格者決定 オリエンテーション 出発

春出発留学 4～5月 5～7月 7～8月 11～翌2月 2～3月
秋出発留学 11月 11～翌1月 1～2月 4～7月 8～9月

語学研修
夏 5月 6月 6～7月 8月（夏休み）
春 10月 11月 12～翌1月 2月（春休み）

学内選考方法

　派遣する留学生は、語学スコア（IELTS、TOEFL、TOEIC、英検等）、学業成績及び面接選
考により決定します。

単位認定
　留学先大学で修得した単位は、本学の所属学部・学群における授業科目・単位数に相当する
と認められた場合は、所属学部・学群教授会の議を経て、所属学部・学群長が本学の単位とし
て認定します。（詳細は履修ガイドを確認してください。）

奨学金
　日本学生支援機構（JASSO）、本学、北九州市立大学国際交流基金が助成する、協定校への
留学に対する様々な奨学金制度があります。うまく活用して留学を実現させましょう。
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★基盤教育科目「世界での学び方」（2単位）の履修を推奨しています。
　（北方キャンパス生）

《開講時期》１学期及び２学期
　留学準備科目「世界での学び方」を開講しています。大学の留学制度の理解、留学における
目標設定、留学計画書の作成などを通し留学や海外体験を実現に近づけるにあたり必要な知識
を習得するための授業です。留学に関心のある学生はぜひ受講してください。

《講義概要》
●ショートプログラム参加のすすめ	 ●異文化体験と適応
●交換・派遣留学への挑戦のすすめ	 ●海外での危機管理
●海外体験を地域社会に還元しよう	 ●海外体験を将来にどう活かすか
●海外体験計画をつくろう	 　　　　　　　　　　　　ほか
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Kitakyushu Global Education Program
（KGEP）

北九州市立大学ではグローバルに活躍できる人材を育成するため
のプログラムを展開しています。

　「Kitakyushu Global Education Program」（KGEP）は、世界
を視野に幅広い教養と語学力を修得することを目的として、2019年
度にスタートしたプログラムです。高い英語運用能力と実践力を身
につける “Advancedコース” と海外体験を中心にグローバルに活
躍できる素養を高める “Challengeコース” の2つで構成されていま
す。
　海外体験に積極的に取り組んでいきたいと思っている学生の皆
さん、ぜひプログラムに登録しましょう。

KGEP に関する情報は、KGEP ホームページに掲載しています。
https://kgep.jp

☆ここで紹介している留学制度等の詳細は下記へお問い合わせください。
北方キャンパス　国際教育交流センター/国際課（本館１階）
　＊TEL：093－964－4318
　＊E-mail：k-g-p@kitakyu-u.ac.jp

（QRコード）
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Advanced コース
英語運用能力を高め、国際的な視点と実践力を身につけ、グローバル社会で積極的に
活動できる人材を育成する副専攻プログラム

◇対象学部　北方キャンパス全学部・学群 ※英米学科は除く
◇定　員　　10 名
◇履修開始と申請要件
　①２年次開始 ・・・TOEIC スコア 650 点以上
　②３年次開始 ・・・TOEIC スコア 680 点以上
　※いずれの時期の申請も累積GPA2.5 以上が望ましい。

◇副専攻プログラムカリキュラム構成

英語で学ぶ専門科目を中心とした科目の受講

英語力の
更なる
向上

基盤教育科目

科目大区分 科目小区分 科目群名または科目

Higher English Ⅰ・Ⅱ［英米］

多文化共生実践演習
グローバル・エクスペリエンス演習

社会・文化科目群

英語集中プログラム

グローバルビジネス科目群

Academic English Ⅲ・Ⅳ
論文作成、ディスカッション・ディベート能力養成

プラス

専門教育
科目

Academic
English

English
Studies

科目

実践科目

英語で
専門知識を
修得

留学等で
実践力を
強化

国際教育交流センターが提供する
留学プログラムへの参加

◇修了要件 
　①当プログラムの修了要件単位数（18 単位）を修得すること
　②卒業時までにTOEIC スコアが 730 点以上あること
　③留学または国際教育交流センターが提供する海外プログラムを経験していること

　修了時にオープンバッジを付与します。
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Challenge コース
海外での学びを体験することで、国際理解や知識を拡大するとともに、語学力の向上
につなげ、グローバル社会で活躍する意欲を高め、自ら行動できる人材となることを
目指す教育プログラム

◇対象学部　北方キャンパス全学部・学群
◇定　員　　なし
◇コース登録要件
〈仮登録〉
　①１年次１学期または２学期・・・「世界での学び方」を履修、単位修得
　②２年次１学期または２学期・・・「世界での学び方」を履修、単位修得
　※ TOEIC スコアの要件はありません
〈本登録〉
大学が提供する海外体験プログラム（海外短期研修、交換・派遣留学、オンラインプ
ログラム等）への参加を経て、正式なコース登録となります。

◇具体的な取組み
語学力、知識力、海外体験、還元力の４つの分野の活動に取り組み、それぞれの分
野で獲得するポイントで成長を確認しながら、グローバル人材としての自らの価値
を高めていきます。

称号 語学 知識 還元 海外体験 説明

レベル１ グローバル人材Beginner 1 以上 1以上 - - グローバル人材として自らの価値を高め
ていきたいと考えている初歩段階

レベル２ グローバル人材Beginner+ 2 以上 2以上 - - 留学を検討するうえでの最低限のレベル

レベル３ グローバル人材Junior 3 以上 3以上 1以上 1以上
海外体験による自己成長を踏まえ、還元
力も含めてバランスよく学び始めるレベ
ル

レベル４ グローバル人材Junior+ 4 以上 4以上 2以上 2以上 上記を意識し、さらに学修成果を高めて
いくレベル

レベル５ グローバル人材Senior 5 以上 5以上 3以上 3以上 グローバル人材としての自らの価値を就
職活動などでアピールできるレベル

◇修了要件
各分野で獲得したポイント数に応じて５つのレベルの称号を付し、これを各レベル
での総合評価とします。グローバル人材 Junior 修了時及びグローバル人材 Senior
修了時にはオープンバッジを付与します。
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将来に向かって行動しよう
～就職・進路～

　皆さんは「さあ、これから学生生活をエン
ジョイしよう。」と、期待していることと思
います。
　しかし、学生生活の４年間は、あっという
間に過ぎてしまいます。この学生時代に、卒
業後の進路を考え、その実現に向けて努力す
ることは、これからの人生を自分らしく、有
意義なものとするために、とても大切です。
　すでに将来の方向性が決まっている人は、
その準備を進めてください。将来の方向性を
これから考えたい人は、様々なことにチャレ
ンジし、得意分野や面白いと思えることを発
見してください。
　北方キャンパスキャリアセンターや、ひび
きのキャンパス学務課学生係では、皆さんが
充実した学生生活を送り、就職・進学などを
実現するためのバックアップを行っていま
す。
　進路や就職のことで疑問や悩みがあれば、
どうぞ気軽に窓口へお越しください。

【窓口】

北方キャンパス：キャリアセンター

ひびきのキャンパス：学務課学生係
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■　北方キャンパスの学生の皆さんへ

１　皆さんの就職活動を支援するキャリアセンター
　学生生活の後は、就職など次のステップが待っています。
　北方キャンパスでは、学生プラザ内（本館１階）にキャリアセンターを設置し、皆さんが社
会で働く上で必要とされる力を身につけ、就職など次のステップにしっかりとつなげられるよ
う、様々な支援を行っています。
　就職活動は、誰もが初めて経験するもので、不安や分からないことがつきものです。
　キャリアセンターでは、経験豊かなスタッフが相談に応じています。１年生から利用できま
す。どんなに小さなことでも構いませんので、ぜひ相談に来てください。

２　キャリアセンターの主な支援
（1）就職活動支援　　　　
　自己分析、履歴書やエントリーシートの書き方、面接の練習など就職活動に関する実践指導
や、企業を招いてのセミナー、各種説明会やイベントの実施など、皆さんの活動状況に合わせ
た支援を行っています。詳細はキャリアセンターからご案内いたします。

（2）就職活動相談
　「自分が何に向いているか分からない」「進路を迷っている」といった相談には専門のキャ
リアカウンセラーがお応えします。また、就職活動を終えた４年生の先輩もキャリアセンター
で皆さんの就職活動の相談に応じる等のサポートを行います。（１２月～２月予定） 

（3）インターンシップ等
　インターンシップ等とは、学生のキャリア形成支援に係る取組を４つのタイプ（オープン・
カンパニー、キャリア教育、汎用的能力・専門活用型インターンシップ、高度専門型インター
ンシップ）に類型化したものです。
　インターンシップとは、主に学部 3・4 年、修士 1・2 年が対象で「働くとは何か」「自分は何
に向いているのか」などを考え、将来への目的意識を明確にする機会です。就業体験は必須で、
採用活動開始以降に限り、取得した学生情報の採用活動への活用が可能です。本学では、これ
以外にも、会社紹介がメインで就業体験を伴わない短期の「オープン・カンパニー」など、学
生の皆さんの希望にあわせて様々な就職支援を実施します。

３　開館時間
　平日　９:００～１７:００

◆キャリアセンターオリジナルホームページ
キャリアセンター主催の講座やイベント情報を掲載しています。QRコードから
学年別に最新の情報を確認することができます。

◆LINE
キャリアセンター公式アカウントの友だち追加をお願いします。
QRコードを読み取れない場合は、LINEアプリを開いて、「友だち
追加」で「@syusyoku4014」を検索！
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■　ひびきのキャンパスの学生の皆さんへ

【国際環境工学部・国際環境工学研究科の就職支援について】

１　正課授業によるキャリア支援
　ひびきのキャンパスでは、学生の皆さんのキャリア形成を支援し、社会人として必要な力を
養成する授業を開講しています。ライフキャリアデザイン入門、インターンシップ実習、地域
産業入門などです。詳細はシラバスを参照してください。

２　インターンシップ等
　インターンシップ等は、仕事の内容を理解したり就職後のミスマッチを防ぐために、一定期
間、実際の職場で就業体験を行うプログラムです。1日や数日のものもあれば、中長期にわたる
ものもあります。ひびきのキャンパスでは、正課授業である「インターンシップ実習」の開講
や学内ガイダンスの開催、またインターンシップ先の紹介などを通じて、皆さんが安心してイ
ンターンシップ等に参加し有意義な活動ができるようサポートしています。

３　就職支援体制について
○学生・就職支援委員会（学科の就職担当教員）
　学科・コース単位で就職状況を把握し、情報交換を行いながら就職支援を行います。

○学務課学生係
　就職ガイダンスやセミナーの開催、学内企業研究会の開催、求人企業の紹介、就職関
連本の貸出、キャリアカウンセラーによる就職活動相談など、皆さんの活動状況にあわ
せた支援を行っています。

４　就職支援事業について
（参考：２０２５年度開催分）

行　事　名 内　　容
ガイダンス・セミナー等 インターンシップ等について

就職活動の現状、全体の流れ
自己分析、業界・企業研究
エントリーシート対策
就職活動マナー対策
面接・グループディスカッション対策
ＳＰＩ対策
留学生向け就職活動セミナー
公務員セミナー

学内企業研究会 学内個別企業研究会、合同企業研究会を開催
キャリアカウンセリング キャリアカウンセラーによる就職活動相談
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課外活動のすすめ

　皆さんは、魅力あふれる幅広い人間として
の成長をめざし、これからの学生生活に大き
な夢を描いていることでしょう。そして、豊
かで学びがいのある学生生活を築くため、専
門分野での研究や勉学に励もうと決意を抱い
ていることと思います。
　若者の多くは、様々な問題に関心を持ち、
積極的で行動力あふれるエネルギーを持って
います。興味や関心のある問題に、積極的に
アプローチし、考え、探求することで、自ら
の資質や能力の向上を求めています。同時
に、尊敬できる指導者や先輩にめぐりあい、
親しい友人を数多く得たいと願っていること
と思います。
　大学では、正課の授業に出席することはも
ちろん、貴重な時間を有効に活用し、文化・
スポーツなどの課外活動に積極的に参加され
るよう期待します。



74

１　学生団体
　本学には北方キャンパスに、学友会中央執行委員会、応援団・応援団チアリーダー部、大学
祭実行委員会、文化会、体育会、ひびきのキャンパスにひびきの会中央執行委員会、大学祭実
行委員会、サークル委員会、生協学生委員会の学生団体があります。
　それぞれの学生団体は、学生生活の向上をめざし、スポーツ技術の向上、文化・芸術・学問
の理解を深めることを目的に活動を続けています。

２　北方キャンパスのサークル
　（1）文化会
　文化会は、文化・芸術・学問に対する理解を深め、それらを通じて相互の親睦友好を図るこ
とを目的に設立された文化系サークルの組織です。文化会は、よりよい学生生活を実現しよう
と広範な研究活動を行っています。（2026 年 4 月現在）

　●文化系サークル（43 団体）※公認サークル
音楽系 語学系 展示・発表系 学術系

ア カ ペ ラ の 森 中国言語文化研究会 囲 碁 ・ 将 棋 部 I . S . A .
アコースティックギター部 E.S.S（米英研究会）（休部中）映 画 研 究 会 Overalt 古 文 書 研 究 会
管 弦 楽 団 映像制作集団ロマンダム 手 話 サ ー ク ル onepleAce
軽 音  WINDFALLS Ｓ Ｆ 研 究 会 フェアトレード推進団体 Etica
軽 音 ナ イ ツ 演 劇 研 究 会 文 芸 研 究 会
軽 音 F L A S H 広告研究会ウォッチャ 法 学 研 究 会
混声合唱団コール・ユーフォニー 声 劇 研 究 会 ボードゲームサークルReversal
JAZZ 研 究 会 K&K 茶 道 研 究 会 模 擬 国 連
吹 奏 楽 団 ジャグリングサークルcroissant
太 鼓 サ ー ク ル 写 真 部
ピ ア ノ 会 都 道 府 県 研 究 会
マ ンド リ ン ク ラ ブ 美 術 研 究 会

放 送 研 究 会
ボランティアサークルはびっく
漫 画 研 究 会
よさこいサークル灯炎
ワ ー ク キ ャ ン プ
E N  R O U T E
お笑いサークル k-we
競 技 か る た
書 道 部
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　（2）体育会
　体育会は、スポーツに対する理解を深め、スポーツを通じて相互の親睦友好を図ることを目
的に設立された体育系サークルの組織です。体育会は、協調的精神を育み、技術の向上を目指
して活発な活動を展開しています。（2026 年 4 月現在）

　●体育系サークル（34 団体）※公認サークル
武道館系 体育館系 グラウンド系 学外系

合 気 道 部 卓 球 部 硬 式 庭 球 部 水 泳 部
空 手 道 部 Ⅰ 部 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 部 ソ フ ト テ ニ ス 部 スキューバダイビング部
剣 道 部 Ⅱ 部 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 部 硬 式 野 球 部 ス ケ ー ト サ ー ク ル
柔 道 部 Ⅰ部バドミントン部 軟 式 野 球 部 ゴ ル フ 部
少 林 寺 拳 法 部 Ⅱ部バドミントン部 サ ッ カ ー 部 サイクリング部（休部中）
ボ ク シ ン グ 部 バ レ ー ボ ー ル 部 ラ グ ビ ー 部 航　空　部（休部中）
弓 道 部 ハ ン ド ボ ー ル 部 ラ ク ロ ス 部 山　岳　部（休部中）

フ ッ ト サ ル 部 陸 上 競 技 部 馬　術　部（休部中）
サッカーAnfinity同好会 ヨット部（休部中）

ワンダーフォーゲル部（休部中）

３　ひびきのキャンパスのサークル
　学生の学術・文化・体育活動の向上と発展を目的として、独自の活動を行っているサークル
があります。ひびきのキャンパスの学生団体に届け出ているサークルは下記のとおりです。
（2026 年 4 月現在）

　●文化系サークル（13 団体）※公認サークル
写 真 サ ー ク ル
学生フォーミュラサークル
軽 音 サ ー ク ル
ブ ラ ス バ ン ド サ ー ク ル
茶 道 サ ー ク ル
野 外 活 動 サ ー ク ル
プ ロ グ ラ ミ ン グ サ ー ク ル

環境防災サークル北九大３Club
ポ ー カ ー サ ー ク ル
芸 術 サ ー ク ル
麻 雀 サ ー ク ル
もったいないプロジェクトサークル
演 劇 サ ー ク ル（ 休 部 中 ）

　●体育系サークル（11 団体）※公認サークル
バスケットボールサークル
バ ド ミ ン ト ン サ ー ク ル
バ レ ー ボ ー ル サ ー ク ル
フ ッ ト サ ル サ ー ク ル
テ ニ ス サ ー ク ル
水 泳 サ ー ク ル（ 休 部 中 ）

ひ び き の 自 動 車 部
野 球 サ ー ク ル
サ ッ カ ー サ ー ク ル
剣 道 サ ー ク ル
ダ ン ス サ ー ク ル
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北方キャンパスでの
図書館利用方法

番　号 項　　　目
１ 図書館へようこそ
２ 開館時間と休館日
３ 図書館に入る
４ 図書館案内図
５ 図書を借りる
６ 返却と予約
７ CD・DVD・ビデオ視聴等
８ ラーニングコモンズ
９ 新聞を読む
１０ 雑誌を読む
１１ 図書を探す
１２ パソコンを使う

北九州市立大学　図書館

窓口へのお問い合わせは
　Tel：093-964-4403
　Email：lib-2@kitakyu-u.ac.jp

ひびきのキャンパス

「学術情報センター図書室（学術研究都市）」

を利用する際は　北九州学術情報センター発行の

「図書室利用の手引き」を守ってご利用ください。
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１　図書館へようこそ
　北九州市立大学図書館（北方キャンパス）では、約62万冊の図書等、さまざまな資料を所蔵して
います。
　私たち図書館職員は、みなさんの利用のお手伝いをしますので、
　わからないことがあれば、なんでも遠慮なくカウンターまでお尋ねください。
　なお、開館時間や利用方法について変更がある場合は、図書館ホームページ等でお知らせしま
す。
　　　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇
　　　　図書館を利用するにあたって・・・
　　　　館内ではルールを守り、みなさんが気持ちよく利用できるよう協力をお願いします。
　　　　全館禁煙です。
　　　　本館１Fの休憩スペース以外では食事をしないで下さい。
　　　　密閉できる容器での飲み物の持ち込みは可能です。
　　　　図書館資料は大切に扱ってください。
　　　　呼び出しはできません。
　　　　携帯電話での通話について（※入館中は、マナーモードでお願いします。）
　　　　　・本館１Ｆ……　フロアでの通話可（但し、視聴覚コーナーは不可）
　　　　　・本館２Ｆ……　携帯電話BOX内のみ、通話可
　　　　　・書庫棟………　通話不可
　　　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　
　　
２　開館時間と休館日
○　図書館の開館時間
　　〈本館〉　月曜日～土曜日　　　　08：55～21：30

（※長期休暇期間は、18：00に閉館予定です。）
　　　　　　　日曜日・祝日　　　　　10：00～18：00
　　〈書庫棟〉月曜日～土曜日　　　　10：00～17：30（最終受付：17：00）
　　　　　　　日・祝日　　　　　　　休館
　
○　休　館　日

1　本学創立記念日･････････5月4日
2　12月26日から翌年1月4日まで（変動する場合もあります）
3　館内整理日
4　入学試験や大学祭などの学内行事

　このほか、変更がある場合は、その都度、館内掲示板・図書館ホームページでお知らせしま
す。来館前に、図書館ホームページで開館日、開館時間をご確認ください。

３　図書館に入る
○　さあ、図書館に入ってみましょう！
★　入退館について
　入退館ゲート装置に学生証を１秒タッチして（認識させて）、ゲートが開いたら通過してく
ださい。退館の際も同様です。
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４　図書館案内図
※本館内は、自由に閲覧できます。
　書庫棟内の資料を閲覧の際は、カウンターで書庫棟入館手続きをしてください。
　（入館用のＩＣカードを貸出します。）

５　図書を借りる
　図書・雑誌は以下の冊数と期間内で利用できます。
○　図書（＊指定図書を除く）を借りるとき
　　・冊数　10冊以内（院生は20冊）
　　・期間　2週間以内（院生は1か月以内）
　　・借りる時は、「学生証」を持ってカウンター横の自動貸出機をご利用下さい。（バーコード

が本の内側に貼ってあるものは、カウンターにお持ちください。）

北書庫北書庫北書庫

南書庫南書庫

（書庫棟）

南書庫本 館本 館

協同学習ゾーン協同学習ゾーン

3Ｆ

4Ｆ

2Ｆ

入口

1Ｆ

○洋書

★　設備
○　資料配架
　　無線 LAN

○貴重図書室
○和書（000～ 999）

○雑誌（和・洋）バック
　ナンバー

○判例
○新書・文庫
○中国雑誌バックナン
　バー

○谷口文庫
○和洋目録
★マイクロリーダー室

○大型本・地図
○大サイズ
○中国図書
○朝鮮図書

○和書（新）（400～ 999）
○参考図書（000～ 999）
○新書・文庫（新）
○洋書（新）
○SDGs, SOGI

★閲覧席
★サイレントルーム（PC不可）

○和書（新）（000～ 399）
○学術雑誌（新）
○特別図書

★閲覧席
★教員・院生専用エリア

★ラーニングコモンズ
★グループ学習室
★図書館ホール
★個室ブース
★視聴覚コーナー
○視聴覚資料
○授業関連, Language Study, 
　マンガ
★休憩スペース, ギャラリー

○新聞バックナンバー
○官報
○紀要

協同学習ゾーン

本 館
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○　指定図書及び未製本雑誌を借りるとき
　　＊指定図書とは、先生が講義に関連して指定した特別図書です。
　　・一夜貸出のみできます。
　　・冊数　　1冊のみ　（最新号の雑誌は貸出できません。）

〇　市立図書館の図書を取り寄せするとき
・冊数　　10冊以内
・期間　　2週間
・利用希望の本を「北九州市立図書館図書貸出申込書」に記入して、「図書館カード」（市立
図書館発行）と共に、カウンターに申込みください。

・当館で「図書館カード」発行申請も可能です。

○　他大学の図書を借りたいときや、資料のコピーを取り寄せたいときは、カウンターに申込みく
ださい。（コピー代、送料は原則として自己負担です。）

６　返却と予約
○　返　却
　開館時間帯は、自動貸出機で返却してください。
　（バーコードが本の内側に貼ってあるものは、カウンターにお持ちください。）
　休館日や閉館時には、玄関のブックポストに入れてください。

★返却期限を守りましょう。
　延滞資料があると、延滞日数分貸出ができませんのでご注意下さい。２ヶ月以上延滞すると
１年間貸出停止となります。　　

○　貸出資料の延長
　カウンターに図書と「学生証」を持参して下さい。予約が入っていなければ、再貸出をする
ことができます。

　　尚、My Library（図書館Webサービス）（※）でも延長ができます。

○　予　約
　読みたい図書が貸出中のときは、カウンターで予約してください。返却され次第優先的に借
りることができます。尚、My Library（図書館Webサービス）（※）からも予約できます。

○　学生リクエスト
　図書館に置いてほしい図書がある場合は、「購入希望図書（リクエスト）申込票」に記入し
てカウンターに提出してください。（購入できないものもあります）

※　My Libraryとは
　図書館資料の予約・延長等ができるwebサービスです。
　学籍番号とポータルパスワードでログインして、貸出資料の延長や貸出中資料の予約を行う
ことができます。
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７　CD・DVD・ビデオ視聴等
　図書館では、視聴覚コーナーで、ＣＤやＤＶＤ（語学・映画）などの視聴ができます。ビデオ
デッキ（ＶＨＳ）、ＤＶＤ／ブルーレイプレーヤー、ＣＤプレーヤー、カセットデッキ等を備えて
います。
　コーナー内の資料のほか、個人の資料（学習に必要な場合のみ）を持ち込むこともできます。
　申込みはカウンターでどうぞ

○　視 聴 覚 コ ー ナ ー（本館１階）……	 個人ブースがあります。
	 グループ視聴は最大5名まで利用できます。
	
８　ラーニングコモンズ
　本館１階のラーニングコモンズでは、グループディスカッションやプレゼン練習など会話をしな
がら学習することができます。また、設置しているホワイトボードなどは、自由に使用できます。
　また、プロジェクターなどの機器の貸出も行います。

９　新聞を読む
○　新聞最新刊（今月分～数ヶ月分）（本館１階）
　「朝日新聞」「毎日新聞」「読売新聞」「日本経済新聞」「西日本新聞」「産経新聞」
「Japan Times」のほかさまざまな新聞の最新号があります。

　　
○　新聞バックナンバー（南書庫１階）
　・外国語新聞は２年間保存（原紙）　　　　・日本語日刊紙は１年間保存（原紙）
　・縮刷版（朝日新聞、日本経済新聞）

１０　雑誌を読む
○　雑 誌 コ ー ナ ー（本館２階）……	学術雑誌の最新号及び過去１～２年分のバックナン

バー

○　雑誌バックナンバー（北書庫２階）　

★　もし、欲しい雑誌が北九州市立大学になくても、所蔵している他大学からコピーを取り
寄せることができます。カウンターにご相談ください。

１１　図書を探す
○　分類および配架
　　図書はＮＤＣ（日本十進分類法）により分類し、配架しています。
　　雑誌は和洋別で、和雑誌は五十音、中国雑誌、洋雑誌はアルファベット順に配架しています。
　　日本十進分類法要目表は館内に掲示しています。
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○　本館の資料は開架式です。直接書架へ行き、探すことができます。
　書架には同じテーマのものが集まるように分類記号順に並べられています。分類記号の同じ
ものは著者記号順、全集・シリーズ等は巻数記号順に並んでいます。このように分類された図
書が「左から右へ、上から下へ」並べられています。

○　書庫棟の入館は、資料の閲覧・貸出が必要な場合のみ可能です。カウンターで入館手続きをし
て、ご利用ください。

○　図書、雑誌等の探し方
　図書、雑誌等は、館内の蔵書検索専用端末を利用して探すことができます。
　館外からは図書館ホームページの「OPAC（蔵書検索）」で探すことができます。
　（https://www.kitakyu-u.ac.jp/lib/）　
　「ひびきのキャンパス」の蔵書については学術情報センターのホームページの「本を探す」
（https://media-lib.hibikino.ne.jp/）から探すことができます。
　（図書館ホームページのトップからもリンクしています）

１２　パソコンを使う
○　パソコンコーナー（本館２階）
　常設パソコンを設置しています。予約不要なので、空いていれば自由に利用できます。

○　プリントサービス
　生協提供のプリントサービス（有料）により、本館１階に設置したプリンターから印刷でき
ます。

○　無線 LAN（本館全階）
　個人の持込みパソコンで無線 LANの利用ができます。（※本館３階サイレントルーム除く）
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キャンパスでのパソコンや
インターネットの利用方法

情報総合センター

『ホームページを見たい』
『電子メールを使いたい』
『パソコンでレポートを書きたい』
などの、学生の皆さんの要望に添えるよう、各キャンパスで
は、パソコンやインターネットを自由に利用できる環境を提
供しています。
　ここでは、北九州市立大学ポータルシステム、北方キャン
パスでのパソコン自習室、無線LANの利用方法を説明しま
す。

　詳しくは、情報総合センターのホームページを確認してく
ださい。

URL : https://www.kitakyu-u.ac.jp/department/facilities/citm/
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【各キャンパス共通】

１　学内規則、インターネット利用注意事項について

　本学内に設置するパソコン等を利用する際には、本学の情報セキュリティポリシー、ネットワー
ク利用上の注意等定められたルールを厳守してください。
　違反した場合は、パソコン等およびWeb を利用した学内サービスを一時的に停止することがあ
ります。なお、卒業（修了）後は、学内サービスは利用できなくなります。

　ルールについては、情報総合センター「サービスについて」のページの各リンク先のページに記
載してあります。必ず目を通してください。（情報総合センターのホームページの「サービスにつ
いて」のリンクからアクセスできます。）

２　統合認証 ID について

　『統合認証 ID』は、以下のサービス・機器等を利用するために必要なものです。
　　＜適用対象＞
　　　北九州市立大学ポータルシステム等へのログイン、学内で利用する各種システムで利用
　　<北方 > 情報処理教室、自習室、学生ホール、図書館等のパソコン

　『統合認証 ID』（ユーザ ID）と初期パスワードは、入学時に配付した「パスワード等配付通知」
に記載されています。

　パスワード再発行の申請場所と受付時間
　パスワードを忘れたときは、再発行の手続きが必要です。手続きの際は、必ず本学の学生証
を持参して下さい。

北方キャンパス ひびきのキャンパス

申請場所 本館 6 階
『情報総合センター学生窓口』

事務棟３階
企画管理課　情報担当

受付時間
月～金 9：00～ 21：00、土 9：00～ 17：00

4月、10月は21：00まで
※日・祝日、休業期間を除く。

月～金 9：00 ～ 17：00
※土・日・祝日、休業期間を除く。

３　北九州市立大学ポータルシステムの利用について

（１）北九州市立大学ポータルシステム（略称：北九大ポータル）とは？
　お知らせ、電子メールをはじめ、その他学生生活に必要な機能をWeb上で提供するサービ
スです。

（２）主機能	 ・メール機能
	 ・学習支援（学習資料の閲覧・配布）、シラバス閲覧
	 ・履修登録
	 ・各種お知らせ（インフォメーション）
	 ・就職活動の情報
	 ・スケジュール管理等他にもいろいろな機能があります。
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（３）特徴
　北九大ポータルは、インターネットに接続しているパソコンであれば、自宅等からでも利
用することができます。主要な機能はスマートデバイス（スマートフォン・タブレット端末
等）からも利用できます。

４　Microsoft 365 Education について

（１）概要
　本学では日本マイクロソフト株式会社と教育機関向けライセンスプログラム（Microsoft 
365 Education）に関する契約を結んでいます。本学に在籍中の学生はMicrosoft社が提供する
Office 365等のサービスを利用できます。

（２）利用方法
　詳細については、北九大HPの「Microsoft 365 Education」から確認してください。

５　無線 LAN の利用について

（１）自分のノートパソコンやスマートデバイスをキャンパス内に持ち込み、ワイヤレス接続でイ
ンターネットを利用することができます。

（２）サービスエリア
〈北方〉本館学生ホール、厚生会館、学生交流スペース、図書館本館、一般教室
〈ひびきの〉ひびきの本館講義室、学内情報ギャラリー、オープンスペース

（３）利用に際して 
⃝	 無線 LAN（IEEE802.11b/11g/11n/11ac/11ax規格）に対応したノートパソコンやス
マートデバイスが必要です。

⃝	 接続する機器にはセキュリティ更新プログラムを適用してください。 
⃝	 接続方法については、北九大ポータル内に記載しています。

６　ソフトウェア利用に係る注意点について

　ソフトウェアは著作権法などによって保護されており、利用する上で守らなければならないルー
ルが定められています。各ソフトウェアの使用許諾契約書等の内容を正しく理解し、ソフトウェア
を不正に利用しないよう注意してください。

（１）不正利用の例
・インストール可能な台数を超えてPC等にソフトウェアをインストールする。
・友人が購入し使用しているソフトウェアを自分のPCにインストールする。
・許可されていない目的でソフトウェアを利用する。
・非正規品をWebサイト等から入手し利用する。
・有効期限が切れた体験版を利用する。

（２）不正利用のリスク
　ソフトウェアを不正に利用した場合は、著作権者から高額の損害賠償請求を受け、さらに
は刑事罰が科される可能性もあります。
　また、非正規品を利用することによりマルウェア等に感染するリスクも高まります。必ず
公式ストアや正規販売代理店から正規品を購入してください。
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７　パソコンの利用について

【北方キャンパス】

（１）北方キャンパスには、パソコン自習室が３室あり、本館学生ホールでの利用も可能です。
（２）パソコンを利用する際には、『統合認証ID』と「パスワード」が必要です。
（３）パソコン自習室の場所と利用可能時間

場　所 利　用　可　能　時　間

本館6階　E-610 月～土　　8：30～21：00

1号館　1-104 月～土　　8：30～21：00

3号館　3-209 月～土　　9：00～21：00（院生のみ使用可）

※日・祝日、休業期間を除く。

　北方キャンパス内のパソコンやインターネット等の利用に関する連絡事項は、情報総合セ
ンターのホームページ、北九大ポータルのインフォメーション等に掲載していますので、日
頃から確認を心がけてください。

【ひびきのキャンパス】

１．パソコンの利用について

　ひびきのキャンパスでは、下記の場所にてパソコンを利用することができます。
・各学科のPC演習室（問い合せ先：各学科担当教員、学科資料室）
・北九州学術研究都市　学術情報センター１階 講義室（問い合わせ先：学術情報センター準備
室）
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地域戦略研究所
学生の皆さんも利用できます。

　北方キャンパス３号館に設置
　　◇　資料室

　地域戦略研究所は、北九州地域のシンクタンクとして、北九州市の地域課題等の研究・教
育、アジア地域の調査研究を行うとともに、SDGs 推進に向けた調査研究や企業支援、人材
育成などに取り組んでいます。
　学生の皆さんが利用できる機能としては、北方キャンパス３号館１階に「資料室」があ
ります。調査研究、論文執筆、地域貢献活動などの際に、資料が必要な場合は、気軽に利
用してください。

◇ 資 料 室
　　利用可能時間：月曜日から金曜日（祝日・休校日除く）10：00～16：15

・産業経済、社会福祉、都市計画などの政策に関するものを中心として、地域に関する様々
な図書や雑誌を約14,000冊所蔵しています。

・受付は「北方キャンパス３号館１階の事務室」です。資料室へは係員が案内します。
・閲覧、貸出に際しては、学生証が必要です。
・図書は貸出（１ヶ月以内、３冊まで）も可能です。手続が必要ですので、係員にたずねて
ください。

　
【問い合わせ先】
　　北方キャンパス３号館１階　地域戦略研究所事務室
　　電話 093-964-4302　　Ｅメール chiikiken@kitakyu-u.ac.jp
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基盤教育センター

　基盤教育センターは、豊かな知性と人間性を育み、主体的に課題を解決していくための基盤とな
る能力、すなわち「基盤力」を有する学生を育成するため、「教養教育科目」と「外国語教育科
目」からなる「基盤教育科目」を提供しています。みなさんは卒業までにこのなかから40単位（外
国語学部中国学科および国際環境工学部は32単位）以上を修得することが必要です。基盤教育科目
の中には、初年次導入科目である「アカデミック・リテラシー」をはじめ、「データサイエンス入
門」や、英語科目である「Communicative English」（北方キャンパス）、「Scientific English」
（ひびきのキャンパス）などが含まれます。

【基盤教育科目の履修の仕方、学び方がわからない】
【専門科目を学ぶときや社会に出たときに役立つ教養を身につけたい】
【外国語をしっかり学んで活かせるようになりたい】

　基盤教育センターでは、こういった基盤教育科目についての履修指導・学習相談を実施していま
す。また、基盤教育科目の授業実施のお手伝いをしてくださる方、SA（Student Assistant）やTA
（Teaching Assistant）も募集しています。詳細は、直接、基盤教育センターにお問い合わせくだ
さい。

〈問い合わせ先〉
■基盤教育センター（北方キャンパス）
　基盤教育センター資料室（１号館１階）

　TEL　093-964-4025、Mail: s-kiban@kitakyu-u.ac.jp
　　　※資料室では授業関連の資料配布やTOEICスコアの管理も行っています
　　　（利用時間　平日 10：00～12：15、13：15～16：15）

■基盤教育センターひびきの分室（ひびきのキャンパス）
　学務課教務係

　TEL 093-695-3330、Mail: kyomu@kitakyu-u.ac.jp
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地域共生教育センター
～　地域につながる、自分をひろげる。～

学生の皆さんが地域での様々な活動を行うことで

成長するきっかけを提供する場所です。

地域の課題等に取り組みながら自分自身の成長と、

地域活性化や社会貢献に取り組んでみたいと考え

ている人は、是非お気軽にお越しください。

　地域共生教育センター（通称：421Lab.）

●北方キャンパス２号館１階
●月曜日～金曜日　（10:00 ～ 18:00）
●休館日…土日祝日、年末年始
　　　　　その他変更がある場合は、センター掲示板にて通知
● Tel … (093) 964-4092    FAX … (093) 964-4221
● Email … info421@kitakyu-u.ac.jp
●Web … https://www.kitakyu-u.ac.jp/421/
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１ 421Lab. はこんなところです。

　北九州市立大学地域共生教育センター（通称：421Lab.）は地域社会における実践活動を通じ次
世代を担う人材の育成を目指すとともに、本学の地域貢献活動の一翼を担うことを目的に、2010
年 4 月に設置されました。
　「421Lab.」は、大学の住所【北方4－ 2－ 1】と研究室を意味する【Laboratory】 を合わせて「421Lab.
（ヨンニーイチ・ラボ）」と名付けました。
　この場所は、地域の課題と大学の教育をつないでいきます。地域を活動フィールドとし、学生が
そこにある課題に取り組むことで、地域と大学がともに成長していく社会づくりを進めていく役割
を果たします。

2 421Lab. の理念 　　プログラムの基本となる 6つの理念

○地域貢献
　地域の抱えている課題等のニーズに対して、学生や教員が企画提案、運営支援、広報支
援などを行い、地域課題の解決等に取り組みます。

○人材育成
　地域社会の多様な人々と活動に取り組むことで単に知識を習得するのではなく、経験か
ら得られる思考力やリーダーシップ等の実践的な力を身に付けます。

○情報交流
　学生は大学内外の地域や団体の活動情報を収集・発信するとともに、発表会やセミナー
等の交流イベントを開催して地域と大学の相互交流を促進します。

○連携促進
　地域活動や企業の社会貢献活動等との連携を深め、様々なテーマを持って地域で活動す
る学生が増えることで、地域の活性化に貢献します。

○相談窓口
　地域と学生との橋渡し役として様々な相談に対応します。

○研究開発
　学生が取り組む地域活動を学生の成長を促すプログラムとして組み立てます。
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3 活動したいと思ったら

①まず 421Lab.に行ってみる
　地域共生教育センター（421Lab.）は、2号館の1階にあります。ここでは現在進行中のプロジェ
クトや地域から寄せられた最新のボランティア情報などをチェックすることができます。
　421Lab.に来室すると、参加している人からより詳しい活動の情報などを得ることができ、
担当教員とも相談しながら自分に合った活動を選ぶことができます。

②メール登録をする
　421Lab.のメール登録を行うと、ボランティアの最新情報をメールで受信することができま
す。現在、多数の学生がメール登録を済ませています。

③興味を持ったら申し込む
　活動分野や活動期間をチェックして、興味を持ったら 421Lab.へ申込みを行います。

④事前講座を受ける
　活動を行う前に必ず事前講座の受講が義務付けられています。この講座では地域活動を行う
心構えや社会人としてのマナーなどを習得できます。
　また、活動を行う際には賠償責任保険加入を義務付けています。賠償保険の加入手続の詳細
については講座内でご案内します。

⑤地域活動に参加する
　「なんのために活動するのか？」という目的意識をしっかり持ち、活動を終えた時にどんな自
分になっていたいのかという目標を立てます。各活動に 421Lab.の教職員が担当としてつきま
すので、初心者でも安心して活動を行うことができます。

⑥振り返りを行い、今後に活かす
　ボランティア活動や地域活動が終了したら、活動の振り返りの機会を設けます。自分ができ
たこと、できなかったことは何か、これからの学生生活にどのように活かすのかなどをディス
カッションやレポートなどで振り返ります。
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その他の教育プログラム

データサイエンス・AI 教育プログラム

データサイエンス・AI 教育プログラム

リテラシー

応用基礎

  実践（2025年度以降入学生対象）

 データサイエンス教育センター活動支援室（本館E-601）

　現代社会では、情報通信技術の進歩により膨大なビッグデータが生みだされており、そ
の活用スキルを持つ人材の育成が急務となっています。
　そこで本学では、データとAIを理解し活用するための基礎知識を身につけ、データをも
とに事象を適切に捉えて分析・説明できる力の養成を目的として、データサイエンス教育
センターを設置し、以下のプログラムを本学学生のみなさんに提供しています。

１．データサイエンスや AI などの技術を理解する
ための基盤となる知識を総合的に身につける。

２．データを適切に活用するための基礎的な技能
を身につける。

※申込不要（指定科目の単位修得のみ）

文部科学省
数理・データサイエンス・AI教育プログラム

認定制度　認定
修了要件

データサイエンス
入門

全学部・学群開講科目
2022 年度以降入学生対象

全学部・学群開講科目
2022 年度以降入学生対象

修了要件
社会で活きる

AI 技術

認定有効期限
2028年3月31日

まで

認定有効期限
2029年3月31日

まで

社会を動かす
データ活用

推奨科目
（詳細は本館 E-601 へ） 課外活動

プロジェクト
活動

データサイエンス入門

社会で活きるAI技術
社会を動かすデータ活用

プログラミング入門

データ分析

１．社会へのデータサイエンス・AI 技術の応用
を理解するための基盤となる知識を総合的に身
につける。

２．データサイエンス・AI 技術の実状を正しく理
解するために必要な技能を身につける。

３．データサイエンス・AI 技術の課題について
論理的に思考し、自分の考えや判断を適切な方
法で表現する力を身につける。

※申込不要（指定科目の単位修得のみ）

　リテラシープログラム、応用基礎プログラム
に加え、より一層学びを深めていくためのプロ
グラム。
　実際に身の回りのデータを扱って、データ分
析にチャレンジ。データサイエンスを活用した
課題解決を体験することで、社会で活きる力
を身につける。

　プロジェクト活動や DS 関連授業での質問など、本学学生の皆さん
が気軽に利用できる場所として開放しています。担当教員がなるべく
常駐していますので、気軽に訪問してください。

問合せ：データサイエンス教育センター事務局 ✉dsecenter@kitakyu-u.ac.jp

参加登録はこちら！
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アントレプレナーシップ教育プログラム

＜アントレプレナーシップってなに？＞
与えられた環境にとどまらず、自ら枠を超えて行動を起こし、新しい価値を生み出す精神

（出典）全国アントレプレナーシップ人材教育プログラム（文部科学省） 
https://entrepreneurship-education.mext.go.jp/　　

未来を切り拓く力を身につけたい！
そんなあなたにぴったりの新しい挑戦と学びがここにあります。
本学では、地域や社会の未来を担う人材を育成することを目的として
2025年度より「アントレプレナーシップ教育プログラム」をスタートし
ました。
この教育プログラムでは、様 な々事象を論理的に把握し、問題解決に
つなげる力や、社会の変化を前向きに捉え、自ら考え行動する力を育
んで育成いきます。

特に、こんな気持ちがある人にはオススメです！
　「何か新しいことに挑戦したい」「行動力やアイデアをカタチにする力を身につけたい」
　「刺激しあえる仲間と出会いたい」「将来は起業してみたい」または「企業の組織内で活躍したい」

この教育プログラムを、そんなあなたが踏み出す一歩目にしてみませんか？
小さな一歩から、未来は動き出します。あなたのチャレンジを、待っています。

●対象： 全学部・学群、全学年
●登録方法： （1）右の二次元コード（QR コード）から、本学公式 Web サイト

上のアントレプレナーシップ教育プログラム Web ページにアク
セスし、「手引き」を確認してください。

　　　　　　 （2）手引きの最終ページ掲載の二次元コード（QR コード）からエントリーフォー
ムにアクセス。必要事項を入力してエントリーしてください。

 　　登録者には、本教育プログラム関連イベントの案内をはじめとした各種情報
をお知らせします。

 　　なお、本教育プログラムへの登録後、実際にセミナー等に参加したり、コン
テストに応募したりするかどうかは、あなた次第です！

※各学部・学群の卒業要件とは一切関係ありません。

●プログラムの構成：詳細は、手引きをぜひチェックしてください。

～　2025 年度の実施内容（抜粋）　～

学外連携セミナー
「起業セミナー第１回」

プロジェクト
「カードゲームで
学ぼう！SDGs と
ビジネス No.2」

学外連携セミナー
「北九州市役所職員と一緒に
学ぶアントレプレナーシップ」

※実施内容は各年度で異なります
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　　　学生生活に
　　　　　関係深い例規等
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公立大学法人北九州市立大学定款（別表省略）

目次
　第１章　総則（第１条－第７条）
　第２章　役員（第８条－第１７条）
　第３章　審議機関
　　第１節　経営審議会（第１８条－第２０条）
　　第２節　教育研究審議会（第２１条－第２３条）
　第４章　業務の範囲及びその執行（第２４条・第２５条）
　第５章　資本金等（第２６条・第２７条）
　第６章　雑則（第２８条）
　付則

　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この公立大学法人は、大学を設置し、及び管理することにより、産業技術の蓄積、アジアとの交流
の歴史及び環境問題への取組といった北九州地域の特性を活かし、豊かな未来に向けた開拓精神に溢れる
人材の育成及び地域に立脚した高度で国際的な学術研究拠点の形成を図り、もって地域の産業、文化及び
社会の発展並びに魅力の創出に寄与するとともに、アジアをはじめとする世界の人類及び社会の発展に貢
献することを目的とする。
　（名称）
第２条　この公立大学法人は、公立大学法人北九州市立大学（以下「法人」という。）と称する。
　（大学の設置）
第３条　法人は、第１条の目的を達成するため、北九州市立大学（第１７条第４号、第１８条第２項第４
号、第２０条第１項第５号及び第２１条第２項第６号を除き、以下「大学」という。）を北九州市小倉南
区北方四丁目２番１号に設置する。
　（設立団体）
第４条　法人の設立団体は、北九州市とする。
　（事務所の所在地）
第５条　法人は、事務所を北九州市に置く。
　（特定地方独立行政法人又は一般地方独立行政法人の別）
第６条　法人は、一般地方独立行政法人とする。
（公告の方法）
第７条　法人の公告は、北九州市公報に登載して行う。

　　　第２章　役員
　（定数）
第８条　法人に、役員として、理事長１人、副理事長１人、理事５人以内及び監事２人以内を置く。
　（職務及び権限）
第９条　理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
２　理事長は、第１７条各号に掲げる事項について決定をしようとするときは、第１５条に規定する役員会
の議を経なければならない。
３　副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職
務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
４　理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
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５　理事は、理事長があらかじめ指定した順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を
代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
６　監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第
１１８号。以下「法」という。）第１３条第４項に規定する規則で定めるところにより、監査報告を作成
しなければならない。
７　監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業
務及び財産の状況の調査をすることができる。
８　監事は、法人が法第１３条第６項各号に掲げる書類を北九州市長（以下「市長」という。）に提出しよ
うとするときは、当該書類を調査しなければならない。
９　監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市長に意見を提出することがで
きる。
　（理事長の任命）
第１０条　理事長は、市長が任命する。
　（学長の任命）
第１１条　大学の学長（以下「学長」という。）は、理事長と別に任命するものとする。
２　学長を選考するため、学長選考会議（以下「選考会議」という。）を置く。
３　学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。
４　前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。
５　選考会議は、次に掲げる者各３人をもって構成する。
（１）第１８条第２項第３号及び第４号に掲げる者の中から同条第１項に規定する経営審議会（以下
「経営審議会」という。）において選出された者

（２）第２１条第２項第２号、第４号及び第５号に掲げる者（理事を兼ねる者を除く。）の中から同条
第１項に規定する教育研究審議会（以下「教育研究審議会」という。）において選出された者

６　選考会議に議長を置き、構成員の互選によってこれを定める。
７　議長は、選考会議を主宰する。
８　前３項に定めるもののほか、選考会議の議事の手続その他選考会議に関し必要な事項は、議長が選考会
議に諮って定める。
　（理事の任命等）
第１２条　理事は、理事長が任命する。
２　法人の事務局長（以下「事務局長」という。）は、理事となるものとする。
３　理事長は、理事の任命に当たっては、学外者（法人の役員又は職員以外の者をいう。以下同じ。）が含
まれるようにしなければならない。
　（監事の任命）
第１３条　監事は、市長が任命する。
　（任期）
第１４条　理事長の任期は、４年とする。
２　副理事長の任期は、法人の規程により定められる学長の任期によるものとする。
３　理事の任期は、４年とする。
４　監事の任期は、その任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第３４条第１項
に規定する財務諸表の承認の日までとする。
５　役員は、再任されることができる。この場合において、理事が最初の任命の際に学外者であったときの
第１２条第３項の規定の適用については、その再任の際に学外者とみなす。
　（役員会）
第１５条　法人に役員会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
　（役員会の招集及び議事）
第１６条　役員会は、理事長が招集する。
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２　理事長は、役員会の構成員から会議の目的たる事項を付して要求があったときは、役員会を招集しなけ
ればならない。
３　役員会に議長を置き、理事長をもって充てる。
４　役員会は、構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
５　役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第１７条　次に掲げる事項は、役員会の議を経なければならない。
（１）中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項
（２）法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項
（３）予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
（４）大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
（５）その他役員会が定める重要事項

　　　第３章　審議機関
　　　　第１節　経営審議会
　（設置及び構成）
第１８条　法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営審議会を置く。
２　経営審議会は、次に掲げる委員１５人以内で構成する。
（１）理事長
（２）副理事長
（３）理事
（４）学外者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する者

３　前項第４号に掲げる委員は、５人以上とする。
　（招集及び議事）
第１９条　経営審議会は、理事長が招集する。
２　理事長は、経営審議会の委員から会議の目的たる事項を付して要求があったときは、経営審議会を招集
しなければならない。
３　経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
４　経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ成立しない。
５　経営審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
　（審議事項）
第２０条　経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
（１）中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関する
もの

（２）法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの
（３）重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
（４）予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
（５）大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
（６）職員の人事及び評価に関する事項のうち、定数管理、福利厚生その他の法人の経営に関するもの
（７）組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
（８）その他法人の経営に関する重要事項

２　経営審議会は、前項第５号に掲げる事項並びに同項第６号に掲げる事項のうち教員の人事及び評価に関
する事項について審議するときは、あらかじめ、教育研究審議会の意見を聴き、当該意見に配慮するもの
とする。

　　　　第２節　教育研究審議会
　（設置及び構成）
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第２１条　大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究審議会を置く。
２　教育研究審議会は、次に掲げる委員２０人以内で構成する。
（１）学長
（２）大学の副学長
（３）事務局長
（４）学長が定める教育研究上の重要な組織の長
（５）教育研究審議会が定めるところにより学長が指名する職員
（６）学外者で大学の教育研究に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究審議会の意
見を聴いて学長が指名する者

　（招集及び議事）
第２２条　教育研究審議会は、学長が招集する。
２　学長は、教育研究審議会の委員から会議の目的たる事項を付して要求があったときは、教育研究審議会
を招集しなければならない。
３　教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
４　教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ成立しない。
５　教育研究審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
る。
　（審議事項）
第２３条　教育研究審議会は、次に掲げる事項について審議する。
（１）中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、大学の教育研究に関
するもの

（２）法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、大学の教育研究に関するもの
（３）重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、大学の教育研究に関するもの
（４）教育課程の編成に関する方針に係る事項
（５）学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
（６）学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に
係る事項

（７）教員の人事及び評価に関する事項（第２０条第１項第６号に係るものを除く。）
（８）教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
（９）第２０条第２項に規定する教育研究審議会の意見
（10）その他大学の教育研究に関する重要事項

　　　第４章　業務の範囲及びその執行
　（業務の範囲）
第２４条　法人は、次に掲げる業務を行う。
（１）大学を設置し、これを運営すること。
（２）学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
（３）法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連
携による教育研究活動を行うこと。

（４）地域の生涯学習の充実に資する多様な学習機会を提供すること。
（５）地域社会及び国際社会において、大学における教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進す
ること。

（６）前各号の業務に付帯する業務を行うこと。
　（業務方法書）
第２５条　法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるとこ
ろによる。
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　　　第５章　資本金等
　（資本金）
第２６条　法人の資本金については、別表第１及び別表第２に掲げる資産を北九州市が出資するものとし、
当該資本金の額は、当該資産について、出資の日における時価を基準として北九州市が評価した価額の合
計額とする。
　（解散に伴う残余財産の帰属）
第２７条　法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産
を北九州市に帰属させる。

　　　第６章　雑則
　（規程への委任）
第２８条　法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、理事長が定め
る規程による。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この定款は、法人の成立の日から施行する。
　（学長の任命に関する特例）
２　第１１条第３項の規定による大学の設置後最初の学長の任命は、同項の規定にかかわらず、選考会議の
選考に基づくことを要しないものとする。
３　前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。
４　前項に規定する副理事長の任期は、第１４条第２項の規定にかかわらず、４年とする。
　（教育研究審議会の委員に関する特例）
５　第２１条第２項の規定にかかわらず、大学の設置後最初の教育研究審議会は、同条第２項第１号から第
４号までに掲げる委員で構成するものとする。

　　　付　則
　この定款は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。
　（平成19年6月18日認可）

　　　付 則
　この定款は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。
　（平成26 年3 月31 日認可）

　　　付 則
　この定款は、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。
　（平成29 年3 月30 日認可）

　　　付　則
　（施行期日）
１　この定款は、平成３０年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この定款の施行の際現に公立大学法人北九州市立大学の監事である者の任期については、なお従前の例
による。
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（北九州市立大学学則）

北九州市立大学学則

平成１７年４月１日
北 九 大 学 則 第 １ 号

目次
第 1章　総則（第 1条―第 18 条）
第 2章　入学（第 19 条―第 29 条）
第 3章　教育課程、履修方法及び単位の認定（第 30 条―第 38 条）
第 4章　在学期間、休学、退学、除籍及び復学（第 39 条―第 43 条）
第 5章　卒業及び学士の学位（第 44 条・第 45 条）
第 6章　賞罰（第 46 条・第 47 条）
第 7章　科目等履修生、特別科目等履修学生、委託生、研修員、コミュニティ・コース受講生、研究生

及び外国人留学生（第 48 条―第 54 条）
第 8章　授業料等の徴収（第 55 条）
第 9章　社会貢献（第 56 条）
付則

　　　第１章　総則

　（目的）
第１条　北九州市立大学（以下「本学」という。）は、時代を切り拓く知を創造し、人間性豊かで有能な人
材を育成することによって、地域の産業、文化及び社会の発展並びにアジアをはじめとする国際社会の発
展に貢献することを目的とする。
　（自己評価及び外部評価）
第２条　本学は、教育研究水準の向上に資するため、本学の教育研究等の状況について自ら点検及び評価を
行い、その結果を公表するものとする。
２　本学は、前項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法（昭和22年法律第
26号。以下「法」という。）第109条第２項に規定する認証評価機関の評価を受けるものとする。
３　第１項の点検及び評価並びに前項の評価に関し必要な事項は、別に定める。
　（学部、学科、教育研究上の目的及び定員）
第３条　本学に置く学部（法第85条ただし書に規定する組織として置く学群を含む。以下同じ。）及び各学
部の教育研究上の目的は、以下のとおりとする。

学　部 目　　的
外 国 語 学 部 外国語の高度な運用能力を持ち、専攻する地域の文化・社会・歴史・政

治経済と国際関係に関する専門的知識を有し、国際社会で活躍できるグ
ローバルな人材の養成

経 済 学 部 幅広い教養と経済・経営情報に関する基礎および応用分野の知識を持
ち、社会や経済・経営の諸問題を論理的に分析し解決する能力を兼ね備
えた人材の養成

文 学 部 自文化の発信と異文化への理解を深める能力を持つ世界的な視野に立っ
た人材、または、真の意味での人間の健康的な生活のあり方を探求する
人材の養成
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法 学 部 社会における様々な問題を発見・分析する能力を備え、法的思考力や政
策立案・評価能力を駆使することにより、弾力的で総合的な判断に基づ
いて問題を解決し、社会の発展に貢献することができる人材の養成

国際環境工学部 環境問題に対する深い認識（環境マインド）を持ち、工学の多様化に対
応できる基礎素養と工学的専門知識ならびに問題解決能力を備え、社会
の持続的発展に貢献できる人材の養成

地 域 創 生 学 群 幅広い教養と実践力を持った専門性を備え、地域に関する理論と現場理
解により地域社会をマネジメントし、地域の再生と創造に貢献できる人
材の養成

２　第１項に規定する学部に置く学科（学類を含む。以下同じ。）及び教育研究上の目的は、次のとおりと
する。

学　部 学　科 目　　　的

外 国 語 学 部 英 米 学 科 高度な英語運用能力と、英米および英語圏の文化・
社会の諸問題についての専門的知識を兼ね備えた、
国際社会で活躍できる人材の養成

中 国 学 科 高度かつ実践的な中国語運用能力と、中国及び中国
語圏の言語・文学・文化・歴史・経済などに関する
専門的知識を兼ね備えた、国際社会で活躍できる人
材の養成

国 際 関 係 学 科 国際関係と地域研究の発展的な知識と、英語を中心
に優れた語学力を兼ね備え、グローバルな視野に
立って活躍できる国際人の養成

経 済 学 部 経 済 学 科 豊かな教養と経済学の基礎及び応用分野に関する知
識を兼ね備え、理論と実践を統合することにより、
社会や経済の諸問題を解決できる人材の養成

経 営 情 報 学 科 幅広い教養を身につけ、経営学を理解し、情報科学
や会計学の手法も駆使することで、さまざまな企業
経営や社会に関する諸問題を解決できる人材の養成

文 学 部 比 較 文 化 学 科 日本文化と欧米文化をはじめとする異文化への深い
認識を持ち、自文化の発信と異文化への理解を深め
る能力を持つ世界的な視野に立った人材の養成

人 間 関 係 学 科 人間の存在、行動、発達を社会環境や自然環境など
との関連において学際的、総合的に把握し、真の意
味での人間の健康的な生活のあり方を探求する人材
の養成

法 学 部 法 律 学 科 法理論の深い理解、広い知識及び総合的判断力を持
ち、法現象に対して弾力的に対処し得る法的思考
力・処理能力を備えた人材の養成

政 策 科 学 科 地域社会、国際社会などにおける様々な問題を発見
し分析する能力、解決策を立案する能力、さらに評
価能力を有した人材の養成

国際環境工学部 環境化学工学科 化学に関する基礎学力と実践力を身につけ、物質変
換を含む物質の流れを制御することにより物質の生
産、エネルギー・資源循環、環境改善を実現する人
材の養成

機 械 シ ス テ ム
工 学 科

機械システム技術者として、環境に配慮したものづ
くりで、「豊かな社会」と「持続可能な社会」との
両立に貢献できる人材の養成
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情 報 シ ス テ ム
工 学 科

電子・情報・通信を基礎とする情報システム工学を
理解し、情報環境の生み出す諸問題を解決できる能
力を持つ人材の育成

建築デザイン学科 建築デザインおよび建築技術に関する基礎学力と実
践力を身に付け、地球環境に配慮した建築・都市の
創造と保全に貢献できるアーキテクト・マインドと
技術者倫理を理解した人材の養成

生 命 工 学 科 生物や生態系を活用して新しい材料や技術を提案で
きるとともに、マネジメント手法や環境管理手法を
身に付けた人材の養成

地域創生学群 地 域 創 生 学 類 幅広い教養と実践力を持った専門性を備え、地域に
関する理論と現場理解により地域社会をマネジメン
トし、地域の再生と創造に貢献できる人材の養成

３　第１項に規定する学部の定員は、次のとおりとする。

学　部 学　科 入学定員 収容定員

外 国 語 学 部 英 米 学 科 135人 540人

中 国 学 科 50人 200人

国 際 関 係 学 科 80人 320人

経 済 学 部 経 済 学 科 142人 568人

経 営 情 報 学 科 142人 568人

文 学 部 比 較 文 化 学 科 142人 568人

人 間 関 係 学 科 80人 320人

法 学 部 法 律 学 科 177人 708人

政 策 科 学 科 76人 304人

国 際 環 境 工 学 部 環 境 化 学 工 学 科 45人 180人

機 械 システム工学科 45人 180人

情 報 システム工学科 70人 280人

建 築 デ ザ イ ン 学 科 50人 200人

生 命 工 学 科 45人 180人

地 域 創 生 学 群 地 域 創 生 学 類 120人 480人

　（大学院）
第４条　本学に大学院を置く。
２　大学院については、別に定める。
　（職員）
第５条　本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
　（学長）
第６条　学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
２　学長は、本学の教育研究に関する重要事項について決定しようとするときは、教育研究審議会の審議結
果を尊重するものとする。
　（副学長）
第７条　本学に副学長を置く。
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２　副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
３　副学長に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（学部長及び学科長）
第８条　本学の学部（学群を除く。）に学部長及び学科長、学群に学群長及び学類長を置く。
２　学部長（学群長を含む。第４４条第２項の規定を除き、以下同じ。）は、学部に関する校務をつかさど
る。
３　学科長（学類長を含む。以下同じ。）は、学部長の職務を助けるとともに、学科に関する校務をつかさ
どる。
４　学部長及び学科長に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（教授会）
第９条　学部に教授会を置く。
２　教授会に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（付属施設）
第10条　本学に地域戦略研究所、国際教育交流センター、図書館、基盤教育センター、入試センター、キャ
リアセンター、地域貢献室、地域共生教育センター、情報総合センター環境技術研究所及び広報センター
を置く。
　（地域戦略研究所）
第11条　地域戦略研究所は、都市等地域に関する諸問題について、総合的調査研究を行うことを目的とす
る。
２　地域戦略研究所に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（国際教育交流センター）
第12条　国際教育交流センターは、本学における日本語に関する教育及び研究並びに国際交流の推進に資す
ることを目的とする。
２　国際教育交流センターに関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（図書館）
第13条　図書館は、本学における学術資料を集積し、利用に供するとともに、教育研究活動に資することを
目的とする。
２　図書館に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（基盤教育センター）
第13条の２　基盤教育センターは、第３条第２項に規定する各学科において共通して開設される基盤教育科
目（教養教育科目、情報教育科目及び外国語教育科目から構成される科目をいう。）の企画・実施及び教
育内容・方法などの系統的研究を行い、自ら考え判断して生きていくための「基盤」となる能力を備えた
人材の養成に資することを目的とする。
２　基盤教育センターに関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（入試センター）
第13条の３　入試センターは、本学における入学試験の調整、とりまとめを行うとともに入学試験の適正な
実施を統括し、優秀な学生の入学に資することを目的とする。
２　入試センターに関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（キャリアセンター）
第13条の４　キャリアセンターは、本学における学生の就職及び進路に関するキャリア支援を行い、学生の
就職及び進路の決定に資することを目的とする。
２　キャリアセンターに関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（地域貢献室）
第13条の５　地域貢献室は、本学における地域貢献及び地域連携の推進に資することを目的とする。
２　地域貢献室に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（地域共生教育センター）
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第13条の６　地域共生教育センターは、地域社会における実践活動を通じ、次世代を担う人材の育成を目指
すとともに、併せて本学の地域貢献活動の一翼を担うことを目的とする。
２　地域共生教育センターに関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（情報総合センター）
第13条の７　情報総合センターは、本学における高度情報化のための基盤を整備し、教育研究活動に資する
ことを目的とする。
２　情報総合センターに関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（環境技術研究所）
第13条の８　環境技術研究所は、産業発展や災害対策に寄与するために、環境、エネルギー及び情報分野等
の研究と技術開発を進めることを目的とする。
２　環境技術研究所に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（広報センター）
第13条の９　広報センターは、優秀な学生の志願者及び入学者の確保及び社会に向けて本学の認知度・知名
度向上のため、広報活動を推進することを目的とする。
２　広報センターに関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（留学生会館）
第14条　本学に留学生会館を置く。
２　留学生会館は、外国人留学生に居住及び交流の場を提供することにより、留学生活の支援並びに外国人
留学生相互及び外国人留学生と市民との交流の促進に資することを目的とする。
３　留学生会館の管理に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（事務局）
第15条　本学に事務局を置く。
２　事務局に関し必要な事項は、別に定める。
　（修業年限）
第16条　本学の修業年限は、４年とする。
　（学年及び学期）
第17条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。ただし、第54条第１項の規定により入学を
許可された外国人留学生のうち学長が特に必要と認めたものに係る学年は、１０月１日に始まり、翌年９
月３０日に終わる。
２　学年を次の２学期に分ける。
　　第１学期　４月１日から９月３０日まで
　　第２学期　１０月１日から翌年３月３１日まで
３　前項の規定にかかわらず、学長が教育上特に必要と認める場合には、第２学期の授業を第１学期中に行
うことができる。
　（休業日）
第18条　休業日は次のとおりとする。ただし、学長が特に必要と認めた場合には、休業日を変更し、又は臨
時に休業することができる。
（1）日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
（2）創立記念日　５月４日
（3）夏期休業　８月８日から９月３０日まで
（4）冬期休業　１２月２６日から翌年の１月７日まで

　　　第２章　入学

　（入学の資格）
第19条　本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教
育を修了した者を含む。）

（3）外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し
たもの

（4）専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも
のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

（5）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を
修了した者

（6）文部科学大臣の指定した者
（7）高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）による高等学校卒業程度認定試験に
合格したもの（同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13
号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。）

（8）法第90条第２項の規定により他の大学に入学した者であって、本学における教育を受けるにふさわし
い学力があると、教授会の議を経て、学長が認めたもの

（9）個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると、教授会の議を経て、
学長が認めた者で、18歳に達したもの

　（入学の時期）
第20条　入学の時期は、学年の始めとする。
　（入学の出願）
第21条　本学に入学を志願する者（以下「入学志願者」という。）は、所定の期日までに、本学が定める入
学願書その他本学が必要と認める書類を提出するとともに、別に定める入学検定料を納めなければならな
い。
　（入学者の選考）
第22条　入学志願者に対しては、選考の上教授会の議を経て学長が合格を決定する。
　（入学の許可等）
第23条　前条の規定により合格を決定された者は、学長の定める入学に関する手続を指定の期日までに完了
しなければならない。
２　学長は、前項の入学に関する手続を完了した者に対して入学を許可する。
第24条　　削除
　（学士入学）
第25条　学長は、次の各号のいずれかに該当する者が本学に入学を志願する場合には、選考の上教授会の議
を経て学士入学者として入学を許可することができる。
（1）本学を卒業した者
（2）他の大学を卒業した者
（3）法第104条第３項の規定により学士の学位を授与された者
（4）外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
（5）学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号。）第155条第1項第4号の文部科学大臣の指定した
者。

（6）前各号に定めるもののほか、本学又は他の大学を卒業した者と同等以上の学力があると、教授会の議
を経て、学長が認めた者

　（編入学）
第26条　学長は、次の各号のいずれかに該当する者が本学に入学を志願する場合には、選考の上教授会の議
を経て入学を許可することができる。
（1）他の大学を退学した者
（2）短期大学を卒業した者
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（3）高等専門学校を卒業した者
（4）法第132条に規定する者 
（5）外国において、学校教育における14年の課程を修了した者
（6）外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度
において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国にお
いて修了した者（法第90条第1項に規定する者に限る。）

（7）高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校を含む。）の専攻科の課程（修業年限が2年以
上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（法第90条第1
項に規定する者に限る。）

　（再入学）
第27条　学長は、第41条の規定により退学した者又は第42条第１項の規定により除籍された者が退学し、又
は除籍されるときに在籍していた学科又は専攻（当該学科又は専攻が廃止されているときは、当該学科又
は専攻に相当する学科又は専攻として学長が定める学科又は専攻）に再入学を志願する場合には、選考の
上教授会の議を経て再入学を許可することができる。
２　前項の場合において、再入学を志願する者が退学し、又は除籍された日から再入学しようとする日まで
の期間が５年を超える場合には、前項の選考においては学力試験を行うものとする。
　（準用）
第28条　第21条及び第23条の規定は、第24条から前条までの規定により入学をしようとする者について準用
する。
　（転学部）
第28条の２　学長は、本学の学生で、他の学部への転学部を志願する者があるときは、選考の上志願しよう
とする学部の教授会の議を経てこれを許可することができる。
　（転学科）
第29条　学長は、同一の学部内での転学科を志願する者があるときは、当該学部の教授会の議を経てこれを
許可することができる。

　　　第３章　教育課程、履修方法及び単位の認定

　（教育課程の編成方針）
第30条　本学は、大学、学部の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程
を編成するものとする。
2　教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及
び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
　（教育課程の編成方法）
第31条　教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目又は自由科目に分け、これを各年次に配当して編成
するものとする。
２　各授業科目、その単位数及び履修方法等については、学部規程で定める。
　（副専攻）
第31条の２　第30条第1項により編成する教育課程として、学部の教育課程のほか特定の分野に関する教育
課程（以下「副専攻」という。）を開設することができる。
２　副専攻に関し必要な事項については、別に学長が定める。
　（授業の方法）
第32条　授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行うも
のとする。
２　学部長は、文部科学大臣が別に定めるところにより、教授会の議を経て、前項の授業を、多様なメディ
アを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
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３　学部長は、教授会の議を経て、第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定に
より、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合について
も、同様とする。
４　第1項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、本学の校舎及び附属施設以外の場所
で行うことができる。
　（単位）
第33条　授業科目の単位の計算は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成するこ
とを標準とし、次に掲げる基準によるものとする。
（1）講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で学長が別に定める時間の授業をもって１単
位とする。

（2）実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で学長が別に定める時間の授業をもっ
て１単位とする。

２　前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究及び卒業設計の授業科目については、これらの学修の成
果を評価して単位を与えることが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、学長が
単位数を定めることができる。
　（履修）
第34条　学生は、第31条第２項の規定により定められた履修方法に従い履修しなければならない。
２　学生は、他の学部又は学科の授業科目を履修し、その単位を修得することができる。
３　前項に規定する履修及び単位の修得に関し必要な事項は、別に学長が定める。
４　学部長は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定
の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を
経て、その計画的な履修を認めることができる。
　（単位の授与及び成績の評価)
第35条　一の授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、第33条第２項
に規定する授業科目については、学修の成果を評価して単位を与えることができる。
２　成績の評価は、秀、優、良、可及び不可とし、秀、優、良及び可を合格とする。
　（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第36条　学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目に
ついて修得した単位を、60単位を超えない範囲で、教授会の議を経て本学における授業科目の履修により
修得したものとみなすことができる。
２　前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合について準用する。
３　他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学における授業科目の履修について必要な事
項は、別に学部長が定める。
　（本学以外の教育施設等における学修）
第37条　学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学
修その他文部科学大臣が別に定める学修（第３項において「本学以外の教育施設等における学修」とい
う。）を、教授会の議を経て本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
２　前項の規定により与えることができる単位数は、前条第１項（同条第２項において準用する場合を含
む。）の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
３　本学以外の教育施設等における学修について必要な事項は、別に学部長が定める。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第38条　学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学、他の大学又は短期大学に
おいて履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を教授会の
議を経て本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
２　学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を
教授会の議を経て本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
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３　前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、第24条、第25条又は第
26条の規定により入学した場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第36条第１項
（同条第２項において準用する場合を含む。）及び前条第１項の規定により本学において修得したものと
みなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
４　入学前に既に修得した単位等の認定に関し必要な事項は、別に学部長が定める。

　　　第４章　在学期間、休学、退学、除籍及び復学

　（在学期間）
第39条　在学期間は、４年以上８年以下とする。ただし、進級制度（第２年次から第３年次への進級につい
て、学部規程で定める基準を満たしている学生を進級させる制度をいう。)を採用する学部に係る在学期
間については、進級前又は進級後の年次に係る合計の年数がそれぞれ４年以下とする。
２　前項の規定にかかわらず、第25条から第27条までの規定により第２年次に入学した者の在学期間にあっ
ては３年以上６年以下、第３年次に入学した者の在学期間にあっては２年以上４年以下、第27条の規定に
より第４年次に入学した者の在学期間にあっては１年以上２年以下とする。ただし、国際環境工学部の第
２年次に入学した者が当該年次に留まることができる年数は２年以下とする。
３　学生が学長の許可を受けて外国の大学又は短期大学に留学する場合には、留学期間は、在学期間に算入
する。
　（休学）
第40条　学長は、疾病その他やむを得ない理由により３月以上修学することができない者に対して、その者
の願い出により、教授会の議を経て休学を許可することができる。
２　休学期間は、４年を超えることができない。
３　休学期間は、在学期間に算入しない。
４　前３項に規定するもののほか、休学に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（退学）
第41条　退学しようとする者は、学長に退学願を提出しなければならない。
２　学長は、前項の退学願を受け付けたときは、その者について、教授会の議を経て退学を許可することが
できる。
３　前２項に規定するもののほか、退学に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（除籍）
第42条　学長は、授業料の納入を怠り、督促を受けてもなお指定期日までに納入しない者を除籍する。
２　学長は、教授会の議を経て次の各号のいずれかに該当する者を除籍する。
（1）第39条に規定する在学期間を超えた者
（2）第40条第２項に規定する休学期間を超えた者
（3）死亡した者
　（復学）
第43条　学長は、第40条第１項の規定により休学した者で休学の事由が消滅したものが復学を願い出たとき
は、教授会の議を経てこれを許可することができる。
２　前項に規定するもののほか、復学に関し必要な事項は、別に学長が定める。

　　　第５章　卒業及び学士の学位

　（卒業及び学士の学位）
第44条　学長は、本学に４年（第25条から第27条までの規定により第２年次に入学した者にあっては３年、
第24条から第27条までの規定により第３年次に入学した者にあっては２年、第27条の規定により第４年次
に入学した者にあっては１年)以上在学し、学部規程に定める授業科目及びその単位数で次の表に定める
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ものを修得した者に対して教授会の議を経て卒業を認定する。この場合において必要があると認めるとき
は、学部規程中に、在学期間及び卒業要件単位に加え、卒業の要件を設けることができる。

学　　部 学　　科 単　位　数

外 国 語 学 部 英 米 学 科 124単位

中 国 学 科 124単位

国 際 関 係 学 科 124単位

経 済 学 部 経 済 学 科 124単位

経 営 情 報 学 科 124単位

文 学 部 比 較 文 化 学 科 124単位

人 間 関 係 学 科 124単位

法 学 部 法 律 学 科 124単位

政 策 科 学 科 124単位

国 際 環 境 工 学 部 環 境 化 学 工 学 科 124単位

機 械 シ ス テ ム 工 学 科 124単位

情 報 シ ス テ ム 工 学 科 124単位

建 築 デ ザ イ ン 学 科 124単位

生 命 工 学 科 124単位

地 域 創 生 学 群 地 域 創 生 学 類 124単位

２　前項の規定にかかわらず、学長は、学部（学群を除く。）に３年以上在学し、学部規程に定める授業科
目及びその単位数で同項の表に定めるものを優秀な成績で修得した者が希望する場合には、教授会の議を
経て、４年未満の在学で卒業を認定することができる。ただし、学士入学者、編入学者及び再入学者に対
する取り扱いについては、教授会の議を経て学長が別に定める。
３　第１項に規定する単位数のうち、第32条第２項に規定する授業の方法により修得する単位数は60単位を
超えないものとする。
４　学長は、第１項又は第２項の規定により卒業を認定した者に対し、別に学長が定めるところにより、教
授会の議を経て、学士の学位を授与する。
５　第１項又は第２項の規定による卒業の認定及び前項の規定による学位の授与は、３月に行う。ただし、
学長は、第１項に規定する単位数を修得した者から願い出があったときは、教授会の議を経て９月にこれ
を行うことができる。
　（教育職員免許状の取得）
第45条　教育職員免許状を授与されるに必要な資格を取得しようとする者は、教育職員免許法（昭和24年法
律第147号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める単位数を修得しなければ
ならない。
２　本学において取得し得る教育職員免許状の種類等は、別表のとおりとする。
３　本学は、前項に規定する各学科に共通する「教育の基礎的理解に関する科目等」及び「大学が独自に設
定する科目」を開設するものとする。
　（社会福祉士国家試験受験資格の取得）
第45条の２　社会福祉士国家試験の受験資格を取得しようとする者は、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和
62年法律第30号）に定める社会福祉に関する科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
２　前項に規定する科目の単位数及び履修方法については、学部規程で定める。



授

業

料

就
職
・
進
路

新
入
生
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

地
域
戦
略

研

究

所
基
盤
教
育

セ
ン
タ
ー

学
生
支
援

図
書
館
利
用
方
法

（
北
方
キ
ャン
パ
ス
）

海
外
留
学

そ
の
他
の
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム

課
外
活
動

国
際
教
育

交
流
セ
ン
タ
ー

地
域
共
生
教
育

セ
ン
タ
ー

学
生
相
談

パ
ソ
コ
ン

利
用
方
法

グ
ロ
ー
バ
ル
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム

例

規

等

キ
ャ
ン
パ
ス

ル

ー

ル

113

（北九州市立大学学則）

　　第６章　賞罰

　（表彰）
第46条　学生として模範とするに足る者は、教育研究審議会の議を経て、学長が表彰することができる。
　（懲戒）
第47条　次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の議を経て学長はこれを懲戒することができる。
（1）この学則その他の規程に違反した者
（2）性行不良で改善の見込みがないと認められる者
（3）正当の理由がなく出席が常でない者
（4）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
２　懲戒は、退学、停学及び訓告とし、退学は前項第2号又は第4号に該当する者に限り行うことができる。
３　前２項に規定するもののほか、懲戒に関し必要な事項は、別に学長が定める。

第７章	 科目等履修生、特別科目等履修学生、委託生、研修員、コミュニティ・コース受講生、
	 研究生及び外国人留学生

　（科目等履修生）
第48条　学長は、本学の学生以外の者が本学の開設する授業科目を履修しようとする場合において、本学の
教育に支障がないと認めるときは、選考の上教授会の議を経て科目等履修生として履修を許可することが
できる。
２　科目等履修生が履修した授業科目については、所定の単位を与える。
３　第35条第１項本文及び第２項の規定は、科目等履修生の単位の認定について準用する。
４　前３項に規定するもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、教授会の議を経て学長が別に定め
る。
　（特別科目等履修学生）
第49条　学長は、他の大学、高等専門学校又は外国の大学（以下「他の大学等」という。）との協議に基づ
き、教授会の議を経て、当該他の大学等の学生が特別科目等履修学生として、本学の開設する授業科目を
履修することを許可することができる。
２　前項の協議をやむを得ない事由により事前に行うことができない場合については、同項の規定にかかわ
らず、事後において当該協議を行うことができる。
３　特別科目等履修学生が本学において履修した授業科目については、所定の単位を与える。
４　前３項に規定するもののほか、特別科目等履修学生に関し必要な事項は、教授会の議を経て学長が別に
定める。
　（委託生）
第50条　学長は、公の機関又は団体との協議に基づき、その機関又は団体に所属する者が委託生として本学
の開設する授業科目を履修することを教授会の議を経て許可することができる。
２　前項に規定するもののほか、委託生に関し必要な事項は、教授会の議を経て学長が別に定める。
　（研修員）
第51条　学長は、他の大学、研究機関その他学外の団体（以下「他の大学等」という。）が、その所属する
者について、本学において研修を行わせることを申し出た場合には、教授会の議を経て、当該他の大学等
に所属する者が研修員として、本学において研修することを、許可することができる。
２　前項に規定するもののほか、研修員に関し必要な事項は、教授会の議を経て学長が別に定める。
　（コミュニティ・コース受講生）
第52条　学長は、コミュニティ・コース受講生として本学の開設する授業科目を履修しようとする者がある
場合は、本学の教育に支障がないと認めるときに限り、選考の上教授会の議を経てその受講を許可するこ
とができる。
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２　前項に規定するもののほか、コミュニティ・コース受講生に関し必要な事項は、教授会の議を経て学長
が別に定める。
　（研究生）
第53条　学長は、国際環境工学部で特定の事項について研究しようとする者について、選考の上教授会の議
を経て研究生として入学を許可することができる。
２　前項に規定するもののほか、研究生に関し必要な事項は、教授会の議を経て学長が別に定める。
　（外国人留学生）
第54条　学長は、外国人で本学において教育を受ける目的をもって入国し、入学を志願するものに対して
は、特別の選考の上教授会の議を経て外国人留学生として入学を許可することができる。
２　外国人留学生の選考その他入学に関し必要な事項は、教授会の議を経て学長が別に定める。

　　　第８章　授業料等の徴収

　（授業料等の徴収）
第55条　授業料、入学金その他の費用の徴収については、別に定める。

　　　第９章　社会貢献

　（社会貢献）
第56条　本学は、社会貢献に資するため、他大学等の教育機関との連携、公開講座等の生涯学習の推進等に
よる地域社会との連携及び留学生等との交流促進等による国際交流の推進を行うものとする。
２　前項の社会貢献に関して必要な事項は、学長が別に定める。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成１７年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　外国語学部の外国語学科（英語専攻に限る。）及び国際関係学科、経済学部の経済学科及び経営情報学
科、文学部の人間関係学科並びに法学部の法律学科及び政策科学科における昼間主コースの平成１７年度
及び平成１８年度の収容定員は、第３条第２項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

区　　分 収容定員

外国語学部
外国語学科 英語専攻 昼間主コース

平成17年度 366人
平成18年度 362人

国 際 関 係 学 科 昼間主コース
平成17年度 266人
平成18年度 262人

経済学部
経 済 学 科

昼間主コース
平成17年度 635人

経 営 情 報 学 科 平成18年度 625人

文学部 人 間 関 係 学 科 昼間主コース
平成17年度 303人
平成18年度 301人

法学部
法 律 学 科 昼間主コース

平成17年度 643人
平成18年度 641人

政 策 科 学 科 昼間主コース
平成17年度 284人
平成18年度 276人

３　別表の規定は、平成１７年度以後の入学者（学士入学者、編入学者及び再入学者を除く。以下同じ。）
について適用し、平成１６年度以前の入学者については、なお従前の例による。
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４　別表の規定は、平成１９年度以後の学士入学者及び編入学者について適用し、平成１８年度以前の学士
入学者及び編入学者については、なお従前の例による。
５　別表の規定は、再入学者のうち、当該者が退学し、又は除籍される前に入学した年度が平成１７年度以
後である者について適用し、当該者が退学し、除籍される前に入学した年度が平成１６年度以前であるも
のについては、なお従前の例による。
６　前４項に定めるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が別に定める。

　　　付　則
　この規則は、平成１８年１月１０日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成１８年３月２２日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　外国語学部外国語学科は、改正後の第３条第２項の規程にかかわらず、平成１８年３月３１日に外国語
学科に在学する者が外国語学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
３　前項の規程により存続する外国語学科の収容定員は、次のとおりとする。

区　　分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
以後

外国語学科
英 語 専 攻

昼間主コース 270人 180人 90人 0人
夜間主コース 75人 50人 25人 0人

中国語専攻
昼間主コース 105人 70人 35人 0人
夜間主コース 30人 20人 10人 0人

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第３５条及び別表の規定は、平成１９年度以後の入学者（学士入学者、編入学者及び再入学者
を除く。以下同じ。）について適用し、平成１８年度以前の入学者については、なお従前の例による。
３　学士入学者及び編入学者に係る第３５条及び別表の規定の適用については、当該学士入学者及び編入学
者が入学のときに属することとなる年次の在学者と同様とする。
４　改正後の第３５条の規定は、再入学者のうち、当該者が退学し、又は除籍する前に入学した年度が平成
１９年度以後であるものについて適用し、当該者が退学し、又は除籍される前に入学した年度が平成１８
年度以前であるものについては、なお従前の例による。
５　再入学者に係る別表の規定の適用については、当該再入学者が再入学のときに属することとなる年次の
在学者と同様とする。
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　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成２０年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　国際環境工学部環境化学プロセス工学科は、改正後の第３条第２項の規定にかかわらず、平成２２年３
月３１日に環境化学プロセス工学科に在学する者が環境化学プロセス工学科に在学しなくなるまでの間存
続するものとする。
３　前項の規定により存続する環境化学プロセス工学科の収容定員は、次のとおりとする。

区　　分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
以後

国際環境工学部 環境化学プロセス工学科 160人 110人 55人 0人

４　改正後の第４４条の規定は、平成２０年度以後の入学者（第３年次編入学者及び再入学者を除く。以下
同じ。）について適用し、平成１９年度以前の入学者については、なお従前の例による。
５　第３年次編入学者に係る第４４条の規定の適用については、当該第３年次編入学者が入学のときに属す
ることとなる年次の在学者と同様とする。
６　再入学者に係る第４４条の規定の適用については、当該再入学者が再入学のときに属することとなる年
次の在学者と同様とする。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成２０年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の別表の規定は、平成２０年度以後の入学者（学士入学者、編入学者及び再入学者を除く。以下
同じ。）について適用し、平成１９年度以前の入学者については、なお従前の例による。
３　学士入学者及び編入学者に係る別表の規定の適用については、当該学士入学者及び編入学者が入学のと
きに属することとなる年次の在学者と同様とする。
４　再入学者に係る別表の規定の適用については、当該再入学者が再入学のときに属することとなる年次の
在学者と同様とする。

　　　付　則
　この規則は、平成２０年６月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第２条第２項、第１９条第８項、第２４条第
３号、第４号及び第８号、第２５条第３号並びに第２６条第４号の改正規定は、平成２０年６月２４日か
ら施行し、同年４月１日から適用する。
　（経過措置）
２　外国語学部の英米学科、中国学科及び国際関係学科、経済学部の経済学科及び経営情報学科、文学部の
比較文化学科及び人間関係学科並びに法学部の法律学科及び政策科学科における夜間主コースは、改正後
の第３条第４項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在学する者がいなくなるまでの間存続するもの
とする。
３　前項の規定により存続する夜間主コースの収容定員は、次のとおりとする。
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区　　分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
以後

外国語学部
英 米 学 科 夜間主コース 75人 50人 25人 0人
中 国 学 科 夜間主コース 30人 20人 10人 0人
国際関係学科 夜間主コース 30人 20人 10人 0人

経済学部
経 済 学 科 夜間主コース 45人 30人 15人 0人
経営情報学科 夜間主コース 45人 30人 15人 0人

文学部
比較文化学科 夜間主コース 45人 30人 15人 0人
人間関係学科 夜間主コース 30人 20人 10人 0人

法学部
法 律 学 科 夜間主コース 105人 70人 35人 0人
政 策 科 学 科 夜間主コース 51人 34人 17人 0人

　　　付　則
　この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成２１年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第２８条の２、第２９条及び別表の規定は、平成２１年度以後の入学者（学士入学者、編入学
者及び再入学者を除く。以下同じ。）について適用し、平成２０年度以前の入学者については、なお従前
の例による。
３　学士入学者及び編入学者に係る第２８条の２、第２９条及び別表の規定の適用については、当該学士入
学者及び編入学者が入学のときに属することとなる年次の在学者と同様とする。
４　再入学者に係る第２８条の２、第２９条及び別表の規定の適用については、当該再入学者が再入学のと
きに属することとなる年次の在学者と同様とする。
５　改正後の第４５条の２の規定は、平成２１年度以降の入学者（学士入学者、編入学者及び再入学者を含
む。）に適用する。

　　　付　則
　この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成２３年１月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第４４条第２項の規定は、平成２３年度以後の入学者（学士入学者、編入学者及び再入学者を
除く。以下同じ。）について適用し、平成２２年度以前の入学者については、なお従前の例による。
３　学士入学者及び編入学者に係る改正後の第４４条第２項の規定の適用については、当該学士入学者及び
編入学者が入学のときに属することとなる年次の在学者と同様とする。
４　改正後の第４４条第２項の規定は、再入学者のうち、当該再入学者が退学し、又は除籍される前に入学
した年度が平成２３年度以後である者について適用し、当該再入学者が退学し、又は除籍される前に入学
した年度が平成２２年度以前である者については、なお従前の例による。
５　再入学者に係る改正後の第４４条第２項の規定の適用については、当該再入学者が再入学のときに属す
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ることとなる年次の在学者と同様とする。

　　　付　則
　この規則は、平成２４年１月１日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成２４年３月１日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成２５年４月１日から施行する。
　（経過措置）　　　
２　改正前の第24条の規定により国際環境工学部の第3年次に入学した者は、改正後においては、第25条又
は第26条の規定により本学に入学したものとみなす。
３　改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、平成25年度の国際環境工学部の収容定員は、次のとおりとす
る。

区　　分 平成25年度
国際環境工学部 エ ネ ル ギ ー 循 環 化 学 科 184人

機 械 シ ス テ ム 工 学 科 185人
情 報 シ ス テ ム 工 学 科 287人
建 築 デ ザ イ ン 学 科 185人
環 境 生 命 工 学 科 184人

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成２５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第３９条第２項の規定は、平成２６年度以降の入学者について適用し、平成２５年度以前の入
学者については、なお従前の例による。
３　再入学に係る改正後の第３９条第２項の規定は、当該再入学者が再入学のときに属することとなる年次
の在学者と同様とする。
４　改正後の第４５条第２項の規定は、平成２５年度以降の入学者について適用し、平成２４年度以前の入
学者については、なお従前の例による。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成２６年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第４５条第２項の規定は、平成２６年度以降の入学者について適用し、平成２５年度以前の入
学者については、なお従前の例による。

　　　付　則
　この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
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　　　付　則
　この規則は、平成２７年７月３０日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成２７年１１月２０日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成２８年２月２３日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　地域創生学群における平成２９年度から平成３１年度までの収容定員は、改正後の第３条第３項の規定
にかかわらず、次のとおりとする。

区　　分 平成29年度 平成30年度 平成31年度
地域創生学群 地域創生学類 390人 420人 450人

　　　付　則
　この規則は、平成２９年５月１日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成３１年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　外国語学部英米学科及び国際環境工学部建築デザイン学科における平成３１年度から令和３年度までの
収容定員は、改正後の第３条第３項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

区　　分 平成31年度 令和２年度 令和３年度
外国語学部 英米学科 468人 492人 516人

国際環境工学部 建築デザイン学科 185人 190人 195人

３　改正後の第３条第２項及び第３項並びに第４４条の規定は、平成３１年度以後の入学者（学士入学者、
編入学者及び再入学者を除く。以下同じ。）について適用し、平成３０年度以前の入学者については、な
お従前の例による。
４　学士入学者、編入学者及び再入学者に係る第３条第２項及び第３項並びに第４４条の規定の適用につい
ては、学士入学者、編入学者及び再入学者が入学又は再入学のときに属することとなる年次の在学者と同
様とする。
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　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成３１年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第４５条第２項及び第３項の規定は、平成３１年度以降の入学者について適用し、平成３０年
度以前の入学者については、なお従前の例による。

　　　付　則
　この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、令和２年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第３条第２項及び第３項並びに第４４条の規定は、令和６年度以後の入学者(学士入学者、編
入学者及び再入学者を除く。以下同じ。)について適用し、令和５年度以前の入学者については、なお従
前の例による。
３　学士入学者、編入学者及び再入学者に係る第３条第２項及び第３項並びに第４４条の規定の適用につい
ては、学士入学者、編入学者及び再入学者が入学又は再入学のときに属することとなる年次の在学者と同
様とする。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第３条第２項及び第３項、第４４条第１項並びに第４５条第２項の規定は、令和７年度以降の
入学者（学士入学者、編入学者及び再入学者を除く。以下同じ。）について適用し、令和６年度以前の入
学者については、なお従前の例による。
３　学士入学者、編入学者及び再入学者に係る第３条第２項及び第３項、第４４条第１項並びに第４５条第
２項の規定の適用については、学士入学者、編入学者及び再入学者が入学又は再入学の時に属することと
なる年次の在学者と同様とする。
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別表（第45条関係）
　教育職員免許状の種類等

学　部 学　科 免許状の種類 免許状に係る教科の種類

外国語学部 英 米 学 科 中学校教諭1種免許状 英語
高等学校教諭1種免許状 英語

中 国 学 科 高等学校教諭1種免許状 中国語
国 際 関 係 学 科 中学校教諭1種免許状 社会・英語

高等学校教諭1種免許状 公民・英語
文 学 部 比 較 文 化 学 科 中学校教諭1種免許状 国語・英語

　 高等学校教諭1種免許状 国語・英語
人 間 関 係 学 科 中学校教諭1種免許状 社会

高等学校教諭1種免許状 公民
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北九州市立大学大学院学則

平成１７年４月１日
北 九 大 学 則 第 ２ 号

目次  
第１章　総則（第1条―第7条）
第２章　教員及び運営組織（第8条―第12条）
第３章　入学及び進学（第13条―第19条）
第４章　授業科目、単位、履修方法等（第20条―第27条）
第５章　課程の修了及び学位の授与（第28条―第32条）
第６章　在学期間、休学、退学、除籍及び復学（第33条―第38条）
第７章　賞罰（第39条・第40条）
第８章　科目等履修生、特別科目等履修学生、委託生、研究生、
	 外国人留学生及び博士研究員（第41条―第47条の２）
第９章　授業料等の徴収（第48条）
第10章　雑則（第49条）
付則

　　　第１章　総則

　（目的）
第１条　北九州市立大学大学院（以下「大学院」という。）は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深
奥を究め、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進
展に寄与することを目的とする。
　（研究科、課程及び教育研究上の目的）
第２条　大学院に置く研究科並びに各研究科の課程及び教育研究上の目的は次のとおりとする。

研 究 科 課　程 目　　的

法 学 研 究 科 修士課程
高度化・複雑化する地域社会における多様な法的・政策的課
題に対応しうる高度な研究能力を備えた人材、専門的知識を
持ちかつ適切な問題解決能力を備えた人材、地域貢献を目指
す高度で知的素養のある社会人の養成

社会システム
研 究 科 博士課程

社会のあらゆる分野に生起する諸問題を解決していくため
の、狭い研究領域にこだわらない幅広い専門的な知識と国際
的な素養をもった高度な人材の養成

国 際 環 境 工
学 研 究 科 博士課程

持続可能な発展を目指して、エネルギー・環境・情報につい
て、正しい認識を持って社会に貢献できる、高度な技術者、
研究者及び教育者の養成

マネジメント
研 究 科 専門職学位課程

営利組織及び非営利組織が活動する各領域で、革新的な事業
創造・組織改革を推進するために、幅広い知識を吸収し、総
合的な課題解決能力を養い、高い倫理観とグローバル的視野
を持った、地域をリードする高度専門職業人の養成

２　博士課程は、前期２年の課程（以下「博士前期課程」という｡ ）及び後期３年の課程（以下「博士後期課
程」という。）に区分する博士課程とし、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする｡
（専攻、課程及び教育研究上の目的）
第３条　研究科に置く専攻並びに各専攻の課程及び教育研究上の目的は次のとおりとする。
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研究科 専攻 課程 目的

法 学 研 究 科 法 律 学 専 攻 修士課程

高度化・複雑化する地域社会における多様な法
的・政策的課題に対応しうる高度な研究能力を備
えた人材、専門的知識を持ちかつ適切な問題解決
能力を備えた人材、地域貢献を目指す高度で知的
素養のある社会人の養成

社会システム
研 究 科

現代経済専攻 博士前期課程
国内外の経済社会の動向を的確に把握し、経済・
経営の抱える課題について実践的、理論的に解決
策を提示できる人材、公共的業務や企業等におい
て活躍できる高度な専門職業人及び研究者の養成

地域コミュニ
テ ィ 専 攻 博士前期課程

地域コミュニティの現代的再生を目指し、人間関
係に係る学際的学問領域を統合した高度専門リカ
レント教育と高度な専門職業人及び研究者の養成

文化･言語専攻 博士前期課程
文化と言語に係る専門知識と能力を涵養し、深い
洞察力と広い視野を持つ人材、高度な専門職業人
及び研究者の養成

地 域 社 会
システム専攻 博士後期課程

地域研究・地域社会研究を通じて高度な研究能力
と専門知識を身につけ、地域が抱える諸課題を分
析し、具体的な解決策を提言できる能力を備えた
高度専門職業人及び研究者の養成

国際環境工学
研 究 科

環境工学専攻
博士前期課程

環境工学について高度な専門的知識を活用でき、
国際的な場で活躍できる高い能力を身に付けた高
度専門職業人及び研究者の養成

博士後期課程
環境工学についてより高度な専門的知識を活用で
き、国際的な場で活躍できる高い能力を身に付け
た研究者及び教育者の養成

情報工学専攻
博士前期課程

情報工学について高度な専門的知識を活用でき、
国際的な場で活躍できる高い能力を身に付けた高
度専門職業人及び研究者の養成

博士後期課程
情報工学についてより高度な専門的知識を活用で
き、国際的な場で活躍できる高い能力を身に付け
た研究者及び教育者の養成

環境システム
専 攻

博士前期課程
環境システムについて高度な専門的知識を活用で
き、国際的な場で活躍できる高い能力を身に付け
た高度専門職業人及び研究者の養成

博士後期課程
環境システムについてより高度な専門的知識を活
用でき、国際的な場で活躍できる高い能力を身に
付けた研究者及び教育者の養成

マネジメント
研 究 科

マネジメント
専 攻 専門職学位課程

営利組織及び非営利組織が活動する各領域で、革
新的な事業創造・組織改革を推進するために、幅
広い知識を吸収し、総合的な課題解決能力を養
い、高い倫理観とグローバル的視野を持った、地
域をリードする高度専門職業人の養成

第４条　削除
　（定員）
第５条　大学院の学生の定員は、次のとおりとする。

研　究　科 区　　分 入学定員 収容定員

法 学 研 究 科 法 　 律 　 学 　 専 　 攻 6人 12人

社会システム研究科

現 代 経 済 専 攻 4人 8人

地域コミュニティ専攻 博士前期課程 8人 16人

文 化 ・ 言 語 専 攻 10人 20人

地域社会システム専攻 博士後期課程 6人 18人
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国際環境工学研究科

環 境 工 学 専 攻
博士前期課程 50人 100人

博士後期課程 8人 24人

情 報 工 学 専 攻
博士前期課程 40人 80人

博士後期課程 6人 18人

環 境 シ ス テ ム 専 攻
博士前期課程 50人 100人

博士後期課程 8人 24人

マネジメント研究科 マ ネ ジ メ ン ト 専 攻 30人 60人

　（修業年限）
第６条　修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程の修業年限は２年とし、博士後期課程の修業年限は３
年とする。
　（学年、学期及び休業日）
第７条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。ただし、第47条第１項の規定により入学を許
可された外国人留学生その他の学生のうち学長が特に必要と認めるものに係る学年は、10月１日に始ま
り、翌年９月30日に終わる。
２　学期及び休業日については、北九州市立大学学則（平成17年北九大学則第１号。以下「大学学則」とい
う。）第17条第２項、第３項及び第18条の規定を準用する。

　　　第２章　教員及び運営組織

　（教員）
第８条　研究科に教授、准教授、講師、助教、助手その他必要な教員を置く。
２　前項の教員は、研究科以外の北九州市立大学教員がこれを兼ねることができる。　
３　修士課程及び博士課程において研究指導を担当する教員（以下「研究指導教員」という。）及び研究
指導の補助を行い得る教員（以下「研究指導補助教員」という。）は、当該研究科の専任の教員（助教
及び助手を除く。）のうち大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）に規定する資格を有する教員と
する。

４　社会システム研究科及び国際環境工学研究科にあっては、特任教員（本学の教授、准教授又は講師の
選考基準に適合する者に限る。）のうち大学院設置基準に規定する資格を有する者を研究指導教員又は
研究指導補助教員とすることができる。

　（研究科長及び専攻長）
第９条　研究科に研究科長を置く。
２　社会システム研究科及び国際環境工学研究科に専攻長を置く。
　（研究科委員会）
第１０条　研究科に研究科委員会を置く。
２　法学研究科、社会システム研究科及び国際環境工学研究科の研究科委員会は、研究指導教員（特任教
員である者を除く。）をもって組織する。

３　マネジメント研究科の研究科委員会は、マネジメント研究科の専任の教員をもって組織する。
４　研究科委員会は、次の事項を審議する。
（1）研究科に関する諸規程の制定改廃に関すること。
（2）教育課程に関すること。
（3）学生の進学（第17条に規定する進学をいう。以下この号において同じ｡）、休学、退学、復学、除
籍、留学その他学生の身分に関すること（学生の進学に関することについては、社会システム研究科及
び国際環境工学研究科における研究科委員会に限る。）。

（4）成績評価、学位請求論文の審査等に関すること。
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（5）前各号に掲げるもののほか、研究科の教育、研究及び運営に関すること。
５　研究科委員会は、入学、課程の修了及び学位の授与のほか学長が別に定めるものについて、学長が決定
を行うに当たり意見を述べるものとする。
６　研究科委員会は、前項に規定するもののほか、学長又は研究科長（以下「学長等」という。）がつかさ
どる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
７　研究科委員会は、必要があると認めるときは、第４項第１号、第２号、第３号及び第５号並びに第５項
及び第６項に規定する事項の審議については、研究指導教員以外の専任の教員を加えることができる。
８　社会システム研究科及び国際環境工学研究科における研究科委員会は、必要があると認めるときは、第
４項第２号から第５号まで並びに第５項及び第６項に規定する事項の審議については、研究指導教員であ
る特任教員を加えることができる。
　（大学院委員会）
第１１条　大学院に大学院委員会を置く。
　（研究科長等に関する事項の学長への委任）
第１２条　前３条に定めるもののほか、研究科長、専攻長、研究科委員会及び大学院委員会に関し必要な事
項は、別に学長が定める。

　　　第３章　入学及び進学

　（入学資格）
第１３条　大学院の修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号
のいずれかに該当する者とする。

（1）学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第83条に定める大学を卒業した者
（2）法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者
（3）外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
（4）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教
育における16年の課程を修了した者

（5）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了し
たとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施
設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

（6）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は
関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指
定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行
う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外
国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修
了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者

（7）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも
のに限る。）又は専攻科（当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程（学校教育法第百二十五条の二第
一項に規定する特定専門課程をいう。以下同じ。）における教育との連続性に配慮した教育課程を編成
していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定す
るものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

（8）文部科学大臣の指定した者
（9）法第102条第２項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって、大学院における教育を受け
るにふさわしい学力があると、研究科委員会の議を経て、学長が認めたもの

（10）個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると、研究科委員会の議を経
て、学長が認めた者で、22歳に達したもの

２　大学院の博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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（1）修士の学位又は専門職学位（法第104条第１項の規定に基づき学位規則（昭和28年文部省令第9号）第
５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者
（2）外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
（3）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に
相当する学位を授与された者
（4）我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付け
られた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位
に相当する学位を授与された者
（5）国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和51年法律第
72号）第１条第２項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学（以
下「国際連合大学」という。）の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
（6）外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準
第16条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力が
あると認められた者
（7）文部科学大臣の指定した者
（8）個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると、研究
科委員会の議を経て、学長が認めた者で、24歳に達したもの
　（入学の時期）
第１４条　入学の時期は、学年の初めとする。
　（入学者の選考）
第１５条　入学を志願する者に対しては入学試験を行い、研究科委員会の議を経て、学長が合否を決定す
る。
　（入学の許可等）
第１６条　前条の規定により合格を決定された者は、学長の定める入学に関する手続を指定の期日までに完
了しなければならない。
２　学長は、前項の入学に関する手続を完了した者に対して入学を許可する。
　（進学）
第１７条　大学院の修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程を修了した者が引き続き大学院の博士後期
課程に進むこと（以下「進学」という｡ ）を志願した場合における進学の時期、進学者の選考及び進学の
許可等については、第14条から前条までの規定を準用する。
　（転入学）
第１８条　学長は、他の大学の大学院から当該大学の学長の承認を得て転入学を希望する者については、欠
員がある場合に限り、選考のうえ研究科委員会の議を経て、入学を許可することができる。
　（再入学）
第１９条　学長は、第36条の規定により退学した者又は第37条第１項の規定により除籍された者が退学し、
又は除籍されるときに在籍していた専攻（当該専攻が廃止されているときは、当該専攻に相当する専攻と
して学長が定める専攻）に再入学を志願する場合には、選考の上研究科委員会の議を経て再入学を許可す
ることができる。
２　第16条の規定は、前項の規定により再入学をしようとする者について準用する。

　　　第４章　授業科目、単位、履修方法等

　（授業科目及び単位数）
第２０条　研究科における授業科目及びその単位数は、研究科規程で定める。
　（履修方法）
第２１条　学生は、在学期間中に、前条の規定により定められた授業科目を履修し、所定の単位を修得しな
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ければならない。
２　学生は、履修する授業科目の選択及び学位請求論文（修士課程及び博士前期課程においては、特定の課
題についての研究の成果を含む。以下同じ。）の作成に当たっては当該学生を担当する研究指導教員の指
導を受けなければならない。
３　研究科委員会が必要があると認めるときは、学生（博士後期課程の学生を除く｡）に学部の授業科目を
受講させることができる。
４　社会システム研究科及び国際環境工学研究科において、研究科委員会が必要があると認めるときは、学
生（博士後期課程の学生に限る｡）に修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程の授業科目を履修させ
ることができる。この場合において、学生が修得した単位は、課程の修了に必要な単位には算入しない。
　（他の研究科等の授業科目の履修）
第２２条　研究科委員会が教育上有益と認めるときは、学生（博士後期課程の学生を除く｡）が他の専攻の
授業科目又は他の研究科の授業科目（修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程の授業科目に限る｡）
を履修することを認めることができる。
２　社会システム研究科及び国際環境工学研究科において、研究科委員会が教育上有益と認めるときは、学
生（博士後期課程の学生に限る｡）が他の専攻の授業科目又は他の研究科の授業科目（博士後期課程の授
業科目に限る｡）を履修することを認めることができる。
３　前２項の規定により学生（社会システム研究科博士後期課程の学生を除く。）が修得した単位は、４単
位（社会システム研究科博士前期課程においては、10単位）を超えない範囲で課程の修了に必要な単位に
算入することができる。
　（他の大学の大学院の授業科目の履修）
第２３条　研究科委員会において教育上有益と認めるときは、学長は、他の大学の大学院との協議に基づ
き、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修することを研究科委員会の議を経て、認めることができ
る。
２　前項の規定により学生（社会システム研究科博士後期課程の学生を除く。）が修得した単位は、15単位
を超えない範囲で課程の修了に必要な単位に算入することができる。
３　第１項の規定により学生が修得した単位は、マネジメント研究科において、修了要件として定める単位
数の二分の一を超えない範囲で課程の修了に必要な単位に算入することができる。
　（留学）
第２４条　前条の規定は、学生が学長の許可を受けて外国の大学の大学院又はこれに相当する教育機関に留
学する場合に準用する。この場合において、留学期間は在学期間に算入する。
　（入学前の既修得単位の認定）
第２５条　研究科委員会において、教育上有益と認めるときは、学生が大学院に入学する前に大学院又は他
の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含
む。）を、大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ
る。ただし、社会システム研究科博士後期課程の学生にあっては、他の大学の大学院において履修した授
業科目について修得した単位は、修了に必要な単位には算入しない。
２　前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、大学院において修得した単位以外のも
のについては、15単位を超えないものとする。
３　マネジメント研究科において、第１項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、修了
要件として定める単位数の二分の一を超えないものとする。
　（本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことのできる単位数の上限）
第２５条の２　第23条第２項及び第25条第２項の規定により修得したとみなすことのできる単位数は、合わ
せて20単位を超えないものとする。
２　マネジメント研究科において、第22条第３項、第23条第３項及び第25条第３項の規定により修得したと
みなすことのできる単位数は、合わせて修了要件として定める単位数の二分の一を超えないものとする。
　（授業科目の単位の認定）
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第２６条　授業科目の単位の認定は、試験又は研究報告によって行う。
２　前項の試験又は研究報告の成績の評価は、秀、優、良、可及び不可とし、秀、優、良及び可を合格とす
る。
　（履修方法その他必要な事項）
第２７条　第20条から前条までに定めるもののほか、履修方法その他必要な事項は、研究科規程で定める。

　　　第５章　課程の修了及び学位の授与

　（学位請求論文の提出及び最終試験）
第２８条　修士課程又は博士前期課程においては１年以上、博士後期課程においては２年以上在学し、所定
の授業科目の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、学位請求論文を提出して最終試験を受
けることができる。
２　前項の規定にかかわらず、修士課程、博士前期課程又は博士後期課程において、研究科委員会が優れた
研究業績を上げたと認めた者は、必要な研究指導を受けた上、学位請求論文を提出して最終試験を受ける
ことができる。ただし、博士後期課程においては、当該者が博士前期課程又は他の大学の大学院の修士課
程を１年で修了した者であるときは、博士後期課程に１年以上在学し、所定の授業科目の単位を修得して
いなければならない。
３　最終試験は、学位請求論文を中心とする。ただし、研究科委員会が必要と認めるときは、これに関連す
る科目について試験を行うことができる。
　（課程の修了）
第２９条　修士課程及び博士前期課程の修了の要件は、修士課程又は博士前期課程に２年（研究科委員会が
優れた研究業績を上げたと認めた者である場合は１年）以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な
研究指導を受けた上、当該修士課程又は博士前期課程の目的に応じ、研究科の行う学位請求論文の審査及
び前条の最終試験に合格することとする。
２　博士後期課程の修了の要件は、博士後期課程に３年（研究科委員会が優れた研究業績を上げたと認めた
者である場合は１年、当該者が博士前期課程又は他の大学の大学院の修士課程を１年で修了した者である
場合は２年）以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、学位請求論文の審
査及び前条の最終試験に合格することとする。
３　学位請求論文の審査及び最終試験は、研究科委員会において審査委員会を設けて行い、その合否は、審
査委員会の報告に基づき、研究科委員会の議を経て、研究科長が決定する。
４　専門職学位課程の修了の要件は、専門職学位課程に２年以上在学し、所定の単位を取得することとす
る。
５　研究科委員会は、第25条の規定により大学院に入学する前に修得した単位（法第102条第１項の規定に
より入学資格を有した後、修得したものに限る。）を大学院において修得したものとみなす場合であっ
て、当該単位の修得により修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程の教育課程の一部を履修したと認
めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で本学大学院が定
める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程、博士前期課程又
は専門職学位課程においては、当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。
６　修士課程、博士前期課程、博士後期課程及び専門職学位課程の修了は、研究科委員会の議を経て、学長
が認定する。
　（学位の授与）
第３０条　学長は、大学院の課程を修了した者に対し、別に学長が定めるところにより、研究科委員会の議
を経て、修士、博士又は専門職学位の学位を授与する。
２　前項に定めるもののほか、学長は、別に学長が定めるところにより、博士の学位に係る学位請求論文の
審査に合格し、かつ、大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力があると認める者に対し、研
究科委員会の議を経て、博士の学位を授与することができる。
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　（学位の授与の時期）
第３１条　前条第１項の規定による修士、博士又は専門職学位の授与は、３月に行う。ただし、学長は、修
士課程、博士前期課程及び専門職学位課程にあっては２年（研究科委員会が優れた研究業績を上げたと認
めた者である場合は１年）以上、博士後期課程にあっては３年（研究科委員会が優れた研究業績を上げた
と認めた者である場合は１年、当該者が博士前期課程又は他の大学の大学院の修士課程を１年で修了した
者である場合は２年）以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者から願い出が
あったときは、研究科委員会の議を経て、９月にこれを行うことができる。
　（教育職員の免許状授与の所要資格の取得）
第３２条　中学校教諭１種免許状又は高等学校教諭１種免許状授与の所要資格を有する者で当該免許教科に
係る中学校教諭専修免許状又は高等学校教諭専修免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職
員免許法（昭和24年法律第147号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める所
要の単位を修得しなければならない。
２　研究科において前項の所要資格を取得できる中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専修免許状に係る
免許教科の種類は、次のとおりとする。

研　究　科 専　攻 免許状の種類 免許教科
の 種 類

社会システム研究科 文 化 ・ 言 語 専 攻
中学校教諭専修免許状 英語
高等学校教諭専修免許状 英語

　　　第６章　在学期間、休学、退学、除籍及び復学

　（在学期間）
第３３条　在学期間は、国際環境工学研究科（博士前期課程に限る。）にあっては４年、法学研究科、社会
システム研究科（博士前期課程に限る。）、国際環境工学研究科（博士後期課程に限る｡）及びマネジメ
ント研究科にあっては６年、社会システム研究科（博士後期課程に限る｡）にあっては８年を超えないも
のとする。
　（長期にわたる教育課程の履修）
第３４条　研究科長は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、修業年限を超
えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たとき
は、研究科委員会の議を経て、その計画的な履修を認めることができる。
　（休学）
第３５条　学長は、疾病その他やむを得ない理由により３月以上修学することができない者に対し、その者
の願い出により、研究科委員会の議を経て、休学を許可することができる。
２　休学期間は、修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程にあっては２年、博士後期課程にあっては３
年を超えることができない。ただし、第19条第１項の規定により再入学した者の休学期間は、その者が退
学し、又は除籍される前の休学期間と再入学後の休学期間を通算して、修士課程、博士前期課程及び専門
職学位課程にあっては２年、博士後期課程にあっては３年を超えることができない。
３　休学期間は、在学期間に算入しない。
４　前３項に規定するもののほか、休学に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（退学）
第３６条　退学しようとする者は、学長に退学願を提出しなければならない。
２　学長は、前項の退学願を受け付けたときは、その者について、研究科委員会の議を経て退学を許可する
ことができる。
３　前２項に規定するもののほか、退学に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（除籍）
第３７条　学長は、授業料の納入を怠り、督促を受けてもなお指定期日までに納入しない者を除籍する。
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２　学長は、研究科委員会の議を経て次の各号のいずれかに該当する者を除籍する。
（1）第33条に規定する在学期間を超えた者
（2）第35条第２項に規定する休学期間を超えた者
（3）死亡した者
　（復学）
第３８条　学長は、第35条第１項の規定により休学した者で休学の事由が消滅したものが復学を願い出たと
きは、研究科委員会の議を経て、これを許可することができる。
２　前項に規定するもののほか、復学に関し必要な事項は、別に学長が定める。

　　　第７章　賞罰

　（表彰）
第３９条　学生として模範とするに足る者は、教育研究審議会の議を経て、学長はこれを表彰することがで
きる。
　（懲戒）
第４０条　次の各号のいずれかに該当する者は、研究科委員会の議を経て、学長はこれを懲戒することがで
きる。
（1）この学則その他の規程に違反した者
（2）性行不良で改善の見込みがないと認められる者
（3）正当な理由がなく出席が常でない者
（4）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
２　懲戒は、退学、停学及び訓告とし、退学は前項第２号又は第４号に該当する者に限り行うことができ
る。
３　前２項に規定するもののほか、懲戒に関し必要な事項は、別に学長が定める。

　　　第８章　科目等履修生、特別科目等履修学生、委託生、研究生、外国人留学生及び博士研究員

　（科目等履修生）
第４１条　大学院で開設する授業科目を履修しようとする者については、学生の履修に支障がない場合にお
いて、選考の上研究科委員会の議を経て学長が、科目等履修生として履修を許可することができる。
２　科目等履修生として履修を志願することができる者の資格及び科目等履修生の履修に関し必要な事項
は、研究科規程で定める。
第４２条　科目等履修生で授業科目を履修したものに対しては、単位を与える。
２　第26条の規定は、科目等履修生の単位の認定について準用する。
第４３条　科目等履修生がこの学則に違反したとき、又はその本分に反する行為を行ったときは、学長は、
当該履修の許可を取り消すことができる。
　（特別科目等履修学生）
第４４条　学長は、他の大学の大学院又は外国の大学の大学院との協議に基づき、研究科委員会の議を経
て、当該大学の大学院の学生が特別科目等履修学生として大学院の授業科目を履修することを許可するこ
とができる。この場合において、やむを得ない事由により当該外国の大学の大学院と事前に協議を行うこ
とが困難な場合には、当該協議は事後において行うことができる。
２　第41条第２項、第42条及び前条の規定は、特別科目等履修学生について準用する。
　（委託生）
第４５条　公の機関又は団体からの委託生として大学院で開設する授業科目を履修しようとする者について
は、学生の履修に支障がない場合において、選考の上研究科委員会の議を経て、学長が履修を許可するこ
とができる。
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２　第41条第２項及び第43条の規定は、委託生について準用する。
　（研究生）
第４６条　大学院研究科で特定の事項について研究しようとする者については、選考の上、研究科委員会の
議を経て学長が、研究生として入学を許可することができる。
２　研究生がこの規則の規定に違反したとき若しくはその本分に反する行為をしたとき又は疾病その他やむ
を得ない理由により研究の継続ができないと認められるときは、研究科委員会の議を経て学長は、当該研
究の許可を取り消すことができる。
３　前２項に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、別に学長が定める。
　（外国人留学生）
第４７条　学長は、外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、入学を志願するものに対して
は、特別の選考により研究科委員会の議を経て、外国人留学生として定員外に入学を許可することができ
る。
２　前項の外国人留学生に係る入学選考その他必要な事項については、別に学長が定める。
　（博士研究員）
第４７条の２　学長は、大学院研究科に博士研究員を置くことができる。
２　博士研究員に関し必要な事項については、別に学長が定める。
　
　　　第９章　授業料等の徴収

　（授業料等の徴収）
第４８条　授業料、入学金その他の費用の徴収については、別に定める。

　　　第１０章　雑則

　（委任）
第４９条　この学則の施行に関し必要な事項は、別に学長が定める。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この学則は、平成１７年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　第５条の規定の適用については、同条の表国際環境工学研究科の項収容定員の欄中次の表の左欄に掲げ
る字句は、同表の中欄に掲げる年度にあっては、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

120人 平成17年度 75人

45人
平成17年度 21人
平成18年度 33人

80人 平成17年度 50人

30人
平成17年度 14人
平成18年度 22人

　　　付　則
　この学則は、平成１７年６月２６日から施行する。

　　　付　則
　この学則は、平成１８年３月２２日から施行する。
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　　　付　則
　この学則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この学則は、平成１９年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正前の第２条に規定する経営学研究科は、改正後の第２条の規定にかかわらず、平成１９年３月３１
日に経営学研究科に在学する者が経営学研究科に在学しなくなる日まで存続するものとする。
３　改正前の第３条の規定により経営学研究科に置くこととされる経営学専攻は、改正後の第３条の規定に
かかわらず、平成１９年３月３１日に経営学研究科に在学する者が経営学研究科に在学しなくなる日まで
存続するものとする。
４　第２項の規定により存続する経営学研究科経営学専攻の収容定員は次のとおりとする。

研究科 区　分 平成19年度 平成20年度以後

経営学研究科 経営学専攻 10人 0人

５　第２項の規定により存続する経営学研究科に在学する者に係る教育職員免許状の種類等は、改正後の第
32条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この学則は、平成２０年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正前の第２条に規定する外国語学研究科、経済学研究科及び人間文化研究科（以下これらを「旧研究
科」という。）は、改正後の第２条の規定にかかわらず、平成２０年３月３１日に旧研究科に在学する者
が旧研究科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
３　改正前の第３条の規定により外国語学研究科に置くこととされている英米言語文化専攻及び中国言語文
化専攻、経済学研究科に置くこととされている経済学専攻、人間文化研究科に置くこととされている人間
文化専攻は、改正後の第３条の規定にかかわらず、平成２０年３月３１日に旧研究科に在学する者が旧研
究科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
４　付則第２項の規定により存続する旧研究科の収容定員は次のとおりとする。

研究科 区　　分 平成20年度 平成21年度以後

外国語学研究科
英米言語文化専攻 ６人 0人
中国言語文化専攻 ４人 0人

経 済 学 研 究 科 経 済 学 専 攻 10人 0人
人間文化研究科 人 間 文 化 専 攻 14人 0人

５　付則第２項の規定により存続する旧研究科に在学する者に係る教育職員免許状の種類等は、改正後の第
32条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
６　国際環境工学研究科の環境工学専攻博士前期課程、環境工学専攻博士後期課程における平成２０年度及
び平成２１年度の収容定員は、改正後の第５条の規程にかかわらず、次のとおりとする。

研 究 科 区　　分 平成20年度 平成21年度

国際環境工学研究科 環境工学専攻
博士前期課程 100人 80人
博士後期課程 40人 35人
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　　　付　則
　この学則は、平成２１年３月１０日から施行する。

　　　付　則
　この学則は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この学則は、平成２５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　国際環境工学研究科における平成25年度及び平成26年度の収容定員は、改正後の第5条の規定にかかわ
らず次のとおりとする。

研究科 区　　分 平成25年度
収容定員

平成26年度
収容定員

国際環境工学
研 究 科

環 境 工 学 専 攻
博士前期課程 90人 100人
博士後期課程 24人 18人

情 報 工 学 専 攻
博士前期課程 80人 80人
博士後期課程 24人 18人

環境システム専攻
博士前期課程 110人 120人
博士後期課程 28人 20人

　　　付　則
　（施行期日）
１　この学則は、平成２５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第26条第２項、第28条第２項、第29条第１項及び第31条の規定は、平成25年度以後の入学者
（再入学者を除く。）について適用し、平成24年度以前の入学者については、なお従前の例による。
３　再入学者に係る第26条第２項、第28条第２項、第29条第１項及び第31条の規定の適用については、当該
再入学者が再入学の時に属することとなる年次の在学者と同様とする。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この学則は、平成２６年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第32条第２項の規定は、平成26年度以後の入学者（再入学者を除く。）について適用し、平成
25年度以前の入学者については、なお従前の例による。
３　再入学者に係る第32条第２項の規定の適用については、当該再入学者が再入学の時に属することとなる
年次の在学者と同様とする。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この学則は、平成２６年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第22条第３項の規定は、平成26年度以後の入学者（再入学者を除く。）について適用し、平成
25年度以前の入学者については、なお従前の例による。
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３　再入学者に係る第22条第３項の規定の適用については、当該再入学者が再入学の時に属することとなる
年次の在学者と同様とする。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この学則は、平成２７年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第22条第３項、第23条第２項及び第25条第１項の規定は、平成27年度以後の入学者（再入学者
を除く。）について適用し、平成26年度以前の入学者については、なお従前の例による。
３　再入学者に係る第22条第３項、第23条第２項及び第25条第１項の規定の適用については、当該再入学者
が再入学の時に属することとなる年次の在学者と同様とする。

　　　付　則
　この学則は、平成２９年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この学則は、平成３０年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この学則は、平成３１年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　国際環境工学研究科における平成３１年度及び令和２年度の収容定員は、改正後の第５条の規定にかか
わらず、次のとおりとする。

研究科 区　　分 平成31年度 令和２年度

国際環境工学
研 究 科

環 境 工 学 専 攻
博士前期課程 100人 100人

博士後期課程 16人 20人

情 報 工 学 専 攻
博士前期課程 80人 80人

博士後期課程 14人 16人

環境システム専攻
博士前期課程 110人 100人

博士後期課程 16人 20人

　　　付　則 
　（施行期日）
１　この学則は、令和２年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　法学研究科及び社会システム研究科における令和２年度及び令和３年度の収容定員は、改正後の第５条
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
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研究科 区　　分 令和２年度 令和３年度
法 学 研 究 科 法　律　学　専　攻 16人 12人

社会システム
研 究 科

現 代 経 済 専 攻

博士前期課程

12人 8人
地域コミュニティ専攻 16人 16人
文化・言語専攻 20人 20人
東 ア ジ ア 専 攻 12人 8人
地域システム専攻 博士後期課程 22人 20人

　　　付　則
　（施行期日）
１　この学則は、令和３年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第23条、25条及び25条の２の規定は、令和３年度以後の入学者（再入学者を除く。）について
適用し、令和２年度以前の入学者については、なお従前の例による。
３　再入学者に係る改正後の第23条、25条及び25条の２の規定の適用については、当該再入学者が再入学の
時に属することとなる年次の在学者と同様とする。

　　　付　則
　この学則は、令和４年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この学則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この学則は、令和６年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２  改正後の別表の規定は、令和６年度以後の入学者（再入学者を除く。）について適用し、令和５年度以
前の入学者については、なお従前の例による。
３　再入学者に係る改正後の規定の適用については、当該再入学者が再入学の時に属することとなる年次の
在学者と同様とする。

　　　付　則
　（施行期日）
　この学則は、令和７年４月１日から施行する。

　　　付　則
１　この学則は、令和８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正前の第３条の規定により社会システム研究科に置くこととされている東アジア専攻は、改正後の第
３条の規定にかかわらず、令和８年３月３１日に東アジア専攻に在学する者が東アジア専攻に在学しなく
なる日まで存続するものとする。
３　付則第２項の規定により存続する社会システム研究科東アジア専攻の収容定員は、改正後の第５条の規
定にかかわらず、次のとおりとする。



研究科 区　　分 令和８年度 令和９年度以降
社会システム
研 究 科 東 ア ジ ア 専 攻 博士前期課程 4人 0人

４　改正後の第32条第２項の規定は、令和８年度以後の入学者（再入学者を除く。）について適用し、令和
７年度以前の入学者については、なお従前の例による。
５　再入学者に係る改正後の規定の適用については、当該再入学者が再入学生の時に属することとなる年次
の在学生と同様とする。

136

（北九州市立大学大学院学則）



授

業

料

就
職
・
進
路

新
入
生
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

地
域
戦
略

研

究

所
基
盤
教
育

セ
ン
タ
ー

学
生
支
援

図
書
館
利
用
方
法

（
北
方
キ
ャン
パ
ス
）

海
外
留
学

そ
の
他
の
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム

課
外
活
動

国
際
教
育

交
流
セ
ン
タ
ー

地
域
共
生
教
育

セ
ン
タ
ー

学
生
相
談

パ
ソ
コ
ン

利
用
方
法

グ
ロ
ー
バ
ル
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム

例

規

等

キ
ャ
ン
パ
ス

ル

ー

ル

137

（北九州市立大学学位規程）

北九州市立大学学位規程

平成１７年４月１日
北 九 大 規 程 第 7 9 号

　（趣旨）
第１条　この規程は、学位規則（昭和28年文部省令第９号）第13条の規定に基づき、北九州市立大学（以下
「本学」という。）において授与する学位の種類、学位請求論文の審査方法、試験、学力の確認の方法等
学位に関して必要な事項を定めるものとする。
　（学位の種類）
第２条　本学において授与する学位は学士、修士、博士及び専門職学位とし、授与する学位の種類は次のと
おりとする。
　　学士の学位
　　　外国語学部英米学科	 学士（英米学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Arts in English）
　　　　　　　　中国学科	 学士（中国学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Arts in Chinese）
　　　　　　　　国際関係学科	 学士（国際関係学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Arts in International Relations）
　　　経済学部経済学科	 学士（経済学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Economics）
　　　　　　　経営情報学科	 学士（経営情報学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Business Administration）
　　　文学部比較文化学科	 学士（比較文化学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Arts in Comparative Culture）
　　　　　　人間関係学科	 学士（人間関係学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Arts in Human Relations）
　　　法学部法律学科	 学士（法学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Laws）
　　　　　　政策科学科	 学士（法学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Laws）
　　　国際環境工学部環境化学工学科	 学士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Engineering）
　　　　　　　　　　機械システム工学科	 学士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Engineering）
　　　　　　　　　　情報システム工学科	 学士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Engineering）
　　　　　　　　　　建築デザイン学科	 学士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Engineering）
　　　　　　　　　　生命工学科	 学士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Engineering）
　　　地域創生学群地域創生学類	 学士（地域創生学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Bachelor of Reginal Development）
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　　修士の学位
　　　法学研究科法律学専攻	 修士（法学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Laws）
　　　社会システム研究科現代経済専攻	 修士（経済学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Economics）
　　　　　　　　　　　　地域コミュニティ専攻	 修士（人間関係学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Arts in Human Relations）
　　　　　　　　　　　　文化･言語専攻	 修士（英米言語文化）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Arts in English Studies）
		  修士（中国言語文化）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Arts in Chinese Studies）
		  修士（比較文化）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Arts in Comparative Culture）
　　　国際環境工学研究科環境工学専攻	 修士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Engineering）
		  修士（学術）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Philosophy）
　　　　                        情報工学専攻	 修士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Engineering）
　　　　　　　　　　　　環境システム専攻	 修士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Engineering）
		  修士（学術）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Philosophy）
		  修士（環境マネジメント）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Environmental Management）
　　博士の学位
　　　社会システム研究科地域社会システム専攻	 博士（学術）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Doctor of Philosophy）
　　　国際環境工学研究科環境工学専攻	 博士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Doctor of Engineering）
		  博士（学術）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Doctor of Philosophy）
　　　　　　　　　　　　情報工学専攻	 博士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Doctor of Engineering）
　　　　　　　　　　　　環境システム専攻	 博士（工学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Doctor of Engineering）
		  博士（学術）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Doctor of Philosophy）
　　専門職学位の学位
　　　マネジメント研究科マネジメント専攻	 経営学修士（専門職）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語名称：Master of Business Administration）
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　（学位授与の要件）
第３条　学士の学位は、本学の学部（学群を含む。）を卒業した者に授与する。
２　修士の学位は、本学の大学院修士課程又は博士前期課程において所定の課程を修了した者に授与する。
３　博士の学位は、本学の大学院博士後期課程において所定の課程を修了した者に授与する。
４　第３項に規定するもののほか、博士の学位は、本学大学院の博士後期課程を修了しない者であっても学
位請求論文の審査に合格し、かつ、本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有するこ
とを確認（以下「学力の確認」という。）された者にも授与することができる。
５　専門職学位は、本学の専門職学位課程において所定の課程を修了した者に授与する。
　（課程を修了する者の論文題目及び学位請求論文の提出）
第４条　前条第２項又は第３項の規定により学位の授与を受けようとする者は、論文題目を研究指導教員の
承認を得て指定の期日までに研究科長に届け出なければならない。
２　学位請求論文（修士の学位の場合にあっては、特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。）
は、学位申請書を添え、指定の期日までに研究科長に提出するものとする。
　この場合において、博士の学位請求論文を提出する者にあっては、論文目録、学位請求論文の要旨及び履
歴書を添えなければならない。
　（課程を修了しない者の学位請求論文の提出)
第５条　第３条第４項の規定により博士の学位の授与を受けようとする者は、学位申請書に学位請求論文、
論文目録、学位請求論文の要旨及び履歴書並びに公立大学法人北九州市立大学授業料等に関する規則（平
成１７年北九大規程第６６号）に定める学位請求論文審査手数料（以下「審査手数料」という。）を添え
て、学位に付記する専攻分野の名称を指定し、当該研究科長を経て学長に提出しなければならない。
２　学長は、前項の規定により博士の学位請求論文の提出があったときは、学位に付記する専門分野の名称
に応じ、審査すべき研究科委員会を指定し、当該研究科委員会に審査を付託する。
３　本学大学院の博士後期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて
退学した者は、退学した日から３年以内においては、第３条第３項の規定による学位の授与を申請するこ
とができる。この場合における学位請求論文の提出については第１項の規定を適用する。　　
４　提出された学位請求論文及び納付された審査手数料は、いかなる理由があってもこれを還付しない。
　（学位請求論文）
第６条　学位請求論文は１編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
２　学位請求論文の審査のため必要があるときは、研究科委員会は資料等を提出させることができる。
　（学位請求論文の審査及び最終試験）
第７条　学位請求論文の審査及び最終試験は、研究科委員会に審査委員会を設けて行う。
２　審査委員会は、研究科委員会において研究指導教員の中から選出された３名（ただし、国際環境工学研
究科博士前期課程に係る審査委員会については２名）以上の審査委員（内１名は主査）をもって組織す
る。ただし、社会システム研究科博士後期課程及び国際環境工学研究科博士後期課程に係る審査委員会に
あっては、同研究科委員会が必要があると認めるときは､同研究科の研究指導教員以外の者で博士の学位
請求論文に係る研究指導に実績があると認められる者を審査委員に充てることができる。
３　研究科委員会において必要があると認めるときは、審査委員以外の教員又は他の大学の大学院若しくは
研究所等の教員の協力を求めることができる。
４　最終試験は、提出された学位請求論文を中心として口述又は筆記により行う。ただし、研究科委員会が
必要と認めるときは、これに関連する科目について試験を行うことができる。
　（学力の確認）
第８条　学力の確認の方法その他学力の確認に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、研究科長が定
める。
　（審査期間）
第９条　修士の学位請求論文の審査及び最終試験は、在学期間内に終了するものとする。
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２　博士の学位請求論文の審査、最終試験又は学力の確認は、申請があった日から１年以内に終了するもの
とする。
　（修士及び博士の学位授与の判定）
第１０条　審査委員会は、学位請求論文の審査、最終試験又は学力の確認が終了したときは、速やかにその
結果をまとめ、文書で研究科委員会に報告しなければならない。
２　研究科長は、前項の報告に基づき、研究科委員会の議を経て、合否を判定する。
３　学位授与の判定は、研究科委員（海外出張中、休職中その他委員会がやむを得ない事由があると認めた
者を除く。）の３分の２以上の者が出席し、無記名投票によりその３分の２以上の者の同意を必要とす
る。ただし、社会システム研究科にあっては、専攻に属する委員が専攻ごとに行う投票をもって代替する
ことができる。
　（研究科長の報告）
第１１条　研究科長は、前条に規定する判定をしたときは、その結果を文書で学長に報告しなければならな
い。
　（学位の授与）
第１２条　学長は、学士の学位を授与すべき者には、別紙様式(1) （学群にあっては別紙様式(1)の２）によ
る学位記を授与する。
２　学長は、前条の報告に基づく合格者には、修士号にあっては法学研究科又は社会システム研究科を修
了する者には別紙様式(2)、国際環境工学研究科を修了する者には別紙様式(2)の２（外国籍の学生で希望
する者にあっては、社会システム研究科を修了する者には別紙様式(3)、国際環境工学研究科を修了する
者には別紙様式(3)の２）、第３条第３項に規定する博士号にあっては社会システム研究科を修了する者
には別紙様式(4)、国際環境工学研究科を修了する者には別紙様式(4)の２（外国籍の学生で希望する者に
あっては、社会システム研究科を修了する者には別紙様式(5)、国際環境工学研究科を修了する外国籍の
学生で希望する者には別紙様式(5)の２）、同条第４項に規定する博士号にあっては別紙様式(6)による学
位記を授与し、不合格者にはその旨通知する。
３　学長は、専門職学位の学位を授与すべき者には、別紙様式(7) による学位記を授与する。
４　学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、学位の次に「（北九州市立大学）」と付記するも
のとする。
　（論文要旨等の公表）
第１３条　学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から３月以内に学位論文の
要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
　（学位論文の公表）
第１４条　博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位
の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表した
ときは、この限りでない。
２　前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、学長の承
認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することがで
きる。この場合において、学長は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
３　博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものと
する。
　（学位の取消）
第１５条　修士、博士又は専門職学位の学位取得者が、次の各号の一に該当した場合には、学長は研究科委
員会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させることができる。
（1）不正に学位の授与を受けたことが明らかになったとき。
（2）本学の名誉を汚す行為があったとき。
２　研究科委員会において、前項の議決をするときは、北九州市立大学大学院研究科委員会規程（平成17年
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北九大規程第５号）第６条の規定にかかわらず、委員（海外出張中、休職中その他委員会がやむを得ない
事由があると認めた者を除く。）の３分の２以上の者が出席し、無記名投票によりその４分の３以上の者
の同意を必要とする。
　（委任）
第１６条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

　　　付　則
　この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、平成１９年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第２条の規定は、平成19年度の入学者から適用し、平成18年度以前の入学者については、なお
従前の例による。
３　改正後の第２条の規定は、北九州市立大学学則（以下「学則」という。）第25条に定める学士入学者及
び学則第26条に定める編入学者（以下「学士入学者等」という。）については、平成21年度の学士入学者
等から適用し、平成20年度以前の学士入学者等については、なお従前の例による。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、平成２０年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第２条の規定は、平成20年度の入学者から適用し、平成19年度以前の入学者については、なお
従前の例による。
３　改正後の第２条の規定は、北九州市立大学学則第24条に定める第３年次編入学者（以下「第３年次編入
学者」という。）については、平成22年度の第３年次編入学者から適用し、平成21年度以前の第３年次編
入学者については、なお従前の例による。

　　　付　則
　この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２３年１月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２３年２月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２３年９月１３日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、平成２５年７月９日から施行する。
　（経過措置）
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２　改正後の第１３条の規定は、平成２５年４月１日以降に博士の学位を授与した場合について適用し、同
日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
３　改正後の第１４条の規定は、平成２５年４月１日以降に博士の学位を授与された者について適用し、同
日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

　　　付　則
　この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、平成３１年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第２条の規定は、平成３１年度以後の入学者（学士入学者、編入学者及び再入学者を除く。以
下同じ。）について適用し、平成３０年度以前の入学者については、なお従前の例による。
３　学士入学者、編入学者及び再入学者に係る第２条の規定の適用については、学士入学者、編入学者及び
再入学者が入学又は再入学するときに属することとなる年次の在学者と同様とする。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年３月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第２条 学士の学位の規定は、平成３１年度以後の入学者（学士入学者、編入学者及び再入学
者を除く。）について適用する。なお、平成３０年度以前の入学者については、従前の例による。
３　学士入学者、編入学者及び再入学者に係る第２条 学士の学位の適用については、学士入学者、編入学
者及び再入学者が入学または再入学するときに属することとなる年次の在学者と同様とする。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第１２条の規定は、令和５年４月１日以降に修士又は博士の学位を授与した場合について適用
し、同日前に修士又は博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和６年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第２条 学士の学位の規定は、令和６年以後の入学者（学士入学者、編入学者及び再入学者を
除く。）について適用する。なお、令和５年度以前の入学者については、従前の例による。
３　学士入学者、編入学者及び再入学者に係る第２条 学士の学位の適用については、学士入学者、編入学
者及び再入学者が入学または再入学するときに属することとなる年次の在学者と同様とする。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和７年４月１日から施行する。

（北九州市立大学学位規程）
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（経過措置）
２　改正後の第２条 学士の学位の規定は、令和７年度以後の入学者（学士入学者、編入学者及び再入学者
を除く。）について適用する。なお、令和６年度以前の入学者については、従前の例による。
３　学士入学者、編入学者及び再入学者に係る第２条 学士の学位の適用については、学士入学者、編入学
者及び再入学者が入学または再入学するときに属することとなる年次の在学者と同様とする。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の第２条 修士の学位の規定は、令和８年度以後の入学者（転入学者、再入学者を除く。）につ
いて適用し、令和７年度以前の入学者については、なお従前の例による。
３　転入学者、再入学者に係る第２条 修士の学位の適用については、転入学者、再入学者が入学または再
入学するときに属することとなる年次の在学者と同様とする。
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別紙様式（３）

印

The University of Kitakyushu

Master of ○○○○

氏　名

学 位 記

北九大院（　）第○号

氏　名

生　年　月　日

年　　月　　日

北九州市立大学長　（氏　名）

本 学 大 学 院 ○ ○ 研 究 科

○○専攻の修士（博士前期）

課程を修了したので修士（○○）

の学位を授与する
発行年月日

学長英文　サイン

学長英文氏名

BASED ON THE RECOMMENDATION OF

The Faculty of　○○○○○○○
HEREBY CONFERS UPON

The witness whereof this Diploma is granted bearing the Seal of

the University.

President
The University of Kitakyushu

the degree of

別紙様式（３）の２

印

The University of Kitakyushu

Master of ○○○○

氏　名

学 位 記

北九大院（　）第○号

氏　名

生　年　月　日

年　　月　　日

北九州市立大学長　（氏　名）

本学大学院国際環境工学研究科

○○専攻○○コースの博士前期

課程を修了したので修士（○○）

の学位を授与する
発行年月日

学長英文　サイン

学長英文氏名

BASED ON THE RECOMMENDATION OF

The Graduate School of Environmental Engineering

HEREBY CONFERS UPON

The witness whereof this Diploma is granted

bearing the Seal of the University .

○○○○ Course,

Program in ○○○○

President
The University of Kitakyushu

the degree of
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別紙様式（５）

印

The University of Kitakyushu

Doctor of ○○○○

氏　名

学 位 記

北九大院（　）第○号

氏　名

生　年　月　日

年　　月　　日

北九州市立大学長　（氏　名）

本 学 大 学 院 ○ ○ 研 究 科

○○専攻の博士後期課程を

修了したので博士（○○）

の学位を授与する
発行年月日

学長英文　サイン

学長英文氏名

BASED ON THE RECOMMENDATION OF

The Faculty of　○○○○○○○
HEREBY CONFERS UPON

The witness whereof this Diploma is granted bearing the Seal of

the University.

President
The University of Kitakyushu

the degree of
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別紙様式（６）

北
九
大
院
（
　
　

）
第
　
　

号

学

位

記

氏

名

生

年

月

日

年

月

日北
九
州
市
立
大
学
長
（
氏
　
　
　
　

名
）

印

本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び

試
験
に
合
格
し
た
の
で
博
士
（
○
○
）
の

学
位
を
授
与
す
る

別紙様式（７）

北
九
大
院
（
　
　

）
第
　
　

号

学

位

記

氏

名

生

年

月

日

年

月

日北
九
州
市
立
大
学
長
（
氏
　
　
　
　

名
）

印

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の

専
門
職
学
位
課
程
を
修
了
し
た
の
で
○
○
修
士
（
専
門
職
）
の

学
位
を
授
与
す
る

別紙様式（５）の２

印

The University of Kitakyushu

Doctor of ○○○○

氏　名

学 位 記

北九大院（　）第○号

氏　名

生　年　月　日

年　　月　　日

北九州市立大学長　（氏　名）

本学大学院国際環境工学研究科

○○専攻○○コースの博士後期

課程を修了したので博士（○○）

の学位を授与する発行年月日

学長英文　サイン

学長英文氏名

BASED ON THE RECOMMENDATION OF

The Graduate School of Environmental Engineering

HEREBY CONFERS UPON

The witness whereof this Diploma is granted

bearing the Seal of the University .

President
The University of Kitakyushu

the degree of

○○○○ Course,

Program in ○○○○
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公立大学法人北九州市立大学授業料等に関する規則

平成１７年４月１日
北九大規程第６６号

　（趣旨）
第１条　この規則は、公立大学法人北九州市立大学が徴収する授業料、入学金、入学検定料、使用料及び手
数料（以下「授業料等」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。
　（授業料等の額及び納入期限）
第２条　入学志願者、学生、科目等履修生、特別科目等履修学生、委託生、研修員、研究生、コミュニ
ティ・コース受講生及び外国人留学生は、授業料等を納めなければならない。
２　授業料等の額及び納入期限は、別表のとおりとする。
　（長期履修学生の授業料）
第３条　修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業又は課程を修了することが
認められた者（以下「長期履修学生」という。）の授業料の年額は、当該計画的な履修を認められた一定
の期間（以下「長期履修期間」という。）に限り、修業年限に相当する期間に納付すべき授業料の総額
（以下「基本授業料総額」という。）を長期履修期間の年数で除して得た額とする。
２　授業料の改正により基本授業料総額に異動が生じた場合の当該授業料の改正後の長期履修学生の授業料
の年額は、改正後の基本授業料総額から改正前に支払うべき授業料を控除した額を授業料の改正後の長期
履修期間の年数で除して得た額とする。
３　長期履修期間の延長が認められた場合に当該延長が認められた長期履修学生が当該延長が認められた年
度以降に支払うべき授業料の年額は、基本授業料総額（前項の場合は、改正後の基本授業料総額。次項に
おいて同じ。）から当該延長が認められた年度前に支払うべき授業料の額を控除した額を当該延長が認め
られた年度以降の長期履修期間の年数で除して得た額とする。
４　長期履修期間の短縮が認められた場合に当該短縮が認められた長期履修学生が当該短縮が認められた年
度以降に支払うべき授業料の年額は、基本授業料総額を当該短縮後の長期履修期間の年数で除して得た額
とする。
５　前項の場合において、当該短縮が認められた年度前に既に支払った授業料の額と前項の規定により算定
した額により当該短縮が認められた年度前に支払うべき授業料の額との差額は、当該長期履修期間の短縮
を認めるときに徴収する。
６　前各項の規定により算定した授業料の年額に１００円未満の端数が生じるときは、当該端数の額は、第
１項の場合は長期履修期間の初年度、第２項の場合は授業料が改正された年度、第３項の場合は延長が認
められた年度、第４項の場合は短縮が認められた年度に、それぞれ徴収する。
　（授業料等の減免及び猶予)
第４条　理事長は、大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第八号。以下、「修学支援法」
という。）に基づき、文部科学省令（令和元年省令第六号）で定める基準及び方法に従い、授業料等を減
免し、又は授業料等の徴収を猶予する。
２　理事長は、前項の定めによるほか、本学に在籍する者（科目等履修生、特別科目等履修生、委託生、コ
ミュニティ・コース受講生及び研修員を除く。）で、次の各号のいずれかに該当すると認めたものについ
て、授業料を減免し、又は授業料の徴収を猶予することができる。
（1）前項の基準と同程度のものとして定められた基準による経済的理由により修学困難な者
（2）天災、地変その他不慮の災害により、学資の負担に堪えられなくなった者
（3）その他特に減免又は徴収を猶予する必要がある者
３　授業料の徴収猶予の期間は、納入期限の翌日から90日以内とする。ただし、理事長が特別の理由がある
と認めた者については、更に90日以内に限り徴収を猶予することができる。
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４　理事長は、入学志願者で、第２項第２号又は第３号に該当すると認めたものについては、入学金及び入
学検定料を減免し、又は入学金の徴収を猶予することができる。
　（授業料等の不返還）
第５条　既納の授業料等は返還しない。ただし、やむを得ない理由により理事長が返還することを相当と認
めた場合は、既納の授業料等の全部又は一部を返還することができる。
　（退学及び停学の際の授業料）
第６条　別表の１　授業料の表の備考１に規定する期間の中途で退学しようとする者は退学した日の属する
期の授業料を、停学に処せられた者は停学期間中の授業料を納めなければならない。
　（休学及び復学の際の授業料）
第７条　休学を許可された者に対しては、その期間中の授業料は徴収しない。ただし、別表の１　授業料の
表の備考１に規定する期間の中途で休学又は復学した者は、休学又は復学した日の属する期の授業料を納
めなければならない。
　（その他）
第８条　この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、平成１７年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　平成１７年４月１日前に北九州市立大学に在学し、かつ、同日以後在学する者に係る授業料等につい
て、北九州市立大学条例を廃止する条例（平成１７年北九州市条例第６号）による廃止前の北九州市立大
学条例（昭和３９年北九州市条例第５８号）の適用があることとした場合に、その額が、北九州大学条例
の一部を改正する条例及び北九州市立大学条例の一部を改正する条例の規定により、なお従前の例による
こととされる者に係る授業料等については、第２条第２項の規定にかかわらず、その従前の例によること
とした場合の額とする。

　　　付　則
　　この規程は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、別表の２　入学金の表の備考第２項の改正規
定は、平成１９年３月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、平成２０年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　平成２０年４月１日前から引き続き在学する者であって、理事長が改正後の別表の１　授業料の表の備
考１に規定する納入期限までにその授業料を納めることができないと認めるものについては、改正後の同
表の備考１の規定にかかわらず、平成２０年度から平成２２年度に係る第１期の納入期限は７月２５日、
第２期の納入期限は１月２５日とする。
３　平成２０年４月１日前に在学する者が同日から平成２３年３月３１日までの間に退学しようとする場合
であって、その退学の日が次の表の左欄に掲げる期間内の日であるときは、第６条の規定にかかわらず、
その退学の日に応じて次の表の右欄に掲げる額を納めなければならない。

４月１日から６月３０日まで 第１期授業料の２分の１に相当する額
７月１日から９月３０日まで 第１期授業料の全額
１０月１日から１２月３１日まで 第２期授業料の２分の１に相当する額
１月１日から３月３１日まで 第２期授業料の全額
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４　平成２０年４月１日前に在学する者が同日から平成２３年３月３１日までの間に休学しようとする場合
であって、その休学期間の初日が次の表の左欄に掲げる期間内の日であるときは、第７条ただし書の規定
にかかわらず、その休学期間の初日に応じて次の表の右欄に掲げる額を納めなければならない。

４月２日から７月１日まで 第１期授業料の２分の１に相当する額

７月２日から１０月１日まで 第１期授業料の全額

１０月２日から１月１日まで 第２期授業料の２分の１に相当する額

１月２日から４月１日まで 第２期授業料の全額

５　平成２０年４月１日前に在学する者が同日から平成２３年３月３１日までの間に復学しようとする場合
であって、その復学の日が次の表の左欄に掲げる期間内の日であるときは、第７条ただし書の規定にかか
わらず、その復学の日に応じて次の表の右欄に掲げる額を納めなければならない。

４月１日から６月３０日まで 第１期授業料の全額

７月１日から９月３０日まで 第１期授業料の２分の１に相当する額

１０月１日から１２月３１日まで 第２期授業料の全額

１月１日から３月３１日まで 第２期授業料の２分の１に相当する額

　　　付　則
　この規程は、平成２０年７月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成２８年６月３０日から施行する。

　　　付　則
　この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

　　　付　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和２年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　平成３１年度以前に入学した者（科目等履修生、特別科目等履修生、委託生、コミュニティ・コース受
講生及び研修員を除く。）のうち、改正後の第４条第１項及び第２項の規定に基づく減免の適用が受けら
れなかったものに係る減免又は徴収猶予については、なお従前の例による。

　　　付　則
　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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別表（第２条関係）
１　授業料

区　　分 金　　額

学
生
学部、学群

年額  535,800円
（但し、地域創生学群の夜間特別枠は年
額267,900円）

大学院 年額  535,800円

研修員 実験を要する部門 月額   37,100円

実験を要しない部門 月額   18,500円

研究生 月額   29,700円

コミュニティ・コース受講生
総合コース 年額  189,600円

入門コース 年額   94,800円

科目等履修生
特別科目等履修学生
委託生

1単位  14,800円
（但し、本学マネジメント研究科修了生
がマネジメント研究科の科目を履修する
場合は1単位7,400円）

備考
１　学生に係る授業料の徴収は、各年度の授業料を、つぎのとおり２期に区分して行うものとし、各期に
おいて徴収する額は、年額の２分の１に相当する額とする。

期　別 第　1　期 第　2　期

期　間 4月 1日から 10月 1日から

9月30日まで 3月31日まで

納入期限 4月30日 10月31日

２　研修員及び研究生に係る授業料は、3月分に相当する額を3月ごとにその当初の月の末日までに納入し
なければならない。
３　コミュニティ・コース受講生に係る授業料は、その年額を受講許可の日から10日以内又は年額の2分
の1に相当する額を6月ごとにその当初の月の末日までに納入しなければならない。
４　科目等履修生、特別科目等履修学生及び委託生に係る授業料は、履修許可の日から１０日以内に納入
しなければならない。

２　入学金

区　　分 金　　額 納入期限

学生 学部、学群 市内居住者　282,000円 理事長の指定する日

市外居住者　423,000円

大学院 市内居住者　282,000円

市外居住者　423,000円

研究生 市内居住者　 84,600円

市外居住者　126,900円
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備考
１　市内居住者とは、入学する者又はその者の配偶者若しくは2親等内の親族が、入学する者の入学する
日の属する年度の前年度において北九州市の市民税の納税義務者であり、かつ、入学金納入のときまで
引き続き北九州市に住所を有する者をいい、市外居住者とは、市内居住者以外の者をいう。
２　前項のほか、専門職大学院に入学しようとする者で、入学金納入のときに北九州市内の事業所等に勤
務するもの又は北九州市内に本店若しくは主たる事務所等を置く法人等に勤務するものは、市内居住者
とする。
３　研修員、コミュニティ・コース受講生、科目等履修生、特別科目等履修学生、委託生、本学の学部卒
業者で再び学部へ入学する者 (国際環境工学部の研究生として入学するものを含む。)、本学大学院の課
程の修了者で大学院の研究生として入学する者及び本学大学院の修士課程、博士前期課程又は専門職学
位課程の修了者で引き続き本学の大学院の博士後期課程に進学する者の入学金は、徴収しない。
４　本学短期大学部の卒業者で学部に入学するものの入学金は、本表金額の半額とする。

３　入学検定料

区　　分 金　　額 納入期限

学生 学部、学群 17,000円 入学願書提出のとき

大学院 30,000円

研究生 9,800円

備考
　　研修員、コミュニティ・コース受講生、科目等履修生、特別科目等履修学生、委託生、本学の学部卒業
者で学部の研究生として入学する者、本学大学院の課程の修了者で大学院の研究生として入学する者及び
本学大学院の修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程の修了者で引き続き本学の大学院の博士後期課
程に進学する者の入学検定料は、徴収しない。

４　使用料

区　　分 金　　額 納入期限

留学生会館居室
使用料 居室が単身用の場合 月額　5,000円 毎月末日

居室が世帯用の場合 月額　10,500円

備考
１　月の中途において入居し、又は退去する者の留学生会館居室使用料は、日割により計算した額とす
る。
２　月の中途において退去する者の留学生会館居室使用料の納入期限は、退去の日とする。
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５　手数料

区　　分 金　　額 納入期限

証明手数料 卒業、修了、成績、単位取
得等に係る証明書 1件につき　300円 証明書請求のとき

学位請求論文審
査手数料

博士の学位に係る学位請求
論文の審査 1件につき　57,000円 学位請求論文提出のと

き

備考
１　証明手数料は、本学に在籍中の者からは徴収しない。
２　国又は地方公共団体から事務上の必要により請求があったときは、証明手数料は、徴収しない。
３　学位請求論文審査手数料は、本学大学院の博士課程(前期2年及び後期3年の課程に区分する博士課程
においては、前期2年の課程を除く。以下同じ。)に在籍中の者及び本学大学院の博士課程に3年以上在
学し、かつ、当該博士課程の修了に必要な単位を修得して退学した者で退学した日から1年以内に学位
請求論文を提出したものからは徴収しない。
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公立大学法人北九州市立大学授業料等減免及び徴収猶予規程

平成１７年４月１日
北九大規程第５７号

　公立大学法人北九州市立大学授業料等に関する規則（平成１７年北九大規程第６６号。以下「規則」とい
う。）第４条の規定による授業料等の減免又は猶予については、下記のとおり取り扱うものとする。

記
１　授業料の減免及び猶予の対象者
（１）規則第４条第１項による者
（２）規則第４条第２項による者
　次の各号のいずれかに該当する者に対して授業料の減免又は猶予を行うことができる。
　ただし、著しい学業不振者又は北九州市立大学学則（平成17年北九大学則第１号。以下「学則」とい
う。）第47条又は北九州市立大学大学院学則（平成17年北九大学則第２号。以下「大学院学則」とい
う。）第40条の規定により懲戒処分（退学を除く。）を受けた者は除く。
ア　規則第４条第１項の基準と同程度のものとして定められた基準による経済的理由により修学困難
な者
イ　天災、地変その他不慮の災害により、学資の負担に堪えられなくなった者
　学資負担者が申請前1年以内において風水害、地震、火災等の災害を受け、その復旧に多額の経
費を要する等のため、授業料の納入が困難と認められる者
ウ　その他特に減免する必要がある者
（ア）学則第42条第1項若しくは第2項第3号又は大学院学則第37条第1項若しくは第2項第3号の規定

により除籍された者
（イ）学則第47条第2項又は大学院学則第40条第2項に規定する退学の処分を受けた者
（ウ）交流協定（特別科目等履修学生及び研修員として受け入れる場合、派遣大学と本学との間に

おいて、授業料の徴収に関し、相互に減免に係る協定を締結したもの）に基づき履修を許可さ
れた者

（エ）国費外国人留学生制度実施要項（昭和29年3月31日文部大臣裁定）に定める国費外国人留学
生（以下「国費外国人留学生」という。）であって、理事長が特に必要と認める者

２　授業料の減免又は猶予の申請
（１）減免の申請は、減免を受けようとする者が、理事長が別に定める期限までに行うものとする。ただ
し、前項第2号イ及びウに該当する者にあっては、この限りでない。

（２）猶予の申請は、猶予を受けようとする者が、理事長が別に定める期限までに行うものとする。ただ
し、90日を超えて更に猶予を必要とする場合は、再度猶予の申請を行わなければならない。

３　授業料の減免又は猶予の期間等
（１）減免の期間は、第１項第2号ウの（ア）又は（イ）に該当する者を除き、当該年度の最終期分までとする。
（２）第１項第2号ウの（ア）又は（イ）に該当する者は、除籍された日又は退学の処分を受けた日の属する
期までの授業料を減免する。

（３）猶予の期間は、規則第４条第３項に規定する期間とする。
（４）減免又は猶予の申請をした者については、その可否の決定があるまでの間は、授業料の徴収を猶予
する。

４　授業料の減免額
　　授業料の減免額は、理事長が別に定める基準により決定する。
５　授業料の減免又は猶予の取り消し
（１）減免又は猶予の事由が途中で消滅したときは、減免又は猶予を受けている者は、遅滞なくその旨を
理事長に届け出なければならない。

（２）学生が虚偽の申請をしたとき又は減免若しくは猶予の事由が消滅しているにもかかわらず、なお前号の
届出がないときは、直ちに決定を取り消し、過去の減免又は猶予に該当しない部分の授業料を徴収する。
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６　減免が認められなかった者等に係る授業料の徴収
　第3項第4号の規定により授業料の徴収を猶予されていた者で減免が認められなかった者又は前項第2号
に該当する者は、指定された日までに遅滞なく確定された額を納入しなければならない。
７　授業料の減免措置の継続
（１）減免期間満了後も引き続いて減免の措置を希望する者は、減免の再申請をすることができる。
（２）第1項第2号イにより減免を受けている場合の再申請に係る減免期間は、災害を受けた日から1年を
経過する日の属する期までとする。

８　授業料の減免の対象学期
　規則第４条第２項第２号に該当すると認めた者に対する減免の対象学期は、別表のとおりとする。
９　規則第４条第４項に規定する入学金及び入学検定料の減免又は入学金猶予の対象者
　入学手続前1年以内において、学資負担者が災害救助法の適用を受けた地域における風水害、地震、火
災等により被災し、入学金の納入が困難と認められる者とする。
10　国費外国人留学生に係る入学金及び入学検定料の取扱い
　国費外国人留学生に係る入学金及び入学検定料は、免除する。
11　入学金減免の申請等
（１）減免の申請は、当該申請をしようとする者について指定された入学手続期間内に行うものとする。ただ
し、前項に該当する者にあっては、この限りでない。

（２）減免の申請をした者は、その可否の決定の後、指定された日までに確定された額を納入しなければなら
ない。

12　入学金の減免額
　入学金の減免額は、理事長が別に定める基準により決定する。

　　　付　則
　この取扱要領は、平成17年4月1日から実施する。
　　　付　則
　この取扱要領は、平成19年4月1日から実施する。
　　　付　則
　この取扱要領は、平成19年10月1日から実施する。
　　　付　則
　この規程は、平成27年4月1日から実施する。
　　　付　則
　この規程は、平成28年7月1日から実施する。
　　　付　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和2年4月1日から施行する。
　（経過措置）
２　平成３１年度以前に入学した者（科目等履修生、特別科目等履修生、委託生、コミュニティ・コース受
講生及び研修員を除く。）のうち、改正後の規程に基づく減免の適用が受けられなかったものに係る減免
又は徴収猶予については、なお従前の例とする。

別表（授業料の減免の対象学期関係）

学期 被災日 減免の対象学期

第１学期 ４月１日から６月３０日までの間 当該年度の第１学期から減免
７月１日から９月３０日までの間 当該年度の第２学期から減免

第２学期 １０月１日から１２月３１日までの間 当該年度の第２学期から減免
１月１日から３月３１日までの間 翌年度の第１学期から減免

備考
１　規則第４条第１項第２号に該当すると認めた者の授業料が既に納入されている場合は、減免を決定し
た既納の授業料を返還する。
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北九州市立大学学生表彰規程

平成１８年１月２４日
北 九 大 規 程 第 ３ 号

　（趣旨）
第１条	 この規程は、北九州市立大学学則（平成１７年北九大学則第１号。以下「学則」という。）第４６
条及び北九州市立大学大学院学則（平成１７年北九大学則第２号。以下「大学院学則」という。）第３９
条の規定に基づき、北九州市立大学（以下「本学」という。）の学生の表彰に関し必要な事項を定めるも
のとする。
　（表彰の基準）
第２条	 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、行うものとする。
（1）学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げ、かつ、学界又は社会的に高い評価を受けた者
（2）課外活動において、特に顕著な成績を挙げ、かつ、課外活動の振興に功績があったと認められる者
（3）社会活動において、社会的に高い評価を受け、かつ、本学の名誉を著しく高めたと認められる者
（4）前各号と同等以上の表彰に価する行為等があったと認められる者
（5）その他特に表彰に価する行為等があったと認められる者
　（表彰対象者の推薦）
第３条	 本学の教職員は、前条各号の一に該当すると認める者（以下「表彰対象者」という。）を学長に推
薦することができる。
　（表彰者の選考及び決定）
第４条	 学長は、前条の規定に基づき推薦された表彰対象者について、教育研究審議会の議を経て選考の
上、表彰される者（以下「表彰者」という。）を決定する。
　（表彰の方法）
第５条	 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
２　前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。
　（表彰の時期）
第６条	 表彰は、表彰者が決定された後、速やかに行うものとする。
　（事務）
第７条	 表彰に関する事務は、学術振興課または学務課において処理する。　
　（補則）
第８条	 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

　　　付　則
　この規程は、平成18年1月24日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成24年4月1日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成25年2月19日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成27年4月1日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、令和2年4月1日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、令和4年12月6日から施行する。
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　　　付　則
　この規程は、令和5年4月1日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、令和7年4月1日から施行する。

（北九州市立大学学生表彰規程）
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北九州市立大学学生表彰実施細則

　（趣旨）
第１条	 この細則は、北九州市立大学学生表彰規程（平成１８年北九大規程第３号。以下「規程」という）
の規定に基づき、北九州市立大学（以下「本学」という。）の学生の表彰に関し必要な事項を定めるもの
とする。
　（表彰の基準）
第２条	 規程第２条各号の表彰の基準に該当する者とは、それぞれ次の各号に揚げる場合のいずれかに該当
する学生又は学生団体とする。
（1）第１号関係
（イ）国際的規模の学会又は全国規模の学会において賞を受けた場合
（ロ）その他これらに準じた学会等において社会的に高い評価を受けた場合
（2）第２号関係
（イ）国際的規模の競技会、展覧会、講演会等（以下「競技会等」という。）に出場、出展又は出演し
た場合

（ロ） 全国的規模の競技会等に出場、出展又は出演し、優秀な成績を収めた場合
（ハ） その他これらに準じた競技会等において、特に優秀な成績を収めた場合
（3）第３号関係
（イ） 公共団体等から表彰を受け、社会的に特に高い評価を受けた場合
（ロ） 新聞、雑誌等に掲載され、社会的に特に高い評価を受けた場合
（ハ）その他これらに準じた功績等で、特に高い評価を受けた場合
（4）第４号関係
（イ）人命救助、災害救助等に貢献した場合
（ロ）その他これらに準じた功績等で、特に高い評価を受けた場合

２　規程第２条第５号の運用にあたっては、同号の規定を柔軟に解釈適用して、学生又は学生団体の表彰を
推奨するよう努めるものとする。
　（表彰状）
第３条	 規程第５条の表彰状の様式は、当該表彰の内容に応じて、その都度定めるものとする。

　　　付　則
　この細則は、平成18年1月24日から施行する。

　　　付　則
　この細則は、平成27年4月1日から施行する。

　　　付　則
　この細則は、令和4年12月6日から施行する。
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北九州市立大学学生懲戒規程

平成２７年４月１日
北 九 大 規 程 第 ８ 号

　（目的）
第１条　この規程は、北九州市立大学学則（平成１７年北九大学則第１号。以下「学則」という。）第４７
条第３項及び北九州市立大学大学院学則（平成１７年北九大学則第２号。以下「大学院学則」という。）
第４０条第３項の規定に基づき、学生の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
　（対象）
第２条　この規程における懲戒の対象者は、学部生及び大学院生（以下「学生」という。）とする。
　（懲戒の種類）
第３条　学則第４７条第２項及び大学院学則第４０条第２項に規定する懲戒の種類は、次のとおりとする。
（1）退学　学生としての身分を喪失させるもの。
（2）停学　学生としての教育を受ける権利を制限するもので、次の種類を設ける。
　ア　無期停学は、３箇月を超える期間の停学で、確定期限を付さず指導の状況を勘案しながら解除の

時期を決定するもの。
　イ　有期停学は、３箇月以下の期間の停学で、確定期限を付すもの。
（3）訓告　大学の教育的な意思を文書により与えるもの。
　（事案の報告）
第４条　懲戒に相当すると思われる事案（以下「懲戒相当事案」という。）の発生を知り得た者は、速やか
に学生部長に報告する。
２　学生部長は、速やかに前項の懲戒相当事案を学長に報告する。
３　学生部長は、懲戒相当事案を起こした学生が在籍する学部、学群又は研究科（以下「学部等」とい
う。）の長に懲戒相当事案を報告する。
４　懲戒相当事案を起こした学生が異なる学部等に在籍する場合は、当該学生が在籍するすべての学部等の
長に懲戒相当事案を報告する。
　（調査部会）
第５条　学長は、懲戒相当事案について調査が必要であると判断したときは、学生部委員会の下に調査部会
を設置する。
２　調査部会は、次に掲げる事項を行う。
（1）当該学生及び事案関係者の事情聴取
（2）事情聴取調査報告書及び懲戒処分案の作成
（3）学部等と学生部委員会との連絡調整
３　調査部会は、学生部長、学部等の代表者２人、学生部長が指名する者で組織する。
４　調査部会の議長は、学生部長をもって充てる。議長は会議を招集し、主宰する。
　（事案の事実確認）
第６条　調査部会は、当該学生及び事案関係者に事情聴取を行う。
２　調査部会は、当該学生に懲戒処分を受ける可能性がある旨を説明し、口頭又は文書による意見陳述の機
会を与える。
３　意見陳述の機会は、調査部会が作成した事情聴取調査報告書を当該学生に提示して行う。
４　当該学生が事情聴取に応じない場合又は刑事法上の身柄拘束を受け事情聴取ができない場合は、調査部
会は、当該学生に対する事情聴取が可能となるまで事情聴取調査報告書の作成を留保する。ただし、調査
部会は、事案の状況に応じて、事案の事実確認を当該学生以外の者から行うこと等により、事情聴取調査
報告書を作成することができる。
　（懲戒処分の手続）
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第７条　学生部委員会は、調査部会が作成した事情聴取調査報告書及び懲戒処分案を審議し、学部等の長に
提出する。
２　学部等の長は、学生部委員会が提出した懲戒処分案を教授会又は研究科委員会（以下「教授会等」とい
う。）で審議し、学長に提出する。
　（懲戒処分の決定）
第８条　学長は、学部等の長から提出された懲戒処分案をもとに、懲戒処分を決定する。
２　学長は、学部等の長から提出された懲戒処分案を教授会等に再審議させることができる。
３　前項により再審議を行うことが決定した場合は、速やかに再審議を行わなければならない。
　（懲戒処分の通知）
第９条　学長は、前条の規定により懲戒処分を決定した場合は、当該学生に通知しなければならない。
２　懲戒処分の通知は、学部等の長が当該学生に懲戒処分通知書（別紙様式１）を手交し、説諭することを
原則とする。
３　学生部長は、学部等の長が当該学生に懲戒処分を行うときに立ち会うものとする。
４　学部等の長は、当該学生に懲戒処分通知書を手交できない特別の事情がある場合には、他の適当な方法
により懲戒処分通知書を送付することができる。
　（再審査）
第１０条　懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他正当な理由がある場合は、証拠となる
書類を添えて、文書により学長に再審査を請求することができる。
２　前項の再審査の請求は、懲戒処分通知書を受け取った日の翌日から起算して１４日以内に行わなければ
ならない。
３　再審査の請求は、懲戒処分の効力を妨げないものとする。
　（再審査委員会）
第１１条　学長は、前項の請求があったときは、再審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
２　委員会は、副学長、請求を行った学生が在籍する学部等の長、学生部長、学長が指名する者で組織す
る。
３　委員会の委員長は、副学長をもって充てる。委員長は会議を招集し、主宰する。
４　委員会は、当該請求について審査を行い、必要に応じて学部等の意見を聞くことができる。
５　委員会は、懲戒処分の内容が相当でないと判断した場合は、懲戒処分の取り消し又は変更が妥当である
旨を記載した報告書を学長に提出する。
６　委員会は、懲戒処分の内容が相当であると判断した場合は、請求を棄却することが妥当である旨を記載
した報告書を学長に提出する。
　（再審査請求に対する決定）
第１２条　学長は、前条の報告書の提出を受けた場合、直ちに教授会等に付議しなければならない。
２　学長は、前条の報告書及び教授会等の審議を総合的に勘案し、再審査請求に対する決定を行う。
　（懲戒処分の告示）
第１３条　学長は、当該学生に懲戒処分を行った場合は、告示を行う。
２　告示日は、懲戒処分日とする。
　（無期停学処分の解除）
第１４条　学部等の長は、無期停学処分を受けた学生について、停学処分を解除することが妥当であると認
めたときは、教授会等の議を経て停学処分を解除するよう学長に提案することができる。
２　停学処分の解除は、学長が決定する。なお、停学処分の解除が決定したときは、学部等の長が学生部委
員会に報告する。
３　停学処分解除の通知は、学部等の長が処分解除通知書（別紙様式２）を当該学生に手交し、説諭するこ
とを原則とする。
４　学生部長は、学部等の長が学生に処分解除を言い渡すときに立ち会うものとする。
５　学部等の長は、当該学生に処分解除通知書を手交できない特別の事情がある場合には、他の適当な方法
により処分解除通知書を送付することができる。
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　（懲戒処分決定前の取扱い）
第１５条　懲戒相当事案を起こした学生が在籍する学部等の長は、懲戒相当事案の報告を受けてから懲戒処
分が決定するまでの間、当該学生に自宅謹慎等の適切な仮処分を課すことができる。
２　自宅謹慎期間は、停学期間に算入することができる。
３　懲戒処分が決定する前に学生が休学願又は退学願を提出したときは、学長はこれを受理しないものとす
る。
　（守秘義務）
第１６条　懲戒に関わった者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
　（補則）
第１７条　この規程に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は、学長が別に定める。

　　　付　則
　この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成３１年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。

別紙様式１（第９条関係） 別紙様式２（第１４条関係）

 

北九大達 第   号 

  年  月  日 

 
 

懲 戒 処 分 通 知 書 

 
 
１ 懲戒処分を受ける者 

所  属   
学  年   

学籍番号   

氏  名   

 

２ 懲戒内容 

   

 

３ 根拠規程 

   

 

４ 処分の理由 

   

 

５ 処分日 

      年  月  日 

 

６ 特記事項 

（１）停学期間中は、本学の施設利用を一切禁止する。 

（２）    年  月  日からの自宅謹慎期間については、停学期間に含

める。 

 

 

上記のとおり懲戒するので通知する。 

 

 

 北九州市立大学長       

別紙様式１（第９条関係） 

 

北九大達 第   号 

  年  月  日 

 
 

処 分 解 除 通 知 書 

 
 
１ 処分解除される者 

所  属   
学  年   

学籍番号   

氏  名   

 

２ 処分解除日 

      年  月  日 

 

 

 

    年  月  日付北九大達学一第   号により通知した無期停学

処分について、上記のとおり解除するので通知する。 

 

 

 北九州市立大学長       

 

 

別紙様式２（第１４条関係） 
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北九州市立大学学生懲戒要綱
別表（第２条関係）

懲戒の標準例

区
分 非違行為等の具体例

懲戒の種類

退学 停学 訓告

犯
罪
行
為
等

殺人、放火、強制性交等の凶悪な犯罪行為 ○

傷害、強盗、詐欺、万引きその他の窃盗等の犯罪行為 ○ ○ ○

薬物犯罪行為（禁止薬物の不正所持、使用、輸入、売買又はその仲介等） ○ ○

住居侵入、他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為 ○ ○ ○

わいせつ行為、痴漢行為、のぞき見、盗撮等 ○ ○ ○

ストーカー行為等の規制等に関する法律に抵触する行為 ○ ○ ○
情報通信技術を不正使用した犯罪行為及び不正アクセス行為の禁止等に関
する法律違反を行った場合 ○ ○ ○

賭博行為、客引き等の迷惑行為防止条例等に違反する行為 ○ ○

交
通
事
故
等

死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で

その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合 ○

その原因行為が悪質でない場合（前方不注意等の過失による場合） ○

人身事故等を伴う交通事故を起こした場合で

　　 その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合 ○ ○

その原因行為が悪質でない場合（前方不注意等の過失による場合） ○ ○

人身事故等を伴わない悪質な交通法規違反
○ ○ ○

（無免許運転、飲酒運転、暴走運転、当て逃げ等）

上
記
以
外

人権侵害等のハラスメント行為 ○ ○ ○
自らが飲酒し、または他者に飲酒を強要し、急性アルコール中毒等の事態
が生じた場合 ○ ○ ○

本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為 ○ ○ ○

本学が管理する建造物又は器物の破壊、汚損、不正改築等 ○ ○ ○

本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用もしくは占拠 ○ ○ ○

本大学の教育の趣旨に背き、又は学生の本分に反する行為 ○ ○ ○

注１）懲戒は、この「懲戒の標準例」を参考としつつ、個別の非違行為等の事案を勘案して決定する。
	 （非違行為等の事案に応じて、この標準例に掲げる処分の加重、軽減を行うことがある。）
注２）この「懲戒の標準例」に掲げられていない非違行為についても、その態様及び程度に応じて、懲戒処分に相

当すると判断される場合は、懲戒処分とすることがある。
	 （例：二十歳未満の飲酒・喫煙、騒音などの迷惑行為等）
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北九州市立大学休学、復学及び退学に関する規程

平成２７年４月１日
北九大規程第１０号

　（趣旨）
第１条　この規程は、北九州市立大学学則（平成１７年北九大学則第１号）第４０条、第４１条及び第４３
条並びに北九州市立大学大学院学則（平成１７年北九大学則第２号。以下「大学院学則」という。）第
３５条、第３６条及び第３８条の規定に基づき、休学、復学及び退学に関し必要な事項を定めるものとす
る。
　（休学手続）
第２条　次の各号のいずれかに該当する者は、学長に対し休学を願い出ることができる。ただし、北九州市
立大学学生懲戒規程（平成２７年北九大規程第８号。以下「懲戒規程」という。）第１５条第３項の規定
により、懲戒相当事案に関係する者から休学願が提出されたときは、学長はこれを受理しない。
（1）病気療養
（2）経済的理由による学費の支払いが困難
（3）その他休学を適当と認めた事由
２　休学しようとする者は、その理由を明らかにし、休学願（別紙様式１）に必要書類を添え、学長に提出
しなければならない。
３　休学を延長しようとする者は、当該休学が許可された期間（以下「休学許可期間」という。）が満了す
る前に、その理由を明らかにし、休学願に必要書類を添え、学長に提出しなければならない。
４　第２項及び第３項の必要書類は、次に掲げるものとする。
（1）病気療養を理由とするときは、医師の診断書
（2）前号以外を理由とするときは、休学の理由を明らかにする書類
　（休学許可）
第３条　学長は、教授会又は研究科委員会の議を経て、休学の可否について決定する。
２　学長は、休学を許可した者に休学許可書（別紙様式２）を交付する。
　（休学許可期間の単位）
第４条　休学許可期間の単位は、年度又は学期とする。
２　学期の途中から休学しようとする者は、当該学期を休学するものとする。
　（休学許可期間の取扱い）
第５条　休学許可期間を通算した期間（以下「休学期間」という。）は、次の各号に掲げる期間を超えるこ
とができない。
（1）大学の学士課程は、４年とする。
（2）大学院の修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程は、２年とする。
（3）大学院の博士後期課程は、３年とする。
２　大学院学則第１９条第１項の規定により再入学した者は、退学前又は除籍前の休学期間を、再入学後の
休学期間に算入する。
３　休学期間は、在学期間に算入しない。
　（休学を許可された者の授業料）
第６条　休学を許可された者の授業料は、公立大学法人北九州市立大学授業料等に関する規則（平成１７年
北九大規程第６６号。以下「授業料規則」という。）第７条で定める。
　（復学）
第７条　学長は、第２条第３項の規定による休学延長手続をしなかった者に、教授会又は研究科委員会の議
を経て、休学許可期間満了に伴う復学について決定する。
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　（復学手続）
第８条　休学を許可された者で休学事由が消滅した者は、学長に対し復学を願い出ることができる。
２　前項により復学しようとする者は、その理由を明らかにし、復学願（別紙様式１）を学長に提出しなけ
ればならない。
　（復学許可）
第９条　学長は、第８条により復学しようとする者に、教授会又は研究科委員会の議を経て、復学の可否に
ついて決定する。
２　学長は、復学を許可した者に、復学許可書（別紙様式３）を交付する。
　（復学の日）
第１０条　復学の日は、復学の申請のあった日後、最初の４月１日又は１０月１日とする。
　（退学手続）
第１１条　退学しようとする者は、その理由を明らかにし、退学願（別紙様式１）を学長に提出しなければ
ならない。ただし、懲戒規程第１５条第３項の規定により、懲戒相当事案に関係する者から退学願が提出
されたときは、学長はこれを受理しない。
　（退学許可）
第１２条　学長は、教授会又は研究科委員会の議を経て、退学の可否について決定する。
２　学長は、退学を許可した者に、退学許可書（別紙様式４）を交付する。
　（退学しようとする者の授業料）
第１３条　退学しようとする者の授業料は、授業料規則第６条で定める。
２　休学許可期間中に退学しようとする者の授業料は、授業料規則第７条で定める。
　（補則）
第１４条　この規程に定めるもののほか、休学、復学及び退学に関し必要な事項は、学長が別に定める。

　　　付　則
　この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成３１年４月１日から施行する。
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（北九州市立大学休学、復学及び退学に関する規程）

別紙様式１（第２条、第８条及び第１１条関係）

年   月   日

１ 退学  ２ 休学  ３ 復学  願

北九州市立大学学長 様

学部・学群 学科・学類    年 学籍番号

研究科 専攻

本 人 住 所 〒  

氏 名   ㊞  ℡  

保証人住所 〒

氏 名   ㊞  ℡  

内容に同意した上で番号に○をつけること。

１（退学） 下記の理由により退学の許可を受けたく、保証人連署のうえお願いします。

２（休学） 下記の理由により休学の許可を受けたく、保証人連署のうえお願いします。

  休学許可期間が終了し、退学や再度休学する場合は、同期間中に速やかに申請します。 
３（復学） 下記の理由により復学の許可を受けたく、保証人連署のうえお願いします。

記

（１）理   由

休学する場合に記入すること。

（２）期   間 自： 年   月   日

至：   年   月 日  （ 年   ヶ月間）

注意 

①休学を継続する場合は再度申請書を提出する必要があります。

②休学許可期間の終了後は復学となります。同期間終了後の復学には申請書の提出は必要ありません。
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別紙様式２（第３条関係） 別紙様式３（第９条関係）

別紙様式４（第１２条関係）

（北九州市立大学休学、復学及び退学に関する規程）

休休学学許許可可書書

北九大指令  第 号

  年 月 日

  所  属

年

  学籍番号

様

上記の者の願い出により、下記のとおり休学を許可します。

記

休学許可期間   年  月  日から

  年  月  日まで

北九州市立大学 学長

退退学学許許可可書書

北九大指令  第 号

  年 月 日

  所  属

年

  学籍番号

様

上記の者の願い出により、下記のとおり退学を許可します。

記

退学許可年月日    年  月  日

北九州市立大学 学長

復復学学許許可可書書

北九大指令  第 号

  年 月 日

  所  属

年

  学籍番号

様

上記の者の願い出により、下記のとおり復学を許可します。

記

復学許可年月日    年  月  日

北九州市立大学 学長
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（北九州市立大学不正行為取扱規程）

北九州市立大学不正行為取扱規程

平成１７年４月１日
北九大規程第８５号

  （目的）
第１条　この規程は、公正な成績評価を保持するために、定期試験における不正行為の実行を防止すること
を目的とする。
  （定義）
第２条　この規程において「定期試験」とは、正規に学術振興課又は学務課に届け出て行われる学期末試
験、追試験及び集中講義試験をいう。
２　この規程において「不正行為」とは、次に掲げる行為をいう。
（1）持込みの許可を受けていない情報通信機能を備えた電子機器等を使用すること。
（2）持込みの許可を受けていない定期試験に関連した内容の紙片を使用し、又は所持すること。
（3）定期試験に関連した内容を机、筆記用具等に書き込みをすること。
（4）他の学生の答案の全部又は一部を書き写すこと。
（5）他の学生の答案を故意にのぞき見すること。
（6）持込みの許可を受けていない書籍（辞書・六法等を含む。）、電子辞書、ノート等を利用するこ
と。

（7）配布された答案用紙以外の答案用紙を用いること。
（8）答案用紙をすり替え、又はすり替えさせること。
（9）本人に代わって受験し、又は受験させること。
（10）他人の答案作成を助ける目的で、他の学生に自分の答案を見せ、若しくは口伝えし、又は定期試験
に関連した内容について紙片等を渡し、若しくは通信手段等でメール、信号等を送信すること。

（11）試験監督者及び科目担当者の指示に従わないこと。
  （不正行為を行った学生に対する成績評価）
第３条　不正行為を行った学生に対しては、当該学期のすべての受講申告科目の成績評価を不可とする。た
だし、国際環境工学部及び国際環境工学研究科に属する学生の成績評価については、不可とすべき受講申
告科目のうち、学部長又は研究科長が指定する実験科目及び実習科目を除くことができる。
 （試験監督者又は科目担当者の手続）
第４条　試験監督者は、定期試験の実施中に不正行為が行われたと判断したときは、不正行為に係る学生の
定期試験を停止し、学生証、答案用紙及び不正行為に使用した所持品を押収して、当該学生を担当課に同
行する。
２　不正行為が行われたことが定期試験の実施後に明らかになった場合は、不正行為が行われた科目の担当
者（以下「科目担当者」という。）が、不正行為に関する書類を担当課に提出する。
 （担当課）
第５条　前条の担当課は、不正行為に係る学生が外国語学部、経済学部、文学部、法学部、地域創生学群、
法学研究科、社会システム研究科及びマネジメント研究科に属する学生にあっては学術振興課、国際環境
工学部及び国際環境工学研究科に属する学生にあっては学務課とする。
  （担当課の手続）
第６条　担当課は、第4条第1項により同行された学生に顛末書を書かせるとともに、試験監督者に報告書の
作成を求める。
２　担当課は、第4条第2項により提出された書類に基づき、不正行為に係る学生に顛末書を書かせるととも
に、科目担当者に報告書の作成を求める。
 （処分案の作成）
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（北九州市立大学不正行為取扱規程）

第７条　処分案の作成は、学生部委員会が行う。
２　学生部委員会は、試験監督者又は科目担当者の報告と不正行為に係る学生の陳述とが異なる場合には、
試験監督者又は科目担当者及び当該学生を学生部委員会に出席させ、意見を聴かなければならない。

 （処分の決定）
第８条　処分の決定は、不正行為に係る学生の属する学部（学群を含む。）の教授会又は研究科委員会の審
議を経て、学部長（学群長を含む。）又は研究科長（以下「学部長等」という。）が行う。
 （説諭）
第９条　学部長等は、前条により処分を決定された学生に対し、説諭を行う。
 （定期試験以外の試験における不正行為の扱い）
第１０条　定期試験以外の試験において不正行為が行われた場合は、この規程の目的に照らして、当該試験
に係る科目担当者の判断において対処する。この場合において、第２条第２項中「定期試験」とあるのを
「定期試験以外の試験」に読み替えるものとする。

　　　付　則
　この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、令和２年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、令和７年４月１日から施行する。
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（公立大学法人北九州市立大学施設管理要綱）

公立大学法人北九州市立大学施設管理要綱

平成１７年４月１日
北九大規程第５１号

　（目的）
第１条　この要綱は、公立大学法人北九州市立大学（以下「大学」という。）の管理について必要な事項を
定めることにより、大学の秩序の維持及び災害の防止を図り、もって業務の正常な運営を確保することを
目的とする。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）校舎等　大学の業務の用に供する建物及びこれに付属する建物その他の工作物等をいう。
（２）学内　　校舎等及びその敷地並びにグラウンドをいう。
（３）予定物　大学の業務の用に供するものと決定した建物（設備を含む。）及びその用地並びにこれら
に属する工作物等で、公立大学法人北九州市立大学理事長（以下「理事長」という。）の管理に属す
るものをいう。

　（管理責任者）
第３条　学内の管理に関する事務を行わせるため管理責任者を置き、管理責任者は公立大学法人北九州市立
大学会計規則（平成17年北九大規程第56号）第33条に規定する資産管理責任者をもって充てる。
　（管理補助者）
第４条　管理責任者の事務を補助するため、管理補助者を置き、管理責任者が指定する職員をもって充て
る。
２　管理補助者は、学内の管理に関し、管理責任者が指定する軽易な事項を処理することができるものとす
る。
３　管理責任者に事故があるとき又は管理責任者が欠けたときは、管理補助者がその職務を行う。
　（室内管理者）
第５条　管理責任者の管理に属する学内にある各課（室等を含む。以下同じ。）の事務室（各課の所管する
会議室、倉庫等を含む。）の管理に関する事務を分担させるため室内管理者を置き、当該各課の長（室等
にあっては、これに相当する者）をもって充てるものとする。
　（火元取締責任者）
第６条　管理責任者は、その定める学内の場所ごとに火元取締責任者を置き、学内の火元取締りに当たらせ
る。
　（職員等の義務）
第７条　職員並びに学内で事務等を行うことを許可された者及びその従事者は、学内を常に良好な状態で使
用し、かつ、管理責任者その他の関係職員が、学内の管理上必要な事項を指示したときには、これに従わ
なければならない。
　（許可を必要とする行為）
第８条　学内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければ
ならない。
（１）寄付金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為
（２）宣伝その他これに類する行為
（３）テント、柵その他これらに類する施設を設ける行為
（４）引火性の物、爆発性の物、劇薬性の物その他の危険性の物を持ち込む行為
（５）印刷物、図画、ポスター、看板、旗、ビラ、のぼり、懸垂幕、立札、プラカードその他宣伝板等を
掲示し、又は結着する行為
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（６）団体見学
（７）集会その他これに類する行為
（８）門扉閉鎖後又は日曜日、休日等に学内に出入りする行為
（９）その他前各号に準ずる行為
２　前項の許可を受けようとする者は、許可申請書を管理責任者に提出しなければならない。
３　管理責任者は、第１項の規定による許可について、学内の管理上必要な条件を付することができるもの
とする。
　（禁止行為）
第９条　学内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
（１）大学運営を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は学内の本来の用途を阻害し、若しくは阻害
するおそれがある行為

（２）学内の施設、設備等を毀損し、若しくは学内の美観を損なう行為又は不衛生的な行為
（３）面会を強要し、又は乱暴な言動をする行為
（４）凶器又は爆発物、劇毒物その他の危険物を所持し、又は持ち込む行為
（５）座込み、立ちふさがり、他人の身辺に群がる行為その他これらに類する通行の妨害になる行為又は
これらの行為をしようとする行為

（６）爆発若しくは引火のおそれがある物の付近及び廊下、車庫、倉庫等で喫煙し、又は火気を取り扱う
行為

（７）管理責任者が定める立入禁止の区域又は場所に立ち入る行為
（８）騒音又は高音を発する行為
（９）その他前各号に準ずる行為
　（駐車等の制限）
第１０条　管理責任者は、管理上必要があるときは、学内での駐車若しくは学内への車両の入場を制限し、
又はこれらを禁止することができる。
　（違反行為に対する処置）
第１１条　管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可を取り消し、違反事項の是正を命
じ、又は行為の禁止若しくは物件の撤去を命じ、その他必要な処置をとることができる。
（１）第８条第１項の規定による許可を受けないで、同項各号の行為をした者
（２）第８条第３項の規定による許可に付した条件に違反した者
（３）第９条に規定する禁止行為をした者
（４）管理責任者、管理補助者、室内管理者その他の関係職員の指示に従わない者
　（退去命令）
第１２条　理事長は、前条の規定による管理責任者の命令又は処置に従わない者に対し、学内からの退去を
命じ、又は校舎若しくは学内への入場を拒むことができる。
　（予定物についての準用）
第１３条　第３条、第４条及び第６条から前条までの規定は、予定物について準用する。この場合におい
て、必要な読替えは、次の表のとおりとする。
　（その他）
第１４条　この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

付　則
この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

付　則
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
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公立大学法人北九州市立大学体育施設使用要綱

平成１７年４月１日
北九大規程第５３号

　（趣旨）
第１条　この要綱は、別に定めのある場合を除き、北九州市立大学の体育施設（以下「体育施設」とい
う。）の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この要綱において「体育施設」とは、次に掲げる施設をいう。
（１）体育館兼講堂
（２）第一運動場（日の出グラウンド）
（３）第二運動場（青嵐グラウンド）
　（使用用途）
第３条　体育施設は、次に掲げる用途に使用する。
（１）正課体育実技
（２）北九州市立大学（以下「本学」という。）が行う行事
（３）課外活動
（４）前３号に掲げるもののほか、本学の学生並びに職員が行う行事
（５）前各号に定めるもののほか、学長が使用を認める行事
　（使用期間及び使用時間）
第４条　使用期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、学長が必要と認めるときは、この限りでない。

施設名 使用期間

使　用　時　間

月曜日から土曜日まで
日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和
２３年法律第１７８号）に規定する休日
（以下「休日」という。）

体育館兼講堂
１月４日
から

１２月２８日
まで

８時４５分から２２時まで ９時から１７時まで

第一運動場 ８時から２１時１０分まで ９時から１７時まで

第二運動場
８時から１９時まで
（１１月１日から２月末日までの期
間は８時から１８時まで）

９時から１９時まで
（１１月１日から２月末日までの期間は９
時から１８時まで）

　（使用の申請）
第５条　正課体育実技及び大学が行う行事並びに指定する体育課外活動を除き、体育施設を使用しようとす
る者は、あらかじめ別に定める使用申請書を管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。
２　指定する体育課外活動を行う者は、２箇月間の使用計画書をあらかじめ学術振興課に提出するものとす
る。
　（使用要領）
第６条　体育施設を使用する者は、別に定める使用要領を遵守しなければならない。
　（設備制限）
第７条　体育施設内に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ学長の許可を受けな
ければならない。
　（使用の取消し及び停止）
第８条　学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又は使用の停止を命ずること
ができる。この場合において、使用者が受けた損失については、本学はその責めを負わない。
（１）本学において、公用又は公共用に供するため当該施設を必要とするとき。
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（２）別に定める使用要領及び許可書に掲げられた使用の条件に違反したとき。
（３）偽りその他不正な手段で許可を受けたことが判明したとき。
（４）前３号に掲げるもののほか教育上又は管理上の支障があるとき。
　（使用後の措置、原状の回復）
第９条　使用者は、使用後直ちに体育施設を原状に回復し、学長に報告しなければならない。
２　使用者がその責めに帰すべき事由により施設、設備又は備品等を破損、汚損又は紛失した場合には、原
状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
　（管理）
第１０条　体育施設の管理事務は、総務課において行うものとする。
　（使用中の事故）
第１１条　使用中に生じた事故及び盗難等については、本学の責めに帰する場合を除き、
使用者がその責めを負うものとする。
　（使用手続）
第１２条　学外者で体育施設を使用しようとするものは、使用日の７日前までに学長に許可申請書を提出
し、許可を受けなければならない。
　（使用時間等）
第１３条　学外者が体育施設を使用することができる日及び時間は次のとおりとする。ただし、学長が特別
の事情があると認めた場合は、この限りでない。

使用できる日 時　　間

（１）日曜日及び休日
　　　（１２月２９日から１月３日までを除く）
（２）夏季休業期間

（１）体育館兼講堂　９時から１７時まで
（２）第一運動場　　９時から１７時まで
（３）第二運動場　　９時から１９時まで
※第二運動場については、１１月１日から２月末日ま
での期間は９時から１８時まで

　（競技可能種目）
第１４条　学外者が体育施設において競技できる種目は、次のとおりとする。
（１）体育館兼講堂　ハンドボール、バスケットボール、バレーボール、バドミントン及び卓球
（２）第一運動場　　ソフトボール
（３）第二運動場　　陸上競技、サッカー及びラグビ一
（４）その他学長が適当と認めた競技
　（使用料）
第１５条　体育施設の使用料については、別に定める。

　　　付　則
　この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２７年１２月１１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
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北九州市立大学におけるハラスメントの防止及び対策についての指針

１９９９年６月９日　第775回評議会決定
２００１年11月７日　第848回評議会改正

２００８年12月９日　第8 8 回教育研究審議会改正
２０２０年12月22日　第348回教育研究審議会改正

　（目的及び基本方針）
　北九州市立大学において、ハラスメントを防止し、健全で快適な教育・研究環境及び労働環境をつくる
ために、この指針を定める。
　ハラスメントは、人としての尊厳にかかわる重大な人権侵害であり、学生・教職員の就学、就労、教育
または研究のための環境を著しく損なう行為として、決して容認することはできない。本学においては、
大学を構成する学生、教員、職員ひとりひとりがこうした行為をしない義務を負うものであることを認識
したうえで、この指針に基づきハラスメントを防止するとともにハラスメントに起因する問題が生じた場
合には迅速かつ適切に必要な措置を講じるものとする。
　（定義）
　ハラスメントとは、次に掲げる行為をいう。
　１　セクシュアル・ハラスメント
（1）相手方の意に反する性的な言動を行い、それに対する対応によって、就学、就労、教育または研究
を行う上で、一定の利益または不利益を与えること、もしくは与えようとすること。

（2）相手方の意に反する性的な言動を行うことにより、就学、就労、教育又は研究を行う環境を著しく
損なうこと。

　２　アカデミック・ハラスメント
（1）教育研究上の権限又は優越的地位を不当に利用して、これに抗し難い地位にある者に対して、教育
研究又は職務上の著しい不利益を与えること、もしくは与えようとすること。

（2）教育研究上の権限又は優越的地位を背景にした不適切な言動又は差別的な取扱いにより、就学、就
労、教育又は研究を行う環境を著しく損なうこと。

　３　その他上記に類する行為
　正当な理由なく、誹謗、中傷、嫌がらせ、差別的な言動、相手の意に反する行為の強要などをするこ
とにより、就学、就労、教育又は研究を行う環境を著しく損なうなど一定の不利益を与えること。

　（本指針の適用範囲）
　本指針は、ハラスメントに起因する問題の当事者が、学生、教員、職員等大学を構成する者であって、
当該ハラスメントにより、実質的に本学における就学、就労、教育又は研究の環境に重大な支障を来すと
認められる場合に適用される。
　（防止のための対策及びハラスメント問題への対応）
　ハラスメントの防止及びハラスメント問題への対応として次のことを行う。
　１　ハラスメント防止のために教育、研修、啓発活動を行う。
　２　ハラスメントに関する相談・苦情への対応として相談受付窓口を設ける。
　３　ハラスメントに関する苦情・相談の処理制度を設ける。
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公立大学法人北九州市立大学におけるハラスメントの防止に関する規程

平成１７年４月１日
北九大規程第２８号

　（趣旨）
第１条　この規程は、北九州市立大学における人権意識の向上、ハラスメントの防止、人権侵害又はハラス
メントに起因する問題が生じた場合の迅速かつ適切な対応をするために必要な事項を定めるものとする。
　（理事長及び学長の責務）
第２条　理事長及び学長は、教職員及び学生の人権意識の向上及びハラスメントの防止のため必要な対策を
講じるとともに、人権侵害又はハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に必要な措置
を講じなければならない。
　（教職員及び学生の責務）
第３条　教職員及び学生は、「北九州市立大学におけるハラスメント防止及び対策についての指針」の定め
るところに従い、人権意識の向上に努めるとともに、ハラスメントをしてはならない。
　（人権・ハラスメント問題協議会）
第４条　教職員及び学生の人権意識を向上させるとともに、ハラスメントを防止し、人権侵害又はハラスメ
ントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するため、本学に、北九州市立大学人権・ハラス
メント問題協議会（以下「協議会」という。）を設置する。
２　協議会は、人権侵害又はハラスメントに起因する問題が生じた場合で事実関係の調査が必要と認めると
きは、北九州市立大学人権・ハラスメント調査委員会（以下「調査委員会」という。）を設置する。
３　協議会及び調査委員会について必要な事項は、別に定める。
　（相談員の設置）
第５条　人権問題やハラスメントに関する相談、苦情及び申立てを受け付けるため、人権・ハラスメント相
談員（以下「相談員」という。）を置く。
２　相談員には、次の各号に掲げる者をもって充てる。
（1）各学部及び基盤教育センターから選出された教員各２名
（2）地域創生学群、大学院社会システム研究科、大学院マネジメント研究科及び国際教育交流センターか
ら選出された教員各１名

（3）学術振興課長
（4）学生支援課長
（5）学務課長
（6）その他学長が指名する教職員若干名
３　相談員は、相談、苦情及び申立ての受付に当たるとともに、相談、苦情及び申立ての具体的内容を協議
会に報告する。
　（プライバシーの保護等）
第６条　当事者を含め、協議会及び調査委員会の委員、相談員及びその他職務上の関係者となった者は、ハ
ラスメントの対応にあたっては、関係する者の名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければならな
い。
２　協議会及び調査委員会の委員、相談員及びその他職務上の関係者となった者は、職務上知り得た個人に
関する情報を他に漏らしてはならない。任期中のみならず任期後も同様とする。
　（懲戒等）
第７条　ハラスメントを行った者及び虚偽の申立てを行った者については、懲戒等をすることができる。
　（不利益取扱いの禁止）
第８条　ハラスメントに対する苦情の申出、これに係る調査の協力、その他ハラスメントに関して正当な対
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応をした者に対して、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
　
　　　付　則
　この規程は、平成１７年４月１日から施行する。
　
　　　付　則
　この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２０年１２月９日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２１年４月１日から施行する。
　　
　　　付　則
　この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、平成３１年３月１日から施行する。

　　　付　則
　この規程は、令和２年４月１日から施行する。
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公立大学法人北九州市立大学情報セキュリティポリシー

平成２０年６月１日

目次
　第１章　情報セキュリティ基本方針
　第２章　情報セキュリティ管理基準
　付　則
　別　表　情報セキュリティ部門管理者（第２章１．（３）ア 関係）

第１章　情報セキュリティ基本方針

１．基本方針
　公立大学法人北九州市立大学（以下「本学」という。）は、学生に関する情報をはじめとする大量の個
人情報を保有している。これらの情報は、個人情報保護の観点から厳正に管理されなければならない。ま
た、学術論文、特許等多くの価値ある知的情報を創造し、保有している。これらの情報は知的財産として
適切な情報流通により広く社会に還元されるべきである。その他、本学全般の活動に関わって生成される
各種情報も重要度に応じて厳正に管理されるべきである。これらの情報が蓄積又は流通されている情報シ
ステムに障害が発生したり、情報の漏えいや改ざん・遺失等が生じたりすると、教育・研究等に支障をき
たすだけでなく、本学の信用の失墜につながりかねない。さらには、社会に大きな混乱や障害をもたらす
ことも懸念される。
　こうしたことから、本学の情報資産を管理・運用又は利用するための包括的な指針として、ここに公立
大学法人北九州市立大学情報セキュリティポリシー（以下「本ポリシー」という。）を策定する。あわせ
て、具体的対策を示した公立大学法人北九州市立大学情報セキュリティポリシー実施要領（以下「実施要
領」という。）、公立大学法人北九州市立大学情報セキュリティポリシーガイドライン（以下「ガイドラ
イン」という。）を別に定めるものとする。
　本ポリシーの目指すところは、次のとおりである。
（１）情報資産に係る機密性の確保
権限のない者の情報資産へのアクセス及び許可のない情報資産の外部提供を防止すること。

（２）情報資産に係る完全性の確保
情報資産の改ざん、破壊等による被害を防止すること。

（３）情報資産に係る可用性の確保
権限のある者にいつでも情報資産の利用を可能にすること。

　本学の情報資産を管理・運用又は利用するすべての関係者は、本ポリシー、実施要領及びガイドライン
を理解し、本学における教育・研究等において、情報資産の厳正な管理・運用と適正な利用に努めなけれ
ばならない。なお、本学が所管しない情報資産も情報セキュリティに注意して取り扱わなければならな
い。

２．定義
（１）情報機器
　汎用的な情報処理・通信機能を持つコンピュータやデジタル機器及びその周辺機器などをいう。

（２）ネットワーク
　情報機器を相互に接続するための通信網、その構成機器（ハードウェア及びソフトウェア）をい
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う。
（３）情報システム
　　コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

（４）情報資産
　対象とする情報資産は、次のとおりとする。
①本学で取り扱う情報（各種データや印刷した文書等も含む。）
②情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
③情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

（５）学内
　本学が管理する物理的な空間及びネットワークで繋がれたセキュアな仮想空間※をいう。
　※セキュアな仮想空間とは
　　第三者機関による認証を受け、かつ、大学が認めたサービスのことをいう。

（６）学外
　前号に定める学内以外をいう。

３．対象範囲と適用対象者
　本ポリシーの対象となる範囲は、本学の情報資産、学内のネットワークに一時的に接続される情報機器
及び情報システムとする。本ポリシーの適用対象者は、役員、教職員、研究員、学生、研究生、委託業
者、一時利用者（市民や訪問者等）等本学においてその情報資産を利用するすべての者及び情報システム
の運用業務に携わる者（以下「利用者」という。）とする。

４．利用者の義務
　利用者は、情報セキュリティの重要性を理解し、本ポリシー、実施要領及びガイドラインに定められて
いる事項並びにその他の情報セキュリティに関係する法令等を遵守しなければならない。

第２章　情報セキュリティ管理基準

１．情報セキュリティ管理体制
　本学における情報資産の有効活用及びセキュリティ確保を実現するため、以下に掲げる組織を置く。
（１）情報セキュリティ部会
　本学の情報資産を侵害から守り、安全性を確保するために、危機管理規程（平成２５年北九大規程第
３号）第１１条に基づき、危機管理委員会の専門部会として情報セキュリティ部会を設置する。情報セ
キュリティ部会の所管事項及び構成等は情報セキュリティ部会設置要領に定める。

（２）情報セキュリティ統括管理者
ア　本学におけるすべての情報資産に関する情報セキュリティを統括する責任者として、情報セキュリ
ティ統括管理者（以下「統括管理者」という。）を置く。
　　統括管理者には、情報総合センター長を充てる。

　　イ　統括管理者は、次の事項を行う。
（ア）情報セキュリティ部門管理者、情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者の指導並びに

監督
（イ）事故及び違反行為への対応
（ウ）情報セキュリティ部会の運営
（エ）情報セキュリティに関する学外との折衝

（３）情報セキュリティ部門管理者
ア　統括管理者の下に、学部（学群を含む。）、研究科、付属施設等及び事務局の情報資産に関する情
報セキュリティを統括する責任者として、情報セキュリティ部門管理者（以下「部門管理者」とい
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う。）を置く。
　　部門管理者は、別表に定めるものを充てる。

　　イ　部門管理者は、次の事項を行う。
（ア）所属の情報セキュリティ管理者、情報システム管理者及び情報システム技術者の指導並びに監

督
（イ）所属の情報資産の分類区分及び当該区分に応じた情報セキュリティ対策の実施
（ウ）事故及び違反行為への対応

（４）情報セキュリティ管理者
ア　部門管理者の下に、所管する学科（学類を含む。）、専攻及び事務局にあっては各課（室等を含
む。）の情報資産に関する情報セキュリティを統括する責任者として、情報セキュリティ管理者（以
下「セキュリティ管理者」という。）を置く。
	 　セキュリティ管理者には、学科長（学類長を含む。）、専攻長及び事務局にあっては各課長（室長
等を含む。）を充てる。
イ　セキュリティ管理者は、次の事項を行う。
（ア）所属の情報システム管理者及び利用者の指導並びに監督
（イ）所属の部門管理者の支援
（ウ）所属の情報資産の分類区分及び当該区分に応じた情報セキュリティ対策の実施
（エ）所管する情報システム及びネットワークの構成並びにその導入時期の把握
（オ）事故及び違反行為への対応

（５）情報システム管理者
ア　部門管理者及びセキュリティ管理者の下に、情報システムの開発、運用及び保守（以下「開発等」
という。）に関する情報セキュリティを統括する責任者として、情報システム管理者（以下「システ
ム管理者」という。）を置く。ただし、管理する情報システムがない場合は、この限りでない。ま
た、システム管理者は、複数の情報システムの管理者を兼ねることができる。
イ　システム管理者は、次の事項を行う。
（ア）所属の情報システム技術者及び利用者の指導並びに監督
（イ）所属の部門管理者及びセキュリティ管理者の支援
（ウ）情報システム単位の情報セキュリティ対策の実施
（エ）事故及び違反行為への対応

（６）情報システム技術者
　部門管理者及びセキュリティ管理者は、システム管理者を補佐し、担当する情報システムの情報セ
キュリティの維持・強化に必要とされる物理的、技術的な対策の実施を行う者として、情報システム
技術者（以下「システム技術者」という。）を置くことができる。

（７）情報セキュリティ内部監査部門
　本ポリシーの遵守状況について定期的に自己点検・評価等の監査を行い、情報セキュリティ部会に
報告する。総務課、企画管理課及び情報化推進課が担当する。

２．情報の分類及び管理
　本学の情報資産は、非公開情報と公開情報（限定公開情報を含む。）に区分するものとし、当該区分及
び重要度の分類に応じて定められた情報セキュリティ保護対策を講じなければならない。情報の分類及び
管理についての詳細は実施要領（総則）に定める。

３．事故及び違反行為の報告
（１）利用者は、事故及び違反行為について、実施要項に従って適切に対処しなければならない。
（２）部門管理者又はセキュリティ管理者は、システム管理者と協議し、報告に係る事故又は違反行為が

重大なものと判断される場合は、直ちに統括管理者に報告しなければならない。
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（３）統括管理者は、前項による報告を受けた場合には、関係者に情報セキュリティ対策の改善を指導す
る等必要な措置を講じなければならない。

（４）統括管理者は、本ポリシーに対する重大な違反行為が生じた場合には、関連する決定機関に対して
違反行為の報告を行わなければならない。

４．緊急の措置
　統括管理者は、本学の情報セキュリティに対する侵害が発生した場合又は発生する恐れがある場合にお
いては、緊急の措置として、セキュリティ対策を実施する者の本ポリシーに対する遵守義務を一時的に免
除することができる。この場合においては、統括管理者は、その経緯について情報セキュリティ部会に報
告しなければならない。

５．本ポリシー、実施要領及びガイドラインの作成と改正
　本ポリシー、実施要領及びガイドラインの原案又は改正案の作成は、情報セキュリティ部会が行う。

６．委任
　前条までに規定するほか、本ポリシーの施行に関し必要な事項は、情報セキュリティ部会が定める。

　　付　則
　このポリシーは、平成２０年６月１日から施行する。

　　付　則
　このポリシーは、平成２６年５月２７日から施行する。

　　付　則
　このポリシーは、平成２７年４月１日から施行する。

　　付　則
　このポリシーは、令和５年４月１日から施行する。

別表　情報セキュリティ部門管理者（第２章１．（３）ア 関係）

学部、学群、研究科及び付属施設の長

事務局次長

ひびきのキャンパス担当部長
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公立大学法人北九州市立大学情報セキュリティポリシー実施要領（学生編）

平成２０年６月１日

目次
　第１章　総則
　第２章　情報機器及び情報システムの利用
　第３章　パスワードの管理
　第４章　マルウェア対策
　第５章　情報資産の管理
　第６章　学内ネットワークへの接続
　第７章　情報機器の修理・返却・譲渡及び廃棄
　第８章　補則
　付　則

第１章　総則

１．趣旨
　この要領は、公立大学法人北九州市立大学情報セキュリティポリシー（以下「ポリシー」という。）に
基づき、情報資産の適切な保護・管理・運用に関して定めるものとする。なお、用語の定義は、ポリシー
に定めるところによる。

２．義務
（１）学生は、情報セキュリティの重要性を認識するとともに、学内においては、ポリシー及び該当する実
施要領に定める事項を遵守しなければならない。

（２）学生は、情報資産を利用するときは、情報セキュリティに関係する法令等を遵守しなければならな
い。

（３）学生は、情報セキュリティに関する研修や説明会又は講義等の受講により、ポリシーその他の情報セ
キュリティに関する定めを理解し、情報セキュリティに支障が生じないよう努めなければならない。

第２章　情報機器及び情報システムの利用

　本学に関わる情報資産を保管した情報機器及び情報システムを利用する場合には、次の事項を遵守しな
ければならない。
（１）マルウェア又は不正アクセス等によって情報資産に障害が発生する恐れがあると認められるときは、
直ちにネットワークとの接続を切断し、情報セキュリティ部門管理者（以下「部門管理者」という。）
又は情報セキュリティ管理者（以下「セキュリティ管理者」という。）又は当該情報機器や情報システ
ムを管理する担当教員（以下「担当教員」という。）に報告しなければならない。

（２）学内のネットワークに影響を及ぼす障害が発生又はその恐れがあると認められるときは、直ちに情報
システム管理者（以下「システム管理者」という。）又は担当教員に報告しなければならない。

（３）情報資産が記録されている情報機器及び情報システムが盗難又は亡失の可能性があるときは、直ちに
部門管理者又はセキュリティ管理者又は担当教員に報告して、対策を講じなければならない。

（４）事故が発生したとき又は違反行為を発見したときは、直ちにセキュリティ管理者又はシステム管理者
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又は担当教員に報告しなければならない。
（５）情報機器及び情報システムを利用するときは、表示・印刷された情報が部外者に覗き見されないよう
配慮しなければならない。

（６）本学が管理する情報機器にソフトウェアを許可無くインストールしてはならない。
（７）利用資格のない情報機器及び情報システム並びに許可されていない情報にアクセスし又はアクセスを
試みてはならない。

（８）情報セキュリティに関して、改善の必要があると認められるときは、適切な措置を講じなければなら
ない。

第３章　パスワード管理

パスワードに関し、次の事項を遵守しなければならない。
（１）パスワードを秘密にし、パスワードの照会に一切応じてはならない。
（２）パスワードを記録したメモ（紙媒体と電子媒体も含む）は、第三者が容易に発見できないように保

管しなければならない。
（３）パスワードの設定に当たっては、推測されやすいもの、又は解読されやすいものを避けること。
（４）パスワード流出や流出の恐れがあるときは、速やかにシステム管理者に届け出て、変更しなければ

ならない。
（５）新規登録又は再発行により仮のパスワードを付与されたときは、最初のログインの時点で当該パス

ワードを変更しなければならない。
（６）前各号に掲げるほか、パスワードの管理に関し、システム管理者の指示に従わなければならない。

第４章　マルウェア対策

マルウェア対策に関し、次の事項を遵守しなければならない。
（１）マルウェアや不正アクセス等の被害を防止するための適切なセキュリティ対策を施さなければなら

ない。
（ア）所管する情報機器にマルウェア対策ソフトを導入すること。
（イ）マルウェアや不正アクセス等に関する情報の収集に努めること。
（ウ）マルウェア対策ソフトの使用するパターン定義ファイル（マルウェアの特徴を収録し、検出するた

めに使用するファイルをいう。）を常に最新の状態に更新すること。
（２）マルウェアによって情報資産に重大な障害が発生する恐れがあると認めるときは、ネットワークと

の接続を切断する等、必要な対策を講じなければならない。
（３）記憶媒体を情報機器等で使用する場合は、事前にマルウェア対策ソフトが導入されている端末でな

ければならない。

※マルウェア（Malware）とは、不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるソフトウェアや悪
質なコードの総称である。例えば、ウイルス、トロイの木馬、スパイウェア、ワーム等がある。

第５章　情報資産の管理

　情報資産の取扱い時は、セキュリティ対策が施された情報機器及び本学が認めたオンラインストレージ
サービス（※１）を利用すること。

181
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　使用する情報機器では、ファイル共有ソフト（※２）をインストール及び使用してはならない。
※１：オンラインストレージサービスとは、ネットワーク（クラウド）上にデータを保存し、いつでも参照やダウ

ンロードができる仕組みのことである。認証やセキュリティ対策等が施されているサービスを利用すると、
記憶媒体を持ち歩く必要もなく、安全にデータの授受を行うことができる。

※２：ファイル共有ソフトとは、ネットワーク上で不特定多数のユーザとファイルのやりとりをするためのソフト
ウェアのことである。本ソフトウェアの使用により、著作権侵害や情報漏洩等が問題となっている。

第６章　学内ネットワークへの接続

　情報資産の利用又は保存等を行うために情報機器及び情報システムを学内のネットワークに新規に接続
する場合には、システム管理者又は担当教員の承認を得なければならない。ただし、学生及び教職員に公
開されている無線LANは除く。
　なお、接続する情報機器及び情報システムは、マルウェア対策ソフトがインストールされ、かつOS等
が最新の状態にアップデートされていること。

第７章　情報機器の修理・返却・譲渡及び廃棄

（１）情報機器を修理させるときは、情報資産が漏洩しないように注意しなければならない。
（２）情報機器を返却・譲渡及び廃棄するときは、情報機器内に含まれている全ての電子ファイルを復元又
は修復できないように措置を講じなければならない。

第８章　補則

　この要領の運用に関し必要な事項は、情報セキュリティ部会が定める。

　　付　則
　この要領は、平成２０年６月１日から施行する。

　　付　則
　この要領は、平成２６年６月２７日から施行する。

　　付　則
　この要領は、令和５年４月１日から施行する。

（公立大学法人北九州市立大学情報セキュリティポリシー実施要領（学生編））
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北九州市立大学学友会規約

目次
　第１章　総則（第１条‐第６条）
　第２章　会員の権利及び義務（第７条・第８条）
　第３章　議決機関
　　第１節　学生大会（第９条‐第17条）
　　第２節　サークル代表委員会（第18条‐第23条）
　第４章　中央執行委員会（第24条‐第30条）
　第５章　特別委員会（第31条‐第35条）
　第６章　体育会・文化会（第36条‐第40条）
　第７章　附属機関
　　第１節　総則（第41条‐第44条）
　　第２節　大学祭実行委員会（第45条‐第47条）
　第８章　学部（学群）別自治会（第48条‐第52条）
　第９章　規約改正（第53条）
　第１０章　補則（第54条‐第61条）
　附則

　　　第１章　総則
第１条（名称及び所在）　本会の名称は北九州市立大学学友会とし、執行機関を北九州市立大学内に置く。
第２条（目的）　本会は北九州市立大学学生の自治を推進し、会員の相互の親睦と大学生活の向上充実を図
ることを目的とする。
第３条（会員）　本会は、北九州市立大学の北方キャンパスに在籍する学生をもってこれを構成する。
第４条（組織）　本会の目的を達成するため、次に掲げる機関を置く。
（1）学生大会　　　　　　　　（第３章第１節）
（2）サークル代表委員会　　　（第３章第２節）
（3）中央執行委員会　　　　　（第４章）
（4）特別委員会　　　　　　　（第５章）
（5）体育会・文化会　　　　　（第６章）
（6）附属機関　　　　　　　　（第７章）
（7）学部（学群）別自治会　　（第８章）
第５条（運営の原則）　本会の機関及び会員は、規約、規則、細則及び議決機関の議決を遵守する。
２　規約に基づく手続きなしに会員の権利及び義務の与奪を行なってはならない。
第６条（予算管理団体）　学友会より予算を分配されている団体を予算管理団体とし、適正な予算執行のた
めに以下の義務を有する。
（1）予算管理責任者を設置する義務
（2）監査を受ける義務
２　予算管理団体に関する規定を別に定める。

　　　第２章　会員の権利及び義務
第７条（会費）　会員は、所定の会費を納入することによって、均等な扱いを受ける。会費は、入会金
1,000円とし、入会金を除く学友会費を25,600円とする。
第８条（会員の権利及び義務）　会員は、次に掲げる権利及び義務を有する。ただし、休学及び停学した場
合は、第１号の権利を有しない。
（1）中央執行委員会委員長（以下「執行委員長」という。）、同副委員長及び同書記長選挙の選挙権及び
被選挙権

（北九州市立大学学友会規約）
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（2）議事を傍聴する権利
（3）議事において発言する権利　ただし、議長の許可が無い場合、もしくはその会の出席者の４分の３以
上の反対がある場合はその限りではない。

（4）規約に定められる機関及びサークルに属し、活動をする権利
（5）各機関の役員よりその属する機関について、業務に支障のない限り活動に関して報告を求め、かつ、
批判する権利

　　　第３章　議決機関
　　　　第１節　学生大会
第９条（学生大会の地位）　学生大会は、本会の最高議決機関である。
第１０条（学生大会の種類）　学生大会には、定期大会と臨時大会がある。
２　定期大会は、各年度各期に開催しなければならない。
３　臨時大会は、次に掲げる場合、開催される。
（1）中央執行委員会が必要と認めた場合
（2）会員の５分の１以上の連署要求があった場合
第１１条（学生大会の任務）　学生大会は、次に掲げる内容を議決する。
（1）中央執行委員会執行委員の不信任
（2）予算の議決
（3）学友会規約の改正及び修正
（4）各機関の規約、選挙規約及び規則の制定及び改廃
（5）学友会の活動方針の決定
（6）特別委員会及び附属機関の設置
（7）各種承認
（ア）決算及び各種会計報告
（イ）学外団体への加入・脱退
（ウ）本会以外の学内団体（同窓会、後援会等）との協約
（エ）学友会機関の活動報告

（8）中央執行委員会が重要と認めた事項
（9）附属機関及び学部(学群)自治会の準備室の設置又は改廃に関する事項
（10）その他、規則等で定める任務
第１２条（学生大会の構成員）　学生大会は休学及び停学の会員を除くすべての会員をもって構成する。
第１３条（学生大会の成立数及び可決数）　学生大会は、特別の定めがある場合を除き、４分の１以上の  
出席をもって成立し、その表決は、出席数の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決
する。
第１４条（委任状）　学生大会の委任状は成立数の３分の１を超えてはならない。
第１５条（学生大会に代わる全学投票）　議長が学生大会続行を不可能と判断した場合、会員の直接投票に
より学生大会の議決に代えることができる。ただし、この投票の成立数は、休学及び停学の会員を除く会
員の３分の１以上とし、有効投票総数の過半数によって決議されるものとする。
２　中央執行委員会が臨時学生大会の開催を困難と判断した場合、前項に準じて、学生大会に代わる全学投
票を行うことができる。
第１６条（学生大会開催の告示）　中央執行委員会は、大会開催の７日前までに学生大会の予定議題、日時
及び場所を告示しなければならない。ただし、臨時大会はこの限りではない。
第１７条（大学当局との取極め）　すべての大学当局との取極めは、原則として事前に学生大会で報告し、
承認を得なければならない。承認を得られなかった場合は、いかなる場合も無効となる。
　　　　第２節　サークル代表委員会
第１８条（サークル代表委員会の地位）　サークル代表委員会は、サークルに関する諸事項を審議するため
の議決機関であり、体育会及び文化会にそれぞれ設置する。
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第１９条（サークル代表委員会の種類）　サークル代表委員会には以下の種類がある。
（1）体育会班代表者会議
（2）文化会代表委員会
第２０条（サークル代表委員会の任務）　サークル代表委員会は、次に掲げる内容を議決する。
（1）各会の会長の選出
（2）構成団体の予算案査定
（3）各会におけるサークルの設置案及び廃止案を学友会役員会議へ提出すること
（4）中央執行委員会の諮問に応ずること
（5）その他、各会規約及び規則で定められた任務
第２１条（サークル代表委員会の構成員）　サークル代表委員会は、次に掲げる議員をもって構成する。
（1）各会の会長
（2）各会に所属する公認サークルの代表
（3）各会規約で規定された者
第２２条（議決の制限）　サークル代表委員会は学生大会の議決に反して議決を行なうことはできない。
第２３条（議決の相違）　サークル代表委員会の議決が学生大会の議決と異なった場合、サークル代表委員
会の議決は無効となる。

　　　第４章　中央執行委員会
第２４条（中央執行委員会の地位）　中央執行委員会は、本会の最高執行機関であり、本会を代表する機関
である。
第２５条（中央執行委員会の任務）　中央執行委員会の任務は以下のとおりである。
（1）議決機関議決事項の執行
（2）予算執行の監督
（3）学友会活動の計画・運営
（4）大学当局との交渉及び渉外活動
（5）学友会活動の助成発展を図る活動
（6）予算案の決定
（7）その他、学友会活動に必要な事項
第２６条（中央執行委員会の権限）　中央執行委員会は任務遂行のため、以下の権限を有する。
（1）議決機関への議案提出権
（2）執行に関する細則の制定・改廃
（3）附属機関の設置
（4）学生大会の招集
（5）その他、規則等で定める権限
第２７条（中央執行委員会の役員）　中央執行委員会の役員として、次に掲げる執行委員を置く。
（1）委員長（１名）
（2）副委員長（１名）
（3）書記長（１名）
（4）専門委員（５名以内）
２　正副委員長及び書記長は、別に定める選挙規約に従い、同時に選出され、その任期は約 1 ヵ年間と
し、解散学生大会の翌日に始まる
３　専門委員は、正副委員長の合意に基づき、任免される。
４　執行委員は、中央執行委員会の任務について、連帯して責任を負う。
５　委員長は、本会を代表し、会員の総意に基づき本会の運営、その他一切の会務を掌握する。
６　副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある時、あらかじめ定められた順位に従い、委員長の職務を
代行する。
７　書記長は、委員長を補佐し、書記局を統轄し、中央執行委員会の事務について責任を負う。
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８　専門委員は、委員長を補佐し、中央執行委員会の任務を分担管理する。
第２８条（執行会議）　中央執行委員会がその職権を行うのは、執行委員からなる執行会議によるものとす
る。
第２９条（書記局）　中央執行委員会の事務を助けるため、書記局を置く。
第３０条（中央執行委員会規約）　中央執行委員会に関する規約を別に定める。

　　　第５章　特別委員会
第３１条（特別委員会の地位）　特別委員会は公正な学友会活動のために、独立して任務を遂行する機関で
ある。
第３２条（特別委員会の種類）　特別委員会は、次のとおりである。
（1）選挙管理委員会
（2）会計監査委員会
（3）第11条第6号に基づく特別委員会
第３３条（選挙管理委員会）　選挙管理委員会は、学友会の役員を選出する全学選挙の運営及び議決機関の
運営の補助を公明正大かつ円滑に行い、その結果を必ず会員に報告しなければならない。
第３４条（会計監査委員会）　会計監査委員会は、学友会財政全般にわたって監査し、その結果を、中央執
行委員会及び定期学生大会に報告しなければならない。
第３５条（特別委員会規約）　特別委員会に関する規約をそれぞれ定める。

　　　第６章　体育会・文化会
第３６条（体育会及び文化会の地位） 本会の発展と会員の質的向上のために、体育会及び文化会を置く。
第３７条（体育会及び文化会の構成） 体育会及び文化会は、体育会総務又は文化会総務で定める公認サー
クルで構成される。
第３８条（体育会会長及び文化会会長の任務）　体育会及び文化会に、それぞれ会長を置く。
２　会長は、次に掲げる任務を行う。
（1）各会を代表し、会務及び所属サークルを統括すること
（2）代表委員会を招集すること
（3）各会構成団体予算案を決定すること
（4）その他、各会規約等において定められた任務を行うこと
第３９条（体育会会長及び文化会会長の選出）　会長は、各会の定める規則に従い選出される。
第４０条（体育会規約及び文化会規約）　体育会及び文化会に関する規約をそれぞれ定める。

　　　第７章　附属機関
　　　　第１節　総則
第４１条（附属機関の地位）　各機関は学友会の諸活動の発展のために附属機関を設置することができる。
第４２条（附属機関の種類）　学生大会の附属機関は、次のとおりである。
（1）大学祭実行委員会
（2）第11条第6号に基づく附属機関
２　中央執行委員会の附属機関は、次のとおりである。
（1）應援団
（2）第26条第３号に基づく附属機関
第４３条（各会と附属機関の関係）　各附属機関が活動不能となったとき、各会は附属機関の権限及び財産
の管理を行う。
２　各会は、前項活動のために当該附属機関の準備室を設置する。
３　準備室が設置された場合、当該附属機関は休会したとみなす。
４　当該附属機関準備室の所属は以下のとおりとする。
（1）第42条第1号に該当する場合は、本規約第11条第６号に基づく学生大会の附属機関とする。
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（2）第42条第2号に該当する場合は、本規約第26条第３号に基づく中央執行委員会の附属機関とする。
第４４条（附属機関の規約）　附属機関に関する規約を別に定める。

　　　　第２節　大学祭実行委員会
第４５条（大学祭実行委員会の地位）　学生の自主活動の成果を発表する場を設け、また普段の研究成果を
地域社会に還元するための大学祭運営を中心とする種々の活動を行う機関である。
第４６条（大学祭実行委員会の役員の選出）　大学祭実行委員会に、次の役員を置く。
（1）実行委員長
（2）副実行委員長
（3）事務局長
２　大学祭実行委員会の役員は、別に定める選挙規約に従い、選出される。
第４７条（大学祭実行委員会規約）　大学祭実行委員会に関する規約を別に定める。

　　　第８章　学部（学群）別自治会
第４８条（学部及び学群別自治会の地位）　学部（学群）別自治会は当該学部生の自治により学問の自由を
確保し、学園の民主化を期し会員の相互の親睦と学園生活の向上充実を図る機関である。
第４９条（学友会と学部及び学群別自治会の関係）　学部（学群）別自治会は学友会の一構成機関である
が、学友会は各学部（学群）自治会の独自性を尊重する。
２　学部（学群）自治会が活動不能となったとき、学友会は当該学部（学群）自治会の権限及び財産の管理
を行う。
３　学友会は、前項活動のために当該学部（学群）自治会準備室を設置する。
４　学部（学群）自治会準備室が設置された場合、当該学部（学群）自治会は解散したとみなす。
５　学部（学群）自治会準備室は、本規約第26条第３号に基づく中央執行委員会の附属機関とする。
第５０条（自治会の新設）　学部（学群）自治会を新設する場合、学生大会への議案を提出し承認を得たの
ち、当該学部（学群）自治会は自治会準備室を新設する。
２　学部（学群）自治会準備室は、本規約第26条第３号に基づく中央執行委員会の附属機関とする。
３　新設した学部（学群）自治会準備室は学生大会に学部（学群）自治会設置の議案を提出する権利を有す
る。
４　学部（学群）自治会設置は学生大会での承認を得なければならない。
第５１条（連絡会議）　学友会は各自治会との意思疎通を図る為連絡会議をもつ。
第５２条（活動保障）　学友会は当該学部（学群）自治会の活動を保障する為に新規会員１人当り100円を
交付しなければならない。この交付期間は自治会準備室を新設してから学生大会で自治会設置を承認され
るまでとする。ただし、交付については1ヵ年ごととし、最大４ヵ年間とする。

　　　第９章　規約改正
第５３条（学友会規約の改正及び修正）　本規約の改正は中央執行委員会の発議、もしくは全会員５分の１
以上の連署要求により学生大会で審議され、出席会員の３分の２以上の同意を得て行われる。
２　本規約にある団体等の名称に変更があった場合、中央執行委員会が提案し、学生大会の承認を得て修正
される。

　　　第１０章　補則
第５４条（年度）　本会の年度は、１月１日に始まり、12月31日に終わる。
２　年度を次のように分ける。
　　前期　１月１日から６月30日まで
　　後期　７月１日から12月31日まで
第５５条（役員）　本会の役員は、次のとおりである。
（1）執行委員長、中央執行委員会副委員長、同書記長
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（2）選挙管理委員会委員長、会計監査委員会代表委員
（3）体育会会長、文化会会長
（4）大学祭実行委員会実行委員長、同副実行委員長、同事務局長
２　執行委員長は、各機関の活動の相互調整を行うため、本会役員からなる学友会役員会議を開催する。
第５６条（役員の任期に関する補則）　役員任期が満了した時に後任者が決定していない場合、後任者が決
定するまで暫定的にその職務を果たさなければならない。
２　補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
３　役員が会員資格を失った場合、直ちに失職する。
第５７条（学友会活動に関する規定）　学友会の諸活動に関して必要な規則、細則を別に定める。
第５８条（規定に定める業務）　各会役員は本会規約及び規則、細則の定める業務を遂行しなければならな
い。
第５９条（顧問）　本会活動の質的向上のために、各機関に顧問を置くことができる。
第６０条（賞罰）　本会の発展または事業に特に功労のあったものに対して表彰することができる。
２　本規約に反し、または本会の秩序を乱し、その他本会の名誉を傷つける行為をなしたものは罰せられる
ことがある。
３　賞罰に関する詳細を別に定める。
第６１条（設立年月日）本会の設立年月日は昭和40年11月19日とする。

　　　附　則
第１条（施行日）　本規約は、1965年（昭和40年）11月19日から施行する。
第２条（規約の原本）　本規約の原本を執行委員長が作成し、中央執行委員会が保管する。
２　執行委員長は、本規約の謄本を選挙管理委員会、会計監査委員会、体育会、文化会、大学祭実行委員会
に配付する。

第３条（改正施行日）	 本規約は、1995年（平成７年）５月23日から改正施行する。

第４条（改正施行日）	 本規約は、2006年（平成18年）11月24日から改正施行する。

第５条（改正施行日）	 本規約は、2007年（平成19年）6月9日から改正施行する。

第６条（改正施行日）	 本規約は、2008年（平成20年）11月27日から改正施行する。

第７条（改正施行日）	 本規約は、2009年（平成21年）6月5日から改正施行する。

第８条（改正施行日）	 本規約は、2011年（平成23年）11月30日から改正施行する。

第９条（改正施行日）	 本規約は、2018年（平成30年）6月2日から改正施行する。

第１０条（改正施行日）　本規約は、2019年（令和元年）11月28日から改正施行する。

第１１条（改正施行日）　本規約は、2023年（令和5年）11月１日から改正施行する。

第１２条（改正施行日）　本規約は、2024（令和6年）7月１日から改正施行する。
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北九州市立大学学友会体育会規約

第１章	 総　　則
　　第１条　本会は北九州市立大学学友会体育会と称する。
　　第２条　本会は北九州市立大学学友会に属し、部、同好会を持って構成する。
　　第３条　本会は本部を北九州市立大学北方キャンパス内に置く。

第２章	 目　　的
　　第４条　本会は北九州市立大学体育会の発展、充実と体育会相互の連絡、親睦を図ることを目的とす

る。

第３章　機　　関
　　第５条　本会の次の機関を置くこととする。
　　　　１）　体育会総務委員会
　　　　２）　体育会班代表者会議
　　　　３）　体育会総会
　　第６条　体育会総務委員会、体育会班代表者会議、体育会総会は会長が招集する。
（体育会総務委員会）
　　第７条　本会は会長１名、副会長1名以上、書記長１名、財務長１名を置き、その他の必要と認められ

た各係によって構成される。
　　第８条　前条の役員は前任の本会幹部役員が選出し、体育会総会においての承認を要するものとする。
　　第９条　本会は体育会の執行機関であり、必要に応じて附属機関を設置することができる。
　第１０条　会長、副会長の不信任は体育会班代表者会議、体育会総務委員会に全議席の３分の２以上とす

る。
　第１１条　会長は体育会を代表し、本会の運営を掌握し、一切の責任を有す。
　第１２条　副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
　第１３条　役員の任期は12月から翌年の11月までの１年間とする。
（体育会班代表者会議）
　第１４条　体育会班代表者会議は体育会最高の議決機関であり、原則として各部、同好会により構成す

る。ただし、議決権は各部、同好会１票とする。
　第１５条　体育会班代表者会議の任務は学友会規約第20条に拠るものとする。
　第１６条　体育会班代表者会議は月１回の定例会議を開くものとする。
　第１７条　体育会班代表者会議は緊急の決議事項が起こった場合は臨時班代表者会議を開くことができ

る。
　第１８条　体育会班代表者会議は代表委員の3分の2以上の出席で成立する。尚、委任は認めないものとす

る。
　第１９条　体育会班代表者会議における決議事項は出席議員の過半数を持って成立する。ただし、会長が

重要事項と定めた決議事項に関しては３分の２以上をもって成立する。
　第２０条　体育会班代表者会議の議長は体育会総務役員のうち、１名が行う。
（体育会総会）
　第２１条　体育会総会は年２回、5月（または6月）11月に開き、体育会総務委員会の承認と体育会の方針

を示し、体育会の統一と団結を図る。ただし、体育会総務委員会の判断において臨時総会を開くこと
ができる。
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第４章　昇格、格下げ
　第２２条　同好会から部へ昇格するときは過去１年間の活動報告を会長に提出し、体育会班代表者会議に

かけなければならない。
　第２３条　前条の事項は体育会班代表者会議において全議席の３分の２以上の賛成をもって承認される。
　第２４条　同好会結成は10名以上の有志者の連記をもって会長に提出しなければならない。ただし、有志

者の体育会内での兼部は部・同好会問わず認めない。
　第２５条　前条の提出が行われた場合には会長は直ちに体育会班代表者会議にかけ、全議席の３分の２以

上の賛成があった場合に承認する。
　第２６条　活動の不振、学友会及び体育会への非協力的な態度をとる部は格下げすることがある。同様

に、同好会は公認を取り消し、除名することがある。格下げ、除名は体育会班代表者会議にかけ全議
席の３分の２以上の賛成を必要とする。

第５章　賞　　罰
　第２７条　本会の発展又は活動に対し、特に功労があったと認められる場合、本会の名を持って表彰する

ことができる。
　第２８条　本会規約に違反した場合及び名誉を傷つけ統制を乱す行為があったと認められる部、同好会に

対しては本会の名をもって罰することができる。

第６章　補　　則
　第２９条　本会規約改正は体育会班代表者会議、もしくは体育会総務委員会が必要と認めたとき、ただち

に体育会班代表者会議に提出し、全議席の３分の２以上の賛成でもって改正できる。
　第３０条　部室獲得などの諸運動に関しては、事前に体育会総務委員会に届け、体育会を通じて問題にあ

たる。
　第３１条　各部、同好会は試合または行事に参加する場合、事前に試合名、期日、場所等を書類に記入

し、体育会総務委員会に提出しなければならない。また、終了後には成績を報告するものとする。

　　　附　則
第１条（施行日）　本規約は、2003年（平成15年）11月19日より施行する。

第２条（改正施行日）　本規約は、2019年（令和元年）11月29日より改正施行する。

第３条（改正施行日）　本規約は、2023年（令和5年）11月1日より改正施行する。
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北九州市立大学学友会文化会規約

1967年４月１日制定施行
1976年５月１日改定施行
1994年１月17日改定施行
2005年６月３日改定施行
2013年11月28日改定施行
2022年１月20日改定施行
2023年７月６日改定施行
2025年７月１日改定施行

第１章　総　　則
　　第１条　本会は北九州市立大学学友会文化会と称する。
　　第２条　本会は北九州市立大学学友会に所属し、有志の学友会員で組織された文化会各サークルを以っ

てこれを構成する。
　　第３条　本会は本部を北九州市立大学内に置く。

第２章　目　　的
　　第４条　本会は北九州市立大学の文化充実と文化会相互の連絡・親睦を因る事を目的とする。

第３章　機　　関
　　第５条　本会は次の機関を置く。
　　　一、文化会総会
　　　二、文化会代表委員会
　　　三、文化会総務委員会
（文化会総会）
　　第６条
　　　第１項　本会は学友会文化会の最高議決機関である。
　　　第２項　本会議決が代表委員会の議決と異なった場合、代表委員会において再審される。その後代表

委員会で再び議決されたものは効力を発する。
　　第７条　本会は以下の場合により、その開催を義務づけられる。
　　　一、全会員の５分の１以上の連署要求があった場合。
　　　二、総務委員が必要を認めた場合。
　　第８条　本会議長・副議長・書記の人選は、遅くとも開催前日までに文化会総務委員会がこれを指名

し、指名された議長・副議長・書記は原則として自動的に本会の承認を得る。
　　第９条　本会は文化会会長が召集し、本会議決事項は、出席者全会の３分の２以上の賛成によって決議

される。
　第１０条　本会の定足数は全会員の５分の１以上とする。ただし、総会の前日までに、各サークルの会長

は現部員数を総務委員会までに提出しなければならない。
　第１１条　本会は任意の常設機関である。
（文化会代表委員会）
　第１２条　本会は学友会文化会の最高議決機関である。但し、本会は文化会総会に優越する。（参照第６

条第２項）
　第１３条　本会は文化会各サークル所属の各代表委員を以ってこれを構成する。
　第１４条　本会議決は文化会会長、副会長及び文化会各サークル１票とし、出席代表委員がこれを代行す
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る。
　第１５条　本会は各学期間および試験期間内において、月１回の定期代表委員会の開催を義務づけられ

る。
　第１６条　本会の議決事項はこれに該当する文化会員すべてに適応される。
　第１７条　本会は文化会会長がこれを召集する。
　第１８条　本会は定期代表委員会の他に、以下の場合、臨時代表委員会として開催することを義務づけら

れる。
　　　一、文化会会長が必要と認めた場合。
　　　二、代表委員の３分の１以上の連記による要求があった場合。三、文化会員の５分の１以上の連記に

よる要求があった場合。
　第１９条　本会は代表委員の３分の２以上の出席をもって成立する。ただし、委任状は原則として一切認

めない。
　第２０条　本会の決議事項は、出席委員の過半数で可決される。ただし、会長または、出席委員の過半数

により重要と認められた場合は、重要事項とみなし出席委員の３分の２以上の同意をもとに決議され
る。

　第２１条　文化会会長は、該当議案を明示の上、本会開催を７日前までに告示しなければならない。ただ
し緊急の場合はこの限りではない。

　第２２条　本会において、文化会総会開催の必要性が認められた場合、総務委員会が総会の一切の運営方
法を本会で決定する。

　第２３条　本会議長の人選は、遅くとも開催前日までに会長がこれを指名し、被指名サークルは別の代表
委員１名の出席を要す。

　第２４条　指名された議長は原則として、自動的に本会の承認を得る。
　第２５条　代表委員は、その属する文化会各サークルを代表し、かつ該当部の本会に関する事務を掌握す

る。
　第２６条　本会議解散後、各代表委員は決議事項をサークル内に報告する任務を負う。
（文化会総務委員会）
　第２７条　改定（2022年1月20日）
　　　第１項	 本会は、文化会に所属する各サークルや団体から選出された文化会員をもって構成され

る。
　　　第２項	 第２項　文化会に所属する各サークルや団体はそれぞれ、文化会総務委員会に１名は部員

を総務委員として選出する義務がある。
　第２８条　本会は文化会執行機関であり、事情に応じて付属機関を置くことができる。
　第２９条　改定（2022年1月20日）
　　　第１項　会長１名、副会長２名、財政長１名、各専門部長１名をそれぞれ必要とし、これらの役員は

その責任において執行の義務を負う。
　　　第２項　前項の役員は前任の文化会総務委員会幹部役員が選出し、文化会総会においての承認を要す

るものとする。
　第３０条　会長及び副会長、各専門部委員の不信任は※第20条重要事項として決議される。
　第３１条　削除（1976年2月1日）
　第３２条　削除（1976年2月1日）
　第３３条　削除（1994年1月17日）
　第３４条　会長は本会を代表し、本会の運営その他一切の会務を掌握する。
　第３５条　副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合は会長職務を代行する。
　第３６条　会長は該当年度の基本運営方針を作成する。
　第３７条　役員の任期は原則として1ヵ年とする。
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第４章　脱　　退
　第３８条　文化会を脱退せんとするサークルはその理由を具して会長に申し出ねばならない。
　第３９条　前項の申し出があった場合、会長は重要事項として代表委員会にて決議された上で、これを学

友会役員会議において発議し、承認を得なければならない。
　第４０条　脱退したサークルは以後、文化会サークルとしての一切の権利を失ったものとする。

第５章　賞　　罰
　第４１条　サークル活動において、特に功労があったと認められたサークルに対しては文化会の名におい

て、これを表彰する。
　第４２条　文化会各サークルの中で、本会の名誉を損するがごとき行動があったと認められた時に、代表

委員会の決議をもって、これを除名及びその他の処分を科すことができる。

第６章　サークル承認
　第４３条　削除（1976年2月1日）
　第４４条　削除（1976年2月1日）
　第４５条　文化会加盟の承認を要請する未公認サークルは、10名以上の有志の連記を持って、文化会会長

に届けなければならない。ただし、非兼部者が5名未満の場合はこれを認めない。
　第４６条　文化会総務委員会は、提出された承認願いを直ちに吟味し、代表委員会に提出しなければなら

ない。
　第４７条　改定（2023年7月5日）
　　　　承認は代表委員会の第２０条重要事項として決議され、認可された場合は後に学友会役員会議の承

認を得なければならない。

第７章　処罰・除名
　第４８条　改定（2013年11月28日）
　　　第１項　文化会総務委員会は、各サークルの１年間の活動状況及び諸条件を考慮し、処罰・除名する

ことができる。処罰の内容は第４９条の条件を参考にする。
　　　第２項　文化会総務委員会が単独で決定した各サークルの処罰は文化会総会にて出席者の３分の２以

上の反対があれば、無効となる。
　第４９条　諸条件にかんがみ各サークルを処罰する。
　　　一、警告又は厳重注意
　　　二、部室利用停止
　　　三、予算削減
　　　四、活動停止
　　　五、部室返還及び文化会除名
　第５０条　文化会代表委員会の決議事項に関して非協力的立場をとった場合も上記の対象となる。
　第５１条　第５０条の事項は文化会代表委員会の第２０条重要事項として議決される。
　第５２条　削除

第８章　活動休止・再開
　第５３条　サークルとしての活動の継続が困難になった場合、サークルは文化会総務委員会に対し、１年

を上限に活動休止を申し出ることができる。
　第５４条　活動休止の承認後、サークルが保有する資産および部室は臨時で文化会総務委員会の監督下に

置かれる。活動再開が認められたとき、これらは直ちにサークルへ返還される。
　第５５条　部員が５名以上所属し、サークルとしての活動の再開が可能となった場合、サークルは文化会

総務委員会に対し、活動再開を申し出ることができる。
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　第５６条　活動休止及び活動再開の申請は代表委員会の第２０条に定める重要事項として決議される。

第９章　補　　足（旧第８章）
　第５７条　北九州市立大学学友会文化会の名称は、代表委員会において認められた文化会サークルにおい

て発動する権利を有す。
　第５８条　削除（旧第５４条）
　第５９条　文化会所属のすべてのサークルにおいて、複数サークルでの責任者及び役員の兼部はこれを認

めない。但し、文化会総務委員はこれにあたらない。
　第６０条　本規約の改正案は、代表委員会及び文化会会長が必要と認めた場合、代表委員会の第２０条重

要事項として発議され、可決された場合はこれを総会で審議し、出席会員の３分の２以上の議決を
もって改定される。

　第６１条　本規約は1967年4月1日より効力を発する。（旧第５７条）

　付則 （1976年5月17日）
　　この規約は1976年5月17日より効力を発する。
　付則 （1994年1月17日）
　　この規約は1994年1月17日より効力を発する。
　付則 （2005年6月3日）
　　この規約は2005年6月3日より効力を発する。
　付則 （2013年11月28日）
　　この規約は2013年11月28日より効力を発する。
　付則 （2022年1月20日）
　　この規約は2022年1月20日より効力を発する。
　付則 （2023年7月6日）
　　この規約は2023年7月6日より効力を発する。
　付則 （2025年7月1日）
　　この規約は2025年7月1日より効力を発する。

（北九州市立大学学友会文化会規約）
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大 学 祭 実 行 委 員 会 規 約

　大学祭は全大学人によってなされる祭典である。この祭典は、サークル・ゼミ・団体および各自主的参加
の下で様々な形態をもった交流の場であるとともに、大学での成果を地域社会に還元する場である。叉、こ
の祭典は学術文化、自治能力、日常的多様性をもった要求集約の発展を担う極めて重要な場でもある。この
ため、1年間の大学祭への民主的・創造的・計画的活動への意欲を高め、発展性のある祭典としていかねば
ならず、我々北九州市立大学の学生は学友会の要請に基づき、学内の民主主義的権利、生活擁護にのっと
り、ここに北九州市立大学大学祭実行委員会を結成する。

第１章　総　　則
　　第１条（名称）　本会は北九州市立大学大学祭実行委員会と称す。
　　第２条（本部）　本会は本部を北九州市立大学内に置く。
　　第３条（組織）　本会は北九州大学学友会員を以って構成される。
　　第４条（目的）　本会は前文の精神にのっとり、全大学人の学問・文化・スポーツ等に対する要求を結

集し、日頃の成果を発表し、より以上の発展をめざす場としての大学祭づくりをおこなう。
　　第５条（性格）　本会は学友会規約第３章第９条及び、第７章第４９条、第５０条１（1）、第５２条

及び第５３条、第５４条に基づいて設置され、全学生大会の付属機関とする。
　　第６条　本会の責任は、最終的に学生大会が負う。
　　第７条　本会はその活動を学友会役員会議の承認を得たのちに学生大会において承認されなければなら

ない。
　　第８条　本会はこの規約に掲げる諸事項を実施するにおいて必要がある場合には、適切な各種専門機関

を新たに設置することができる。但し、その場合は実行委員会総会の決議を得たのち、学友会役員会
議及び学生大会の承認をもって設けることとする。

　　第９条　本会は大学祭期間中における参加者の身体的その他の安全を期さねばならない。
　第１０条　警察権をやむなく導入する場合においては、７・９確認書（３、拒否権について）に基づいて

おこなわれるものとする。

第２章　会員の権利
　第１１条　本会会員は次の権利を有する。
　　　１、本会会員は総ての会議を傍聴する権利を有する。この場合、議長の許可のある場合は発言するこ

とができる。但し、その会議の出席者の過半数の反対がある場合はその限りではない。
　　　２、本会会員は本会の全ての役員に立候補する権利を有する。但し、その場合、役職を兼任すること

はできない。
　　　３、本会会員は本会が主催する行事及びその他の大学祭に関する全ての企画に参加する権利を有す。
　　　４、本会会員は本会に属する機関について報告を求め、且つ批判する権利を有する。
　　　５、その他本会会員は、本会所定の規約に定められた権利を有する。

第３章　機　　関
　第１２条　本会は次の機関を設置する。
　　　実行委員会総会・常任実行委員会総務会・その他各種専門機関。
　第１節　実行委員会総会
　第１３条　実行委員会総会（以下総会）は大学祭実行委員会の最高決定機関であり、常任実行委員会によ

り構成される。
　第１４条
　　　１、本総会は実行委員長が招集し、総会の日時・場所・議題は原則として５日前までに公示する。但
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し緊急の場合は公示の機関を定めない。
　　　２、次の場合、実行委員長は総会を招集しなければならない。
　　　　１、議決権を有する実行委員が総数の５分の１連署し請求した場合
　　　　２、常任実行委員会の決議のあった場合
　第１５条　原則として第１回総会において常任議長１名、常任副議長１名、常任書記１名を選出する。
　第１６条　次の事項は本総会の議決・審議を得なければならない。
　　　１、一般活動方針（基調）の審議
　　　２、活動方針の審議・決定
　　　３、活動経過報告の承認
　　　４、予算案の審議決定及び決算の承認
　　　５、総務員を除く常任実行委員会の選出
　　　６、本会規約の変更
　　　７、全学的他団体への加入・脱退
　　　８、その他重要事項
　第１７条　本総会の決議に関しては全ての総務員数をもって総数とし、総数の３分の１をもって成立す

る。但し、委任状は認めない。
　第１８条　総会の議決権は、総務員が有する。
　第１９条　総会の決議は、決議権を有する出席者総数の過半数をもってなす。議長は議決権を有しない

が、可否同数の場合は議長が決する。尚、規約変更、及び、全学的他団体への加入・脱退に関して
は、第20条の規定による。

　第２０条　規約変更、及び全学的団体への加入・脱退については、総会の３分の２以上の承認を得た後、
学友会役員会議、学生大会において承認を得なければならない。

　　　尚、発言権は以下の場合有す。
　　　　１、総会において決議された場合
　　　　２、常任実行委員会で決議された場合
　　　　３、総務会が必要と認めた場合
　第２１条　常任議長、常任副議長、常任書記、及び、総務委員会を除く常任実行委員会は、総数の３分の

２以上の不信任により罷免される。その再選は認めない。
　第２節　常任実行委員会
　第２２条　常任実行委員会は本会の執行機関であり、総会に次ぐ機関である。
　第２３条　常任実行委員会は、一般活動方針（基調）、及び総会の決議にしたがい大学祭の企画運営にあ

たる。
　第２４条　常任実行委員会は、総会及び各部局の長によって構成され、常任実行委員会の３分の２以上の

出席で成立し、議長は出席した常任実行委員の過半数をもって決する。
　第２５条　常任実行委員会は次の権限と責務を負う。
　　　１、一般活動方針（基調）の審議
　　　２、実行委員会に提出する活動方針・活動報告報告の審議・決定
　　　３、総会に提出する予算案・決算の承認
　　　４、総務員を除く常任実行委員の罷免、及び規約の変更、全学的他団体への加入・脱退の発議権を有

す。
　　　５、その他重要事項
　第２６条　常任実行委員会は実行委員長が招集する。但し、実行委員総数の５分の１以上の連署があった

場合、実行委員長は常任実行委員会を召集しなければならない。
　第２７条　常任実行委員会の任期は１年とし、総務会が解散した時終了する。尚、再選は妨げない。但

し、罷免された場合は認めない。
　第２８条　常任実行委員会は新たに常任実行委員会が選出されるまでその職務を行う。
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　第２９条　常任実行委員会は大学祭の終わったのち、総括集を作成し、全学的に明らかにしなければなら
ない。

　第３節　総務会
　第３０条　総務会は実行委員長１名、副実行委員長１名、事務局長１名をもって構成される。
　第３１条　総務会は本会の執行機関であり、常任実行委員会に次ぐ議決機関である。
　第３２条　総務会は学友会三役選挙と同時に全学投票により、選出される。尚、その場合の選挙管理委員

会、及び選挙細則は学友会三役選挙に準ずるものとする。
　第３３条　総務会の権限と責務は以下の通りである。
　　　１、総会、常任実行委員会において活動方針、活動報告、予算案、決算、その他重要事項を提出しな

ければならない。
　　　２、会員の総意に基づき運営その他一切の職務を掌握する。
　　　３、各種機関において決議された事項に従い大学祭の企画運営にあたる。
　　　４、常任実行委員の罷免及び規約変更、全学的他団体への加入・脱退についての発議権を有する。
　　　５、常任実行委員会外の団体との調整を行う。
　　　６、対外的に本会を代表する。
　　　７、その他重要事項につき審議・決定する。
　第３４条　総務会は実行委員長が召集する。
　第３５条　総務会は全員出席した場合成立し、その過半数をもって決議する。
　第３６条　総務会は任期を１年とし学友会解散学生大会において解散する。尚、再選は妨げないが、罷免

された場合は認めない。
　第３７条　総務会は学生大会の不信任決議により罷免される。
　第３８条　事務局長の下に各部局をおく。
　第３９条　総務会は前文の趣旨に従い、本会の一般活動方針（基調）を作製し、提出する。一般活動方針

に関しては常任実行委員会、及び総会において審議のうえ、総務会の名において学生大会に提出し、
承認を受ける。

　第４節　その他
　第４０条　各部局は、部局長・副部局長および部局員で構成される。尚、以上の者は実行委員でなければ

ならない。
　第４１条　全部局は各種機関の決定に従い、相互に協力し、大学系のスムーズな運営の成功を目指さなけ

ればならない。
　第４２条　各部局は下記の事項を主たる任務とする。
　　　企画局
　　　　１、大学祭全体企画を立案・検討し、実現させる。
　　　　２、大学祭個別企画を把握・検討し、実現させる。
　　　　３、各種企画の場所割り、時間割りを決定し、大学祭のスムーズな運営を実現する。
　　　情宣局
　　　　１、各会議等の情宣を行なう。
　　　　２、大学祭および企画の情宣を行なう。
　　　管理局
　　　　１、各企画の必要器材見積もりを行い、器財調達を行なう。
　　　　２、器財の管理・貸出しを行なう。
　　　　３、大学系全体の管理・整備を行なう。
　　　組織局
　　　　１、企画成功の為、準備・運営に全力をあげる。
　　　　２、参加動員、必要人員の配置等を決定する。
　　　財務局
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　　　　１、大学祭実行委員会の財務計画を立て財産を管理する。
　　　　２、各サークル・クラス・ゼミへの援助（現物・現金）の調査をし、援助を行う。
　　　　３、各種援助金の申請を行う。
　　　　４、各企画への予算配分を行う。
　　　パンフ局
　　　　１、大学祭の趣旨、企画内容等を知らせる。
　　　　２、大学祭ポスター作成を行なう。
　　　ＩＴ局
　　　　１、大学祭実行委員会のホームページを作成し、大学祭の趣旨・企画内容等をホームページ上で告

知する。
　　　　２、テレビ・ラジオ等に大学祭の情宣を働きかける。但し、各部局は必要に応じ、その他の任務を

遂行する。
　第４３条　各部局会議は各部局長が召集し、部局員の過半数の出席により成立する。議事は出席者の過半

数をもって決する。
　第４４条　各部局長は総会において選出され、副部局長は各部局員で互選される。
　第４５条　各部局員の人数員については総務会に委ねるものとする。

第４章　実行委員
　第４６条　実行委員は各クラス・サークル・ゼミ・団体より２名選出される。
　第４７条
　　　１、実行委員は各クラス・サークル・ゼミ・団体における構成員の過半数の出席のもとに、その過半

数の承認を経て選出されなければならない。
　　　２、実行委員は選出された後、総務会に登録しなければならない。
　第４８条　実行委員は所属クラス・サークル・ゼミ・団体の意思を総会に反映し、総会における決定事項

を各所属クラス・サークル・ゼミ・団体に伝える義務を負う。
　第４９条　各実行委員のうち１名は事務局員なるものとする。
　第５０条　実行委員は総務を兼ねられない。又、実行委員は他のクラス・サークル・ゼミ・団体の実行委

員を兼ねることはできない。

第５章　会　　計
　第５１条　本会の経費は学友会大学祭予算、各種援助金、その他をもってこれにあてる。
　第５２条　本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
　第５３条　決算は総務会において決算書を作製し、学友会会計監査を経て、総会および学友会役員会議、

学友会中間学生大会において承認されなければならない。
　第５４条　剰余金は次年度の会計に繰り入れるものとする。

第６章　補　　則
　第５５条　本規約に載せなき場合は、学友会規約及び慣例に従うものとする。
　第５６条　この規約は平成１７年（2005年）中間学生大会以後、総務員が選出された時点をもって施行さ

れる。

第７章　附　　則
　第１条　本規約は、2023（令和５）年11月1日から改正施行する。
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一般財団法人 北九州市立大学後援会
　後援会は、学生生活を楽しく、思い出深いものにするため、いろいろな助成事業を行って
います。このことを通じて、本学の発展に寄与することを目的に設立された団体です。
　おもな事業は
　＊　学生生活や人格形成への一助となる各種事業
　＊　サークル活動やゼミ宿泊研修等の課外活動への助成
　＊　資格取得による奨励金や傷害等見舞金の給付
　＊　就職活動への支援
　＊　国際交流活動への助成
　＊　ゼミ合宿やサークル活動などで利用するための後援会館の運営

後援会館の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通案内
〒 802-0978　北九州市小倉南区蒲生三丁目４番１号
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 093-962-3013
［案内図］

守恒バス停から徒歩８分　北九州市立大学から徒歩 15 分

蒲生バス停から徒歩３分　モノレール守恒駅から徒歩８分

　　●　助成内容、後援会館の利用法については、総務課内後援会事務局又は学術振興課学
生係までお気軽にお問い合わせ下さい。

　　　　また、ひびきのキャンパス生の方は、学務課学生係にお問い合わせください。
　　　　　　後援会事務局　　　　　　　　　TEL　093-962-6488
            　　北九州市立大学　　　　総務課　TEL　093-964-4004
　　　　　　　　　　　　学術振興課学生係　TEL　093-964-4012
　　　　　　（ひびきの）　　学務課学生係　TEL　093-695-3350

◎

◎

◎

◎

青嵐門

北九州モノレール

競馬場前北九州
市立大学前バス停

北方・北九州市立
大学前バス停
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一般社団法人 北九州市立大学同窓会
　同窓会は、全国に 48 支部を置き、71,000 人を数える卒業生（同窓生）と学生会員である在学
生の皆さんの親睦などを図り、母校の発展に寄与し、地域と国際社会に貢献することを目標に
日々、活動しています。

　おもな事業は
＊奨学金・・・学生会員を対象に給付しています。詳細は同窓会のホームページで「同窓会

奨学金制度・奨学金募集要項」をご覧ください。
＊褒賞金・・・サークル活動などで輝かしい功績を収めた団体または個人に贈ります。
＊留学生後援会への助成・・・本学に留学されている外国人学生の後援会へ助成しています。
＊国際交流基金への助成・・・海外へ留学する北九大生を後援会とともに支援しています。
＊会報の発行・・・年 2回、「北友会会報」を全国の同窓会会員・学生会員に送付しています。
＊貸会場の貸出し・・・北方キャンパスにある同窓会館 1階の多目的ホール・会議室（簡単

な調理ができます）を会議や懇親会などに利用できます。利用には
申し込みが必要です。　

＊チャレンジGOGO！・・・学生の独創的、革新的なチャレンジ精神を応援するため、身近な
課題を学生目線で解決する、新しい挑戦的な活動を支援します。

一般社団法人北九州市立大学同窓会　本部事務局（北方キャンパス同窓会館 2Ｆ）
TEL　093-961-4719　　FAX　093-963-5837
E-mail　jimukyoku@kitakyu-dousoukai.com　　HP　http://kitakyu-dousoukai.com

北九州市立大学生活協同組合
　北九大生協は、本学の、学生、大学院生、教職員がそれぞれ出資金を出し合って作った「組
合員」のお店です。利用にあたっては生協への加入が必要です。
　パソコン必携化に対応する、大学推奨スペックをみたした「北九州市立大学対応」のパソコ
ンで4年間安心して利用できる保障とサービスをご提供しています。購入者には、修理時の代替
パソコンの貸出し、利用相談をショップで行ない、円滑に大学生活を送ることができます。
　おもな店舗と事業は以下になります。
＊　ニシメタ食堂～厚生会館１階。
＊　ニシメタパーラー～本館地階。焼立てパン、サンドイッチ、おにぎり、弁当、お菓子や飲料。
＊　北方ショップ～本館地階。文具・日用品や書籍・教科書などの販売パソコンサポートデスク、

パソコン講座、住まい・アパート紹介、学内実施公務員講座、英語講座、語
学研修・留学・ディズニー国際カレッジプログラム等の海外インターンシッ
プ、自動車学校斡旋の窓口です。大学生活のほとんどをカバーしています。

＊　ひびきの食堂～ひびきのキャンパス体育館横。
＊　ひびきのショップ～体育館横。焼立てパン、おにぎり、弁当、お菓子、飲料、文具、日用品、

書籍、教科書、パソコンサポート、自動車学校斡旋などの窓口です。
＊　利用案内やお知らせは生協HP、生協 LINEで行います。詳しくはHPをご参照ください。
＊　組合員加入および学生総合共済・学生賠償責任保険等のお問合せ
　　　北方：本館地階　TEL 093-961-4430　 ひびきの：体育館横　TEL 093-695-3140
　　　https://coop.kyushu-bauc.or.jp/uk-coop/index.html

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
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北九州市環境局からのお願い
環境マスコットキャラクター

「ていたん」＆「ブラックていたん」

地域の住民として
　下宿やアパート等に入居したら、その地域の住民としての自覚を持って、ごみ出しのルールを必
ず守ってください。

　ごみを出す場所（ごみステーション）や、ごみを出す曜日は、
地域ごとに決められています。正しい場所・曜日に出しましょう。
　防鳥ネットが設置されているごみステーションでは、ごみ袋
をしっかりと覆ってください。
　きちんとネットで覆わないと、カラスや犬・猫等によりごみ
が散乱し、周辺住民に迷惑をかけます。

ごみと資源の分け方・出し方
■	家庭から出る「資源」と「ごみ」の詳しい分け方・出し方については市のHPを
ご確認ください。

■	北九州市公式 LINEで簡単にごみの分別を調べることができるようになりました！
	 詳しくは P204 をご確認ください。
■	北九州市には、４種類の指定袋があります。指定曜日（祝日も収集します）の朝、８時３０分

までに、決められたごみステーションに出してください。
■	ごみステーションには、家庭ごみだけを出せるところ、資源化物（かん・びん、ペットボトル、
プラスチック）だけを出せるところ、両方を出せるところがありますので、どのステーション
に出したらよいか、事前に確認してください。

■	指定袋は、市内のスーパー、コンビニ、ホームセンター等で購入してください。

家庭から出る生ごみ、紙くず、木くず、陶器、ガラス、スプレー缶など
（資源化物、粗大ごみを除く）は、家庭ごみです。
「家庭ごみ用指定袋（青色）」に入れて、週２回の指定曜日（月・木又は
火・金）の朝、８時３０分までに、決められたごみステーションに出し
てください。

大　（45ℓ） 10 枚入り 500 円 中　（30ℓ） 10 枚入り 330 円
小　（20ℓ） 10 枚入り 220 円 特小 （10ℓ）10 枚入り 110 円

刃物、針など危ないもの　　紙箱等に入れるか、新聞紙等に包んで出してください。
生　　　　ご　　　　み　　十分に水切りしてから出してください。
ガラス製品（びんを除く）　　新聞紙等に包んで出してください。
スプレー缶・ガスボンベ・ライター　　必ず使い切ってから、穴をあけないで出してください。
食　　　　用　　　　油　　布や紙に染み込ませるか、固形化して出してください。

※できるだけペットボトルに入れて、スーパーなどの回収ボックスへ。

　詳しくは、市のホームページをご確認ください。
マ　ッ　チ　・　花　火　　水にひたしてから出してください。

食用油

資源とごみ
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■	指定袋を使用するほかに、拠点回収している資源ごみがあります。
■	詳しい出し方や回収場所は、市のホームページ又は北九州市公式 LINEをご覧く
ださい。

紙パック・トレイ　牛乳など飲料用紙パック及び発泡スチロール製食品用トレイ

○回収場所：スーパーや市民センター等に設置の回収ボックス
　紙パックの出し方　1. 洗う → 2. はさみやカッターで開く → 3. 乾かす ⇒回収ボックスへ
　ト レ イの出し方　1. 回収できるトレイか確認する → 2. 洗う → 3. 乾かす ⇒回収ボックスへ
＊弁当容器・納豆容器・豆腐パック容器・カップラーメン容器・透明な容器は回収できませんので、

プラスチックで出してください。

水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計　家庭で不要となったもの

○回収場所：各区役所、出張所
　出し方　水銀体温計は、ケースに入れたまま（または、ビニール袋に入れて）、緑色の回収ボック

スに入れてください。水銀血圧計・水銀温度計は、窓口へ直接お渡しください。
＊割れたものは、ポリ袋などに密封して「家庭ごみ」として捨ててください。

「かん」と「びん」は「かん・びん用指定袋（茶色）」(25ℓ 
5 枚入り 60 円）に、「ペットボトル」は「ペットボトル用指
定袋（オレンジ色）」（大 45ℓ 5 枚入り 100 円、小 25ℓ 5
枚入り 60 円）に入れて、毎週水曜日の朝、８時３０分までに、
資源化物ステーションに出してください。

プラスチックだけでできているものは、「プラスチック用指定袋（緑色）」（大 45
ℓ 5 枚入り 100 円、小 25ℓ 5 枚入り 60 円）に入れて、地区ごとに指定する
曜日の朝、８時３０分までに、資源化物ステーションに出してください。
※モバイルバッテリーや電子たばこ等の充電式電池がプラスチック用指定袋に入れられ、
処理施設で火災が発生しています。絶対に袋に入れずに、回収ボックスに入れてください

【P203 参照】。

＊回収できるものは、飲料用の容器・化粧品のびん等のきれいなものです。
＊割れたびんは家庭ごみで、シャンプー等の容器はプラスチックで出してください。

＊食品の残りかすがあるものは、軽く
ゆすいで出してください。
＊簡単にはがせるラベルやシールは、
はがしてください。
＊プラスチック以外の素材が含まれる
もの、長いひも状のものなど、リサ
イクルに支障が出るものは、家庭ご
みで出してください。

●プラスチック製品

【プラスチックの例】

回収拠点
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蛍光管　家庭から出る LED蛍光灯を除く蛍光管（環型・直型のみ）

○回収場所：電器店やホームセンター等に設置の回収ボックス
＊割れた蛍光管、電球型蛍光管、LED蛍光灯は、リサイクルできませんので、新聞紙等に包んで家
庭ごみで出してください。

小物金属　鍋、やかん、フライパン等の金属の部分が長さ３０cm程度までの金属製品（刃物類を除く）

○回収場所：ホームセンターや市民センター等に設置の回収ボックス

小型電子機器　携帯電話、デジタルカメラ、ポータブルプレーヤー、ＡＣアダプター、コード・ケーブル
類等の回収ボックスの投入口（25cm×8.5cm）に入る小型の電化製品が対象

○回収場所：学内（北方キャンパス）、区役所、市民センターに設置の回収ボックス

電池類　モバイルバッテリー、電子たばこ等の充電式電池

○回収場所：学内（北方キャンパス）、区役所、市民センターに設置の回収ボックス
＊乾電池は、家庭ごみで出すことも出来ます。
＊電極部分にビニールテープを貼る等、絶縁処理を行い、出してください。

古紙　新聞・雑誌・段ボール・雑がみ（空き箱、封筒、トイレットペーパーの芯　他）等の紙類

○回収場所：地域の町内会等で実施する集団資源回収や市民センターの古紙回収保管庫
　出し方 　「新聞・チラシ」、「雑誌」、「段ボール」は種類別にひもで十字に結ぶ
　　　　 　「雑がみ」は中身が出ないように紙袋か半透明のポリ袋に入れて出す

古着　家庭で不要となった古着全般（ダウンジャケット、レザー、ジャージ、ニットセーター、ナイロン製は不可）

○回収場所：市民センター（一部）、環境ミュージアム等に設置の回収ボックス
　　　　　　クリーニング店（一部）による店頭回収、地域の町内会等で実施する集団資源回収（一部）
　出し方 　洗濯して、紙袋やビニール袋に入れて出す

■	家具・家電などの粗大ごみや、引越で出る大量のごみを一度に出す際は、事前申し込みが必要
です（外国語対応可）。なお、収集日は月１回、地区によって決まっています。

■	特に卒業する際、粗大ごみの収集日に間に合わなかったために、ごみステーションに放置した
まま転居するケースがあり、地域住民が大変困っています。計画的な処分をお願いします。

■	テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは、法律（家電リサイクル法）でリサイクル
方法が義務付けられているものがあり、処分方法が異なります。（次頁参照）

■	詳しい出し方は、市のホームページをご覧ください。

粗大ごみ　家庭から出る家具、自転車、電化製品など（家電リサイクル法の対象品目を除く）

①収集日の前日（インターネット受付は３日前（日曜日を数えない））までに粗大ごみ受付センター
に申し込みます。

　粗大ごみ受付センター　
　℡ 093-513-3005〔月～土：午前９時～午後５時〕（祝日も受付可）（8ヵ国語対応）
　（申し込み時に「粗大ごみ処理手数料」、「収集日」、「粗大ごみを出す場所」を必ず確認して

ください。）
②申し込み時に確認した額の粗大ごみ処理手数料納付券を、市内のスーパー、コンビ
ニ、ホームセンター等で購入します。（インターネット受付でキャッシュレス決済
を選んだ場合は PayPay とクレジットカードで支払えます。）

③収集日の朝、８時３０分までに家の前等の申し込み時に指示された場所に、粗大ごみ処理手数料納
付券を貼って出してください。（キャッシュレス決済の場合は、一辺 20cm程度の用紙等に、受付
番号・収集日・金額を油性マジック等で明記のうえ、ガムテープ等でしっかりと貼って出してくだ
さい。）

粗大ごみ

粗大受付センター
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引越ごみ　引越などにより多量に出されるごみ

①収集希望日の１週間前までに粗大ごみ受付センターに申し込みます。
②認定員が訪問し、ごみの量に応じて手数料（100㎏ごとに 2,300 円）を徴収します。
　＊認定日：月曜日～金曜日（祝日は除く）
③収集日の朝、８時３０分までに家の前などの申し込み時に指示された場所に出してください。

家電リサイクル法の対象品目　テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機（ドラム式）

販売店（新しく買い換える店、または以前購入した店）に、費用（リサイクル料金＋収集運搬料金）
を支払って引き取ってもらいます。購入した店が不明もしくは無くなった場合は、お近くの家電リサ
イクル協力店にご相談ください。市のホームページに家電リサイクル協力店の一覧表を掲載していま
す。
＊家電リサイクル法では、不要になった対象家電は、「消費者がリサイクル料金を負担すること」、「販売店が引

き取ること」、「家電メーカーがリサイクルすること」が義務付けられています。

PC リサイクル

パソコンは本市と協定を締結している「リネットジャパンリサイクル株式会社」によ
る宅配便回収か、パソコンメーカーによる回収が利用できます。
※詳細はホームページをご覧ください。

■	ごみを自分で工場に持ち込むこともできます。手数料は 10kg ごとに 100 円です。
■	点検・整備等で受入を休止することがありますので、事前に工場に問い合わせてください。

工　場　名 受付・搬入時間 所在地・電話番号

日 明 工 場 平日・土曜・祝日：午前６時～午後５時
日曜：午前６時～午前８時３０分 小倉北区西港町９６－２

℡ 093-581-7976日 明 工 場
不 燃 粗 大 仮 置 場 平日・土曜・祝日：午前８時２５分～午後５時

新 門 司 工 場 平日・土曜・祝日：午前６時～午後８時
日曜：午前６時～午前８時３０分
　　　午後５時～午後８時

門司区新門司三丁目７９
℡ 093-481-4727

皇 后 崎 工 場 八幡西区夕原町２－１
℡ 093-642-6731

【受入できるもの】原則として可燃性のごみ。家電など金属製の粗大ごみは、日明工場不燃粗大仮置
場でのみ受け入れます。

【受入できないもの】かん・びん、ペットボトル、危険物、充電式電池（リチウムイオン電池等）、家
電リサイクル法の対象品目等。

＊大きさや品目により制限があるものもありますので、事前に工場に問い合わせてください。
■	市で処理できないごみは、専門の処理業者や購入店舗に引き取ってもらってくだ
さい。

　（ピアノ、バイク、消火器、タイヤ、ペンキ、引火物、劇薬、家電リサイクル法の
対象品目等）

■	詳しくは、市のホームページ「市が収集しないもの」をご覧ください。

門司区、小倉南区にお住いの方は	 新門司環境センター	 TEL（093）481-7053
小倉北区、戸畑区にお住いの方は	 日明環境センター	 TEL（093）571-4481
若松区、八幡東区、八幡西区にお住いの方は	 皇后崎環境センター	 TEL（093）631-5337
粗大ごみに関することは	 粗大ごみ受付センター	 TEL（093）513-3005
ごみの出し方に関することは	 環境局業務課	 TEL（093）582-2180

お問い合わせ先

北九州市ホームページ北九州市公式 LINE
リニューアルした
北九州市公式LINE！
「ごみ分別」が
簡単に検索できるように
なりました！
ぜひ、友達登録してね。

PCリサイクル

市が収集しないもの
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国民年金からのお知らせ

～学生のみなさん、20 歳になったら国民年金の手続きを忘れずに！～

　日本国内に住む 20 歳以上 60 歳未満の人は公的年金制度の国民年金や厚生年金に加入する義務が
あり、学生のみなさんも 20 歳になったら国民年金に加入しなければなりません。
　国民年金とは、事故や病気で障害になった時や老後の収入確保などのために保険料を納めて、年
金として受け取る制度です。
　国民年金の保険料は、月額 17,920 円（令和８年度）ですが、学生の方には、申請により保険料
の納付が猶予される学生納付特例制度があります。希望する人は、住民票のある市区町村の国民年
金窓口で手続きしてください（手続きには学生証が必要です）。

☆学生納付特例制度　
　学生本人の前年所得額が基準以下の方が対象です。

　　　　〈所得のめやす〉

128 万円 ＋ 扶養親族等の数× 38 万円 で計算した額以下である場合

（参考：令和７年度所得基準額。※令和８年度は変更の可能性があります。）

＊　学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10 年間の範囲内で追納をすることができま
す（ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、加算
金がつきます）。　

＊	 学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取
るための資格期間となりますが、追納しないと老齢基礎年金の年金額には反映されません。

＊	 学生納付特例の承認期間は、その年度末（３月）までとなります。したがって、翌年度も
継続してこの制度を利用する場合は再度申請しなければなりません。

※　国民年金に加入していない人や加入しても保険料を納めなかったり、学生納付特例の承認
を受けていない人が交通事故など不慮の事故や病気で障害者となった場合、障害基礎年金が
支給されない場合もありますので、必要な手続きは忘れずにしておきましょう。

手続き、問い合わせは住民票のある市区町村の国民年金窓口へ

＜北九州市内に住民票がある方は、住所地の区役所国保年金課へ＞
　門司区役所　 ０９３－３３１－０５２２　　　八幡東区役所 ０９３－６７１－０８０２
　小倉北区役所 ０９３－５８２－３４０４　　　八幡西区役所 ０９３－６４２－１３３０
　小倉南区役所 ０９３－９５１－４１１７　　　戸畑区役所　 ０９３－８８１－０６２２
　若松区役所　 ０９３－７６１－２９６１

＜マイナポータルから学生納付特例が電子申請できます＞
　申請には、マイナンバーカードとマイナポータルの利用登録が必要です。詳しくはマイナポータ
ルのホームページでご確認ください。https://myna.go.jp/










